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はじめに 

我が国では、継続的な人口減少とともに高齢化が進行し

ており、2025 年（令和７年）には、いわゆる団塊の世代

すべてが 75 歳以上となるほか、2040 年（令和 22 年）

には、団塊世代のジュニア世代が 65歳以上となり、高齢者

数のピークを迎えるとともに、85歳以上の人口が急速に増

加するなど、高齢化はさらに進むと見込まれています。本市

においては、既に高齢化率が 35%を超え、高齢者を取り巻

く問題や必要な支援も多様化しています。 

このような中、本市では令和３年度から令和５年度を計画期間とする「喜多方市高

齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定しました。計画の策定にあたっては、

本市第１号被保険者を対象とした高齢者実態調査を実施し、高齢者の意向の把握に努

めるとともに、公募による被保険者代表、事業者、学識経験者の 15名の委員によっ

て構成される介護保険運営協議会において慎重に審議され、去る１月 18日に答申を

いただいたところです。 

本計画の基本的な方向性としては、住み慣れた地域で可能な限り生活を継続できる

よう、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケ

アシステム」の構築へ向けての取組を進めていきます。そのため、前期計画を継続し

つつ、これまでの施策の実施状況や課題などを踏まえながら計画の見直しを行いまし

た。 

主な特徴としては、介護サービスの充実、医療と介護の連携、認知症対策、高齢者

の生きがいづくりの推進、災害対策や感染症対策の推進などに取り組むとともに、日

常生活を包括的に支援する体制の整備に向けた取組を計画に位置づけることとしま

した。 

また、第１号被保険者の介護保険料については、利用者数の増加等により保険給付

費は増加傾向にありますが、新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢を鑑み、

前期計画期間における保険料と同額としました。 

今後は、本計画に位置づけた施策を着実に展開してまいりますので、市民の皆様の

御理解と御協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画策定にあたり貴重な御意見をいただきました市民の皆様や、御協力

をいただきました関係各位に対して心より感謝いたします。 

 

令和３年３月 

喜多方市長 遠藤 忠一  



 

 

 

 



 

 

目 次 
 

 

第１章 計画策定の趣旨と基本的事項 ······················································· 1 

１ 計画策定の背景と趣旨 ······························································· 3 

（１）喜多方市の現状 ··································································· 3 

（２）計画策定の趣旨 ··································································· 3 

２ 法令の根拠 ········································································· 5 

３ 計画の位置づけと計画期間 ··························································· 6 

（１）計画の位置づけ ··································································· 6 

（２）計画の期間 ······································································· 7 

４ 計画の策定体制 ····································································· 7 

（１）喜多方市介護保険運営協議会による審議 ············································· 7 

（２）高齢者実態調査の実施 ····························································· 8 

（３）パブリックコメントの実施 ························································· 8 

 

第２章 高齢者の状況及び施策への要望等 ··················································· 9 

１ 高齢者の状況 ······································································ 11 

（１）総人口及び高齢者数の推移 ························································ 11 

（２）要介護（要支援）認定者、認知症者等の状況 ········································ 15 

（３）日常生活圏域別の状況 ···························································· 17 

（４）高齢者の住まいの状況 ···························································· 19 

２ 介護保険サービスの状況 ···························································· 21 

（１）居宅サービス ···································································· 21 

（２）地域密着型サービス ······························································ 27 

（３）施設サービス ···································································· 29 

（４）介護保険事業費（給付費）の状況 ·················································· 31 

（５）地域支援事業費の状況 ···························································· 31 

３ 全国、福島県、県内 13市の比較一覧 ················································· 32 

（１）高齢化率について ································································ 32 

（２）高齢者世帯の割合について ························································ 33 

（３）要介護認定率について ···························································· 34 

（４）第１号被保険者１人あたり給付月額について ········································ 35 

（５）受給率について ·································································· 36 

４ 高齢者実態調査による高齢者の実態把握 ·············································· 37 

（１）介護サービスについて ···························································· 37 

（２）医療について ···································································· 38 

（３）認知症について ·································································· 39 

（４）介護予防について ································································ 41 



 

 

（５）生活支援について ································································ 42 

（６）生きがいづくりについて ·························································· 44 

（７）高齢者の尊厳について ···························································· 45 

５ 第７期計画期間における現状課題と評価 ·············································· 46 

 

第３章 2025年、2040年の目指す姿 ······················································· 51 

１ 2025年、2040年の高齢者の状況 ····················································· 53 

（１）高齢者人口の状況 ································································ 53 

（２）要介護（要支援）認定者数の状況 ·················································· 53 

２ 喜多方市の将来像 ·································································· 54 

 

第４章 計画の基本的考え方 ······························································ 57 

１ 基本理念 ·········································································· 59 

２ 基本方針 ·········································································· 59 

３ 施策の体系 ········································································ 62 

 

第５章 施策の展開 ······································································ 63 

１ 介護サービスの充実 ································································ 65 

（１）地域包括支援センターの充実 ······················································ 66 

（２）介護人材の確保と資質向上 ························································ 67 

（３）介護サービスの質の向上 ·························································· 68 

２ 医療と介護連携の推進 ······························································ 71 

（１）多職種連携の充実 ································································ 71 

（２）入院・退院調整 ·································································· 73 

（３）円滑な介護医療院への転換 ························································ 73 

３ 認知症施策の推進 ·································································· 74 

（１）認知症施策の普及・啓発の推進 ···················································· 74 

（２）認知症地域支援体制の充実 ························································ 75 

（３）認知症についての理解の浸透 ······················································ 77 

４ 日常生活を包括的に支援する体制の整備 ·············································· 78 

（１）介護予防の充実 ·································································· 79 

（２）生活支援サービスの充実 ·························································· 83 

（３）生活支援コーディネーターの配置 ·················································· 85 

（４）生活支援支え合い会議の設置 ······················································ 86 

（５）地域ケア会議の実施 ······························································ 87 

５ 高齢者の生きがいづくりの推進 ······················································ 89 

（１）社会参加の推進 ·································································· 89 

（２）生涯学習の推進 ·································································· 90 

（３）敬老事業 ········································································ 91 

６ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 ·············································· 92 



 

 

（１）権利擁護体制の充実 ······························································ 92 

（２）高齢者虐待防止体制の充実 ························································ 93 

（３）見守り・相談体制の充実 ·························································· 93 

（４）災害対策や感染症対策の推進 ······················································ 94 

７ 住まいの環境整備 ·································································· 96 

（１）介護保険施設等の整備計画 ························································ 96 

（２）高齢者の住まいの安定的な確保 ···················································· 97 

８ 持続可能な介護保険事業 ···························································· 99 

（１）介護給付適正化のための施策（介護給付適正化計画） ································ 99 

 

第６章 計画期間における介護サービス量等の見込み ······································· 103 

１ 介護サービス見込量の推計の流れ ··················································· 105 

２ 被保険者及び要介護（要支援）認定者数等の推計 ····································· 106 

（１）総人口の推計 ··································································· 106 

（２）高齢者数の推計 ································································· 107 

（３）介護保険における被保険者の推計 ················································· 108 

（４）要介護（要支援）認定者数の推計 ················································· 109 

（５）認知症高齢者数の推計 ··························································· 110 

３ 介護サービス及び介護予防サービスの見込量 ········································· 111 

（１）介護サービスの目指す方向性 ····················································· 111 

（２）介護サービス利用者の推計 ······················································· 111 

（３）居宅サービスの見込量 ··························································· 113 

（４）居住系サービスの見込量 ························································· 117 

（５）施設サービスの見込量 ··························································· 118 

４ 介護給付費等対象サービスの事業費の見込み ········································· 119 

５ 介護保険料の見込み ······························································· 120 

（１）保険料設定の基本的考え方 ······················································· 120 

（２）第１号被保険者の保険料算出の仕組み ············································· 121 

（３）介護保険料 ····································································· 123 

 

第７章 公平・公正な介護保険事業の運営 ················································· 125 

１ 要介護認定について ······························································· 127 

２ 介護認定審査会について ··························································· 127 

３ 介護給付等費用の適正化について ··················································· 127 

４ 低所得高齢者に対するサービス等 ··················································· 128 

５ 相談・援助・苦情について ························································· 129 

 

第８章 計画の推進体制及び推進管理 ····················································· 131 

１ 計画の推進体制 ··································································· 133 

（１）進行管理のための組織体制 ······················································· 133 



 

 

２ 計画の推進管理 ··································································· 134 

 

参考資料 ··············································································· 135 

１ 認知症自立度（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準）について ····················· 137 

２ 介護等対象サービスの実績及び見込み ··············································· 138 

３ 計画の策定経過及び介護保険運営協議会 ············································· 142 

（１）計画の策定経過 ································································· 142 

（２）喜多方市介護保険条例（抜粋）及び喜多方市介護保険運営協議会規則 ················· 143 

（３）喜多方市介護保険運営協議会委員名簿 ············································· 145 

４ 用語解説 ········································································· 146 
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第１章 計画策定の趣旨と基本的事項 

１ 計画策定の背景と趣旨 

（１）喜多方市の現状 

我が国における65歳以上の高齢者の人口は令和２年４月１日時点（総務省統計局「人口推計」）

で 3,605万人、総人口に占める割合は 28.6％と過去最高となっており、少子高齢化は進行し続

けています。 

本市においては、令和２年 10 月１日時点で 65 歳以上の高齢者の割合が 35.7％、75 歳以

上の高齢者（後期高齢者）の割合が 19.6％となっており、国や県の平均より高い水準にありま

す。 

また、喜多方市長期人口ビジョンでは、団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年に

は、65歳以上の高齢者の割合が 39.1％、後期高齢者の割合が 22.8%になり、第 2次ベビーブ

ーム期（1971～1974年）に生まれた団塊ジュニア世代が 65歳以上となる令和 22（2040）

年には、65歳以上の高齢者の割合が39.4％、後期高齢者の割合が26.5%に達すると見込まれ、

高齢者人口の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症高齢者等の地域の支援

が必要な高齢者の増加が予想されています。 

 

（２）計画策定の趣旨 

このような社会的背景の中、国は介護保険法の改正を断続的に行い、高齢者が可能な限り住み

慣れた地域で能力に応じて自立した日常生活が送れるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・

住まいが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築・推進をしていくことを示しまし

た。 

その後、平成 29年５月成立の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」では、地域包括ケアシステムを深化・推進し、自立支援・重度化防止、医療・介

護の連携、地域共生社会の実現を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の確保のための制度

改正が行われ、令和２年６月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」（令和３年４月施行）では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体

制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組

の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設など、社会福祉基盤整備と介護保険制度の一体的な見

直しが行われたところです。 

第８期計画における基本指針では、今後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と

あわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組

むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが必要であるとしています。 

また、令和７（2025）年が近づく中、その先の展望となる団塊ジュニア世代が 65歳以上と

なる令和 22（2040）年を見据え、各地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備が重要であ

るとしています。 
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本市では、第６期計画より「地域包括ケアシステム」の構築・深化に向け、地域の実情に応じ

た取組を推進してきました。 

今後も高齢化は進行し続け、高齢者を取り巻く問題も多様化・複雑化していくと予測されるこ

とから、高齢期ケアを地域で包括的に確保・提供する「地域包括ケアシステム」は重要であり、

地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものです。 

本計画においては、介護保険法等の改正や第７期計画の施策の実績や課題等を踏まえて所要の

見直しを図るとともに、高齢者等が住み慣れた地域で可能な限り継続して生活できるよう、令和

７（2025）年、令和 22（2040）年の地域の将来像を見据えた「地域包括ケアシステム」の

さらなる深化・推進を目指していきます。 

 

■介護保険制度改正のポイント 

 

国の社会保障審議会介護保険部会では、３つの方針と、それを推進するための重要な取組を介

護保険制度の見直しの意見として提示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年 12 月 27 日社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」より 
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また、第８期介護保険事業計画では、計画の柱となる以下の７つのポイントが挙げられていま

す。 

第８期計画において記載を充実する事項（案） 

１ 2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 
○2025・2040 年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画を策定 

２ 地域共生社会の実現 
○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載 

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 
○一般介護予防事業の推進に関して「ＰＤＣＡサイクル沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業との連

携」について記載 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載 

○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの例示として就労的活動等について記載 

○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定 

〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載。（一般会計による介護予防等に資

する独自事業等について記載。） 

〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載 

〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載 

○ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備について記載 

４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化 
〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載 

〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定 

５ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 
○認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで

きる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき記載。（普及啓発の取組やチームオレンジの設置及び「通

いの場」の拡充等について記載。） 

○教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載 

〇介護現場における業務仕分けやロボット・ＩＣＴの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場

革新の具体的な方策を記載 

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度等について記載 

○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載 

〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載 

７ 災害や感染症対策に係る体制整備 
○近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要性について記載 

※令和２年７月 27 日社会保障審議会介護保険部会「基本指針の構成について」より 

 

 

２ 法令の根拠 

本計画は、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の 8の規定に基づく市町村老人

福祉計画と介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 117 条の規定に基づく市町村介護保険事

業計画を一体として策定し、高齢者に関する基本的な政策目標を設定するとともに、その実現に

向けて取り組むべき施策全般を盛り込むものです。 
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３ 計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画の策定にあたっては、「喜多方市総合計画（2017～2026）きたかた活力推進プラン」

（以下「総合計画」という。）を上位計画として位置づけています。総合計画は市の発展に向けた

施策の基本的方向性を総合的かつ体系的に示し、計画的に市政を運営していくための指針となる

最上位計画で、また、総合計画が目指す将来の都市像の実現に向け、今後の人口の将来展望を示

した「喜多方市長期人口ビジョン」及び、人口減少の克服と将来にわたって活力ある地域社会を

実現していくための具体的施策の展開を図る「喜多方市総合戦略」があります。 

また、関係する市の各分野の計画として、福祉の上位計画である「喜多方市地域福祉計画・地

域福祉活動計画」、総合計画の個別計画とする「喜多方市地域包括ケアシステム推進計画基本構

想」（以下「基本構想」という。）のほか、「第三次健康きたかた 21」「第３次喜多方市障がい者

計画」「第６期喜多方市障がい福祉計画」「第２期喜多方市障がい児福祉計画」などと整合を図り

ました。 

加えて、厚生労働省告示「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」（以下「基本指針」という。）及び福島県の計画である「第九次福島県高齢者福祉計画・

第八次福島県介護保険事業支援計画」「第七次福島県医療計画（地域医療構想を内包）」などとの

整合性についても留意しました。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
介護保険事業に 
係る保険給付の 
円滑な実施を確保 
するための基本的 

な指針 

厚生労働省 

 

福島県計画 

第九次福島県 
高齢者福祉計画 

・第八次福島県 

介護保険事業 

支援計画 

第七次福島県 
医療計画 

 
 
 

福島県 
地域医療構想 

《最上位計画》 

《福祉上位計画》 

など 

喜多方市地域防災計画 

喜多方市都市マスタープラン 

喜多方市総合計画きたかた活力推進プラン 
 

喜多方市高齢者福祉計画・ 
介護保険事業計画 

喜多方市地域包括ケアシステム推進計画基本構想 

第３次喜多方市障がい者計画 

第６期喜多方市障がい福祉計画 

第２期喜多方市 
障がい児福祉計画 

喜多方市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

第三次健康きたかた 21 

第二期喜多方市子ども・ 
子育て支援事業計画 

喜多方市長期人口ビジョン 喜多方市総合戦略 

《関係計画》 

 
整合 
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（２）計画の期間 

本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とするものです。これは、介護

保険法（平成 9年法律第 123号）第 117条第 1項により、３年を一期とする計画を定めるこ

とが規定されていることに基づきます。 

なお、国の基本指針では、第６期以降の市町村介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位

置づけ、令和７（2025）年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築す

ることとし推進してきましたが、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に

向け、地域共生社会の基盤となる地域包括ケアシステムのさらなる推進が求められています。 

本計画においても、団塊の世代が後期高齢者を迎える令和７（2025）年と、団塊ジュニア世

代すべてが高齢者となる令和 22（2040）年までを見据えたうえで、目標の実現に向けて令和

３年度から令和５年度までの間に必要な事項を盛り込みます。 

 

■計画の期間 

H30 

（2018） 

R１ 

（2019） 

R２ 

（2020） 

R３ 

（2021） 

R４ 

（2022） 

R５ 

（2023） 

R６ 

（2024） 

R７ 

（2025） 

R８ 

（2026） 
 

R21 

（2039） 

R22 

（2040） 

R23 

（2041） 

             

             

第７期計画           

   第８期計画 
令和３～５年度 

       

      第９期計画     

          第14期計画 

 

 

４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、喜多方市介護保険運営協議会において審議していただくとともに、

庁内の関連部署との連携や県との連携を確保しました。  

また、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」という。）」及び「在宅介護実

態調査」を実施し、その結果により第１号被保険者の意見を把握しました。 

 

（１）喜多方市介護保険運営協議会による審議 

喜多方市介護保険運営協議会は、高齢者福祉及び介護保険制度の基本的な事項について審議す

るために、65歳以上の第１号被保険者代表（３名）、40歳以上 65歳未満の第２号被保険者代

表（２名）、医療や介護に関する事業に従事する方（５名）、介護に関する学識または経験を有す

る方（５名）の計 15名を委員として委嘱しています。 

多様な立場の方々に委員として参画いただき、多様な見地から計画案を審議していただきまし

た。  

令和 22（2040）年度を展望した社会保障 

令和７（2025）年度までの中長期的な視点に立った施策

の展開 

団塊ジュニア世代が 

すべて 65 歳以上に 

団塊の世代が 

すべて 75 歳以上に 
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（２）高齢者実態調査の実施 

本計画の策定にあたり、保健福祉に関わる生活状況や介護予防または介護保険サービス、地域

社会とのつながり、家族介護の状況、市の高齢者施策等についてうかがうことを目的として、65

歳以上の要介護認定を受けていない方と要介護認定を受け在宅で過ごされている要支援１・２の

方を対象としたニーズ調査及び、65 歳以上の要介護認定を受け在宅で過ごされている要介護１

～５の方を対象とした在宅介護実態調査を実施しました。 

 

■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

項 目 概 要 

調 査 対 象 者  

令和２年３月１日現在、65歳以上の方で、 

①要介護認定を受けていない方 

②要介護認定を受け在宅で過ごされている要支援１・２の方 

抽 出 方 法 
住民基本台帳、要介護認定者情報より要介護１～５認定者を除き、

悉皆調査 

調 査 方 法 郵送法（郵送配布、郵送回収）、お礼状兼再依頼状の発送あり 

調 査 期 間 
令和２年５月 25日～令和２年６月 24日 

※令和２年７月 17日までの回収分を有効とした 

配 布 数  13,706件 

有効回収数（率） 10,023件（73.1％） 

■在宅介護実態調査 

項 目 概 要 

調 査 対 象 者  
令和２年３月１日現在、65歳以上の方で、 

要介護認定を受け在宅で過ごされている要介護１～５の方 

抽 出 方 法 
住民基本台帳、要介護認定者情報、給付実績情報より、施設・居住

系サービス利用者及び要支援１・２認定者を除き、悉皆調査 

調 査 方 法 郵送法（郵送配布、郵送回収）、お礼状兼再依頼状の発送あり 

調 査 期 間 
令和２年５月 25日～令和２年６月 24日 

※令和２年７月 17日までの回収分を有効とした 

配 布 数  1,540件 

有効回収数（率） 794件（51.6％） 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画に対する市民の意見を広く聴取するために、本計画（素案）の内容などを公表するパブ

リックコメントを実施しました。 

 

項 目 概 要 

実 施 期 間 令和３年２月 15日～令和３年３月１日 

結 果 意見なし 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 高齢者の状況及び施策への要望等 
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第２章 高齢者の状況及び施策への要望等 
 

１ 高齢者の状況 

（１）総人口及び高齢者数の推移 

① 総人口 

本市の総人口は、減少傾向で推移しており、令和２年には 46,735人と平成 27年より 3,593

人の減少となっています。 

65 歳以上の人口は、増加傾向で推移していましたが、平成 30 年に減少に転じ、その後再び

微増し、令和２年は 16,662人となっています。 

 

■総人口の推移 

(単位：人) 

  平成 27年 
(2015) 

平成 28年 
(2016) 

平成 29年 
(2017) 

平成 30年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2年 
(2020) 

総人口 50,328 49,679 48,998 48,136 47,532 46,735 

年
齢
区
分 

0～14 歳 5,918 5,764 5,613 5,484 5,318 5,149 

15～64歳 27,862 27,216 26,648 26,027 25,558 24,924 

65 歳以上 16,548 16,699 16,737 16,625 16,656 16,662 

高齢化率 32.9% 33.6% 34.2% 34.5% 35.0% 35.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住民基本台帳」より（各年 10月１日現在） 

  

5,918 5,764 5,613 5,484 5,318 5,149

27,862 27,216 26,648 26,027 25,558 24,924

16,548 16,699 16,737 16,625 16,656 16,662

50,328 49,679 48,998 48,136 47,532 46,735 

0

10,000

20,000
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(2020)

65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人）
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総人口に対する年齢構造係数の推移は、0～14歳及び 15～64歳割合は下降傾向で推移して

いるのに対し、65 歳以上割合（高齢化率）は上昇傾向で推移し、少子高齢化の進行がうかがえ

ます。 

また、高齢化率は、令和２年では 35.7％と平成 27年より 2.8ポイントの上昇となっていま

す。 

 

■年齢構造係数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住民基本台帳」より（各年 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8% 11.6% 11.4% 11.4% 11.2% 11.0% 

55.3% 54.8% 54.4% 54.1% 53.8% 53.3% 

32.9% 33.6% 34.2% 34.5% 35.0% 35.7% 
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② 高齢者数の推移 

本市の 65歳以上 75歳未満の前期高齢者数は増加傾向で、令和２年には 7,514人と平成 27

年より 769人増となっています。 

一方で、75 歳以上の後期高齢者数は減少傾向で、令和２年には 9,148 人と平成 27 年より

655人減となっています。 

高齢化率は、前期高齢者は上昇傾向で推移していますが、後期高齢者は横ばいとなっており、

令和２年では前期高齢者は 16.1％、後期高齢者は 19.6％となっています。 

 

■高齢者の推移 

(単位：人) 

  平成 27年 
(2015) 

平成 28年 
(2016) 

平成 29年 
(2017) 

平成 30年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2年 
(2020) 

高齢者人口 16,548 16,699 16,737 16,625 16,656 16,662 

 前期高齢者 6,745 6,914 7,064 7,220 7,313 7,514 

後期高齢者 9,803 9,785 9,673 9,405 9,343 9,148 

高齢化率 32.9%  33.6%  34.2%  34.5%  35.0%  35.7%  

 前期高齢者 13.4%  13.9%  14.4%  15.0%  15.4%  16.1%  

後期高齢者 19.5%  19.7%  19.8%  19.5%  19.6%  19.6%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住民基本台帳」より（各年 10月１日現在） 

  

6,745 6,914 7,064 7,220 7,313 7,514

9,803 9,785 9,673 9,405 9,343 9,148

16,548 16,699 16,737 16,625 16,656 16,662

32.9% 33.6% 34.2% 34.5% 35.0% 35.7% 

0.0
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後期

高齢者

前期

高齢者

高齢化率

（人） （％）
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③ 高齢者世帯の状況 

世帯の状況は、ニーズ調査によると、要介護認定を受けていない 65 歳以上の方では、「ひと

り暮らし」が 15.6％、『夫婦ふたり暮らし』が 29.9％、『その他の世帯』が 51.0％となってい

ます。 

在宅介護実態調査によると、要介護認定を受け在宅で過ごされている 65歳以上の方では、「ひ

とり暮らし」が 14.0％、『夫婦ふたり暮らし』が 14.8％、『その他の世帯』が 67.7％となって

います。 

 
■世帯構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ｎ（ ）の（ ）内の数値は回答者数（人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

ニーズ調査 (10,023)

在宅介護実態調査 (794) 14.0 13.2 1.6 47.4 20.3 3.5

ｎ

15.6 26.0 3.9 34.8 16.2 3.5

(%)(%)
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た
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４
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下
）

息

子

・

娘

と

の

２

世

代

そ

の

他

無

回

答

 

  

『その他世帯』51.0% 『夫婦ふたり暮し』29.9% 

 

『夫婦ふたり暮し』14.8% 『その他世帯』67.7% 
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（２）要介護（要支援）認定者、認知症者等の状況 

① 要介護（要支援）認定者数の推移 

本市の要介護（要支援）認定者数は、令和２年では 3,480人（うち、第１号被保険者数は 3,406

人）と、増加傾向となっています。第１号被保険者の要介護認定率も上昇傾向で推移し、令和２

年では 20.4％となっています。 

要介護度別にみると、令和２年では要支援１・２が 796人（要介護者合計比率 22.9％）、要

介護１・２が 1,368人（39.4％）、要介護３～５が 1,316人（37.9％）となっています。 

 
■要介護（要支援）認定者数の推移 

(単位：人) 

  平成 27年 
(2015) 

平成 28年 
(2016) 

平成 29年 
(2017) 

平成 30年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2年 
(2020) 

要介護認定者数（総数） 3,239 3,301 3,308 3,423 3,471 3,480  

要支援１ 365 330 331 367 381 397  

要支援２ 350 359 345 362 368 399  

要介護１ 611 650 645 682 705 710  

要介護２ 543 542 569 597 633 658  

要介護３ 448 461 453 498 481 459  

要介護４ 486 495 546 493 513 500  

要介護５ 436 464 419 424 390 357  

要介護認定者数（第１号） 3,171 3,232 3,248 3,360 3,397 3,406  

要支援１ 358 327 329 363 376 391  

要支援２ 342 353 340 357 361 393  

要介護１ 606 637 639 677 698 702  

要介護２ 533 530 557 583 622 643  

要介護３ 441 454 444 490 468 448  

要介護４ 470 484 534 484 496 484  

要介護５ 421 447 405 406 376 345  

第１号被保険者数 16,544 16,698 16,737 16,625 16,656 16,662 

要介護認定率（第１号） 19.2% 19.4% 19.4% 20.2% 20.4% 20.4% 

 

■要介護（要支援）認定者数（第１号）の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「介護保険事業状況報告」（各年９月 30日現在）、「住民基本台帳」（各年 10月１日現在）より  

358 327 329 363 376 391

342 353 340 357 361 393

606 637 639 677 698 702
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要介護１

要支援２

要支援１

（人）



‐16‐ 

② 認知症高齢者数の状況 

本市の要介護（要支援）認定者（第１号被保険者）のうち、見守りや介護が必要な認知症高齢

者（認知症自立度Ⅱ～Ⅳ）は、2,243人（65.6％）となります。 

また、高齢者人口（第１号被保険者）に占める、見守りや介護が必要な認知症高齢者（認知症

自立度Ⅱ～Ⅳ）の割合は、13.5％となります。 

 
■認知症高齢者数（第１号被保険者）の状況 

(単位：人) 

  認知症自立度 

  自立 Ⅰ Ⅱa～Ⅱb Ⅲa～Ⅲb Ⅳ Ｍ 合計 

男 性 159 202 330 209 46 11 957 

 

65～69歳 22 12 18 10 3 2 67 

70～74歳 26 23 25 20 3 3 100 

75～79歳 22 20 39 19 6 0 106 

80～84歳 38 38 73 49 16 2 216 

85～89歳 31 57 82 47 10 1 228 

90 歳以上 20 52 93 64 8 3 240 

女 性 286 484 849 680 129 33 2,461 

 

65～69歳 7 5 8 8 1 0 29 

70～74歳 23 19 26 14 4 3 89 

75～79歳 27 31 54 36 7 2 157 

80～84歳 67 112 147 90 18 5 439 

85～89歳 86 170 264 188 29 11 748 

90 歳以上 76 147 350 344 70 12 999 

総 数 445 686 1,179 889 175 44 3,418 

 （13.0%） （20.1%） （34.5%） （26.0%） （5.1%） （1.3%） （100.0%） 
     計 65.6% 

 

   

65～69歳 29 17 26 18 4 2 96 

70～74歳 49 42 51 34 7 6 189 

75～79歳 49 51 93 55 13 2 263 

80～84歳 105 150 220 139 34 7 655 

85～89歳 117 227 346 235 39 12 976 

90 歳以上 96 199 443 408 78 15 1,239 

第１号被保険者数       16,662 

高齢者人口（第１号

被保険者）に占める

認知症高齢者の割合 

2.7% 4.1% 7.1% 5.3% 1.0% 0.3% 20.5% 

    計 13.5%   

 

■参考：認知症者数（第２号被保険者）の状況 

(単位：人) 

  認知症自立度 

  自立 Ⅰ Ⅱa～Ⅱb Ⅲa～Ⅲb Ⅳ Ｍ 合計 

総 数 27 13 20 9 4 1 74 

 

男性 40～64 歳 17 7 11 4 4 1 44 

女性 40～64 歳 10 

 

6 

 

9 5 0 0 30 

「受給者台帳」より（令和２年９月 30日現在）、第１号被保険者数は、「住民基本台帳」より（各年 10月１日現在） 

認知症自立度については、参考資料「１．認知症自立度について」を参照  
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（３）日常生活圏域別の状況 

日常生活圏域とは、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービ

スを提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的に考慮して、地域の実情に応じて

設定し、地域包括ケアシステムを構築していく区域です。 

本市では中学校学区分単位の７地区を基本として日常生活圏域を設定しています。 

 

■日常生活圏域の地域一覧 

圏域名 中学校 区 域 

喜多方一区 第一中学校 寺町二区のうち市道押切東線及び市道押切工業団地１号線

で囲まれた南西部区域、常盤町、末広町、菅原町、栄町、塗

物町、下町南部、下町北部、幸町、御清水、月見町、西四ツ

谷、東四ツ谷のうち国道 121 号の西側、押切南、関柴町上高

額(沢田を除く)、下勝、岩月町下台のうち遠下前、豊川町全

区域、慶徳町全区域 

喜多方二区 第二中学校 上町、新仲町、本仲町、寺町一区、寺町二区のうち市道押切

東線及び市道押切工業団地１号線で囲まれた南西部を除く

区域、緑町、新町、花園町、松山町全区域、上三宮町全区域 

喜多方三区 第三中学校 新道、南町、北町、桜町、東四ツ谷のうち国道 121号の東側、

ひばりが丘、東ひばりが丘、関柴町関柴、楚々木、小松、下

柴、平林、京出、東中明、上勝、西中明、中里、三城目、布

流、上高額のうち沢田、岩月町全区域(下台のうち遠下前を除

く)、熊倉町全区域 

熱塩加納区 会北中学校 熱塩加納町の区域の全域 

塩川区 塩川中学校 塩川町の区域の全域 

山都区 山都中学校 山都町の区域の全域 

高郷区 高郷中学校 高郷町の区域の全域 
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日常生活圏域別の高齢者人口、要介護認定者数（高齢者のみ）、認知症高齢者数を以下に示しま

した。 

要介護認定者及び認知症高齢者の割合をみると、「喜多方二区」「喜多方三区」「塩川区」「山都

区」は、喜多方市の平均値よりも高くなっています。 

 

■日常生活圏域の区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者は、「住民基本台帳」より（令和２年10月１日現在） 

要介護認定者は、喜多方市全体については、「介護保険事業状況報告」（令和２年９月30日現在） 

日常生活圏域については、「受給者台帳」より（令和２年９月30日現在） 

認知症高齢者は、「受給者台帳」より、認知症自立度Ⅱ～Ⅳの見守りや介護が必要な高齢者を算出 

  

喜多方市 

人数（割合） 

高齢者   ：16,662人（35.7％） 

要介護認定者： 3,406人（20.4％） 

認知症高齢者： 2,243人（13.5％） 

 

高齢者   ：1,355人（48.0％） 

要介護認定者： 325人（24.0％） 

認知症高齢者： 226人（16.7％） 

高齢者   ：3,744人（33.5％） 

要介護認定者： 793人（21.2％） 

認知症高齢者： 530人（14.2％） 

高齢者   ： 743人（45.5％） 

要介護認定者： 129人（17.4％） 

認知症高齢者：  69人（ 9.3％） 

高齢者   ：3,157人（40.3％） 

要介護認定者： 630人（20.0％） 

認知症高齢者： 444人（14.1％） 

高齢者   ：1,071人（44.4％） 

要介護認定者： 200人（18.7％） 

認知症高齢者： 123人（11.5％） 

高齢者   ：3,476人（31.6％） 

要介護認定者： 677人（19.5％） 

認知症高齢者： 423人（12.2％） 

高齢者   ：3,116人（31.7％） 

要介護認定者： 640人（20.5％） 

認知症高齢者： 428人（13.7％） 
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（４）高齢者の住まいの状況 

ニーズ調査によると、住まいの状況は、「持家（一戸建て）」が 90.9％と最も多くなっていま

す。そのほか、「公営賃貸住宅」が 2.3％、「民間賃貸住宅（一戸建て）」が 2.0％、「民間賃貸住

宅（集合住宅）」が 1.3％となっています。 

全体でみると、『持家』は 91.4％、『賃貸住宅』は 5.6％、『借間・その他』は 1.4％となって

います。 

圏域別でみると、高郷区では『持家』が他の圏域より多くなっています。 

家族構成別でみると、ひとり暮らしでは『賃貸住宅』が、その他の世帯では『持家』が多くな

っています。 

 

■住宅の種類と所有関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ：全体の値よりも数値が５ポイントより大きい項目に網かけ 

 ：全体の値よりも数値が５ポイントより小さい項目に網かけ 

※『持家』：「持家（一戸建て）」「持家（集合住宅）」の合計 

『賃貸住宅』：「公営賃貸住宅」「民間賃貸住宅（一戸建て）」「民間賃貸住宅（集合住宅）」の合計 

『借間・その他』：「借間（部屋を借りること）」「その他」の合計 
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『

持
家
』

『

賃
貸

住
宅
』

『

借
間

・
そ
の

他
』

10,023 90.9 0.5 2.3 2.0 1.3 0.5 0.9 1.6 91.4 5.6 1.4

喜多方一区 2,203 87.7 0.3 2.8 3.4 2.6 0.9 1.0 1.3 88.0 8.8 1.9

喜多方二区 2,116 88.1 0.7 2.2 3.5 2.2 0.6 1.1 1.6 88.8 7.9 1.7

喜多方三区 1,910 92.7 0.5 2.0 1.0 0.7 0.4 0.6 2.1 93.2 3.7 1.0

熱塩加納区 673 94.5 0.6 0.1 1.3 0.4 0.3 0.7 2.1 95.1 1.8 1.0

塩川区 1,872 91.9 0.5 4.0 0.7 0.4 0.1 0.6 1.8 92.4 5.1 0.7

山都区 759 93.5 0.8 1.3 1.1 0.0 0.4 1.6 1.3 94.3 2.4 2.0

高郷区 490 98.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 98.4 0.0 0.2

ひとり暮らし 1,563 76.1 0.3 8.5 5.1 5.6 1.9 1.9 0.6 76.4 19.2 3.8

夫婦ふたり暮らし 2,995 94.2 0.7 2.0 1.6 0.8 0.1 0.5 0.1 94.9 4.4 0.6

その他の世帯 5,107 95.9 0.5 0.7 1.4 0.3 0.3 0.7 0.2 96.4 2.4 1.0

圏
域
別
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在宅介護実態調査によると、住まいの状況は、「持家（一戸建て）」が 90.4％と最も多くなっ

ています。そのほか、「民間賃貸住宅（一戸建て）」が 1.9％、「公営賃貸住宅」が 1.4％、「民間

賃貸住宅（集合住宅）」が 1.0％となっています。 

全体でみると、『持家』は 90.9％、『賃貸住宅』は 4.3％、『借間・その他』は 3.3％となって

います。 

圏域別でみると、喜多方一区と喜多方三区は『持家』が、高郷区は『賃貸住宅』が他の圏域よ

り多くなっています。 

家族構成別でみると、ひとり暮らしでは『賃貸住宅』が多くなっています。 

 

■住宅の種類と所有関係 
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『

持
家
』

『

賃
貸

住
宅
』

『

借
間

・
そ
の

他
』

794 90.4 0.5 1.4 1.9 1.0 0.3 3.0 1.5 90.9 4.3 3.3

喜多方一区 174 92.5 0.6 1.7 1.7 1.7 0.6 1.2 0.0 93.1 5.1 1.8

喜多方二区 180 87.8 0.0 1.1 2.2 0.6 0.6 6.7 1.0 87.8 3.9 7.3

喜多方三区 155 92.9 0.6 0.6 2.6 1.3 0.0 0.0 2.0 93.5 4.5 0.0

熱塩加納区 47 87.1 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3 4.3 87.1 4.3 4.3

塩川区 135 90.4 1.5 3.0 1.5 0.0 0.0 3.0 0.6 91.9 4.5 3.0

山都区 72 88.9 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 5.6 4.1 88.9 1.4 5.6

高郷区 31 90.3 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 3.2 90.3 6.5 0.0

ひとり暮らし 111 78.4 0.9 4.5 2.7 3.6 0.9 7.2 1.8 79.3 10.8 8.1
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２ 介護保険サービスの状況 

（１）居宅サービス 

① 訪問介護 

訪問介護は、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに実績が計画値をやや下回

っていましたが、令和２年度において実人数は実績が計画値を上回る見込みとなっています。 

 

■訪問介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 248 226 91.1% 249 229 92.0% 249 257 103.2% 

延べ回数（月平均） 4,687.7 3,896.8 83.1% 4,739.4 3,913.5 82.6% 4,739.4 3,766.3 79.5% 

保険給付費（年間、千円） 149,984 131,256 87.5% 151,824 138,338 91.1% 151,824 141,813 93.4% 

 

② 訪問入浴介護 

訪問入浴介護については、計画期間を通じて実人数、保険給付費、延べ回数ともに実績が計画

値をやや上回っています。 

介護予防訪問入浴介護は、第７期計画での利用実績はありませんでした。 

 

■訪問入浴介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 33 38 115.2% 33 36 109.1% 33 36 109.1% 

延べ回数（月平均） 169.2 184.9 109.3% 169.2 181.8 107.4% 169.2 180.2 106.5% 

保険給付費（年間、千円） 23,379 25,919 110.9% 23,390 25,658 109.7% 23,390 26,148 111.8% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 

延べ回数（月平均） 1.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0% 

保険給付費（年間、千円） 97 0 0.0% 97 0 0.0% 97 0 0.0% 
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③ 訪問看護 

訪問看護は、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに計画値に近い実績でした

が、令和２年度において実人数、保険給付費は実績が計画値をやや上回る見込みとなっています。

なお、訪問看護は市外事業者の利用が多いサービスとなっています。 

介護予防訪問看護は、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに実績が計画値を

上回っていましたが、令和２年度において延べ回数、保険給付費は実績が計画値を下回る見込み

となっています。 

 

■訪問看護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 96 87 90.6% 97 90 92.8% 97 111 114.4% 

延べ回数（月平均） 499.4 489.1 97.9% 503.7 504.4 100.1% 503.7 520.9 103.4% 

保険給付費（年間、千円） 41,538 38,470 92.6% 41,941 40,226 95.9% 41,941 46,278 110.3% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 8 13 162.5% 8 13 162.5% 8 9 112.5% 

延べ回数（月平均） 49.2 69.2 140.7% 49.2 63.0 128.0% 49.2 43.9 89.2% 

保険給付費（年間、千円） 3,026 3,847 127.1% 3,027 3,487 115.2% 3,027 2,587 85.5% 

 

④ 訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションは、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに実績が計

画値を上回っており、サービス利用は大きく伸びています。令和２年度においては計画値に対し

約２倍の見込みとなっています。 

介護予防訪問リハビリテーションも、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに

実績が計画値を大きく上回っている状況です。 

 

■訪問リハビリテーションの実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 18 22 122.2% 18 29 161.1% 18 32 177.8% 

延べ回数（月平均） 217.8 294.8 135.4% 217.8 385.1 176.8% 217.8 386.4 177.4% 

保険給付費（年間、千円） 7,322 10,919 149.1% 7,326 14,140 193.0% 7,326 14,074 192.1% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 4 400.0% 1 7 700.0% 1 7 700.0% 

延べ回数（月平均） 6.7 30.8 459.7% 6.7 68.7 1025.4% 6.7 87.5 1306.0% 

保険給付費（年間、千円） 199 985 495.0% 199 2,361 1186.4% 199 3,148 1581.9% 
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⑤ 居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに実績が計画値を下回ってい

ましたが、令和２年度において実人数は実績が計画値を上回る見込みとなっています。 

介護予防居宅療養管理指導は、計画期間を通じて保険給付費の実績が計画値を上回っています。 

 

■居宅療養管理指導の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 51 45 88.2% 51 44 86.3% 51 65 127.5% 

保険給付費（年間、千円） 4,729 4,323 91.4% 4,731 3,924 82.9% 4,731 4,077 86.2% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 2 200.0% 1 1 100.0% 1 3 300.0% 

保険給付費（年間、千円） 101 333 329.7% 101 196 194.1% 101 261 258.4% 

 

⑥ 通所介護 

通所介護は、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに計画値に近い実績でした。 

 

■通所介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 522 495 94.8% 522 512 98.1% 524 538 102.7% 

延べ回数（月平均） 4,410.5 4,179.9 94.8% 4,410.2 4,356.3 98.8% 4,428.4 4,503.2 101.7% 

保険給付費（年間、千円） 423,311 391,573 92.5% 423,813 406,239 95.9% 425,958 429,550 100.8% 

 

⑦ 通所リハビリテーション 

通所リハビリテーションは、計画期間を通じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに計画値に

近い実績となっています。 

介護予防通所リハビリテーションは、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに計画値を下

回り、令和２年度においては計画値に対し６割程度の見込みとなっています。 

 

■通所リハビリテーションの実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 207 200 96.6% 208 209 100.5% 211 211 100.0% 

延べ回数（月平均） 1,414.8 1,367.8 96.7% 1,420.9 1,437.3 101.2% 1,440.6 1,471.0 102.1% 

保険給付費（年間、千円） 139,341 133,128 95.5% 139,518 139,065 99.7% 141,438 145,297 102.7% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 94 75 79.8% 104 73 70.2% 114 71 62.3% 

保険給付費（年間、千円） 34,682 29,179 84.1% 37,969 28,362 74.7% 41,013 27,266 66.5% 
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⑧ 短期入所生活介護 

短期入所生活介護は、計画期間を通じて実人数、延べ日数、保険給付費ともに実績が計画値を

やや下回っていますが、計画値に近い実績となっています。 

介護予防短期入所生活介護は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに計画値をやや上回

る実績でしたが、令和２年度においてはほぼ計画値どおりの実績見込みです。 

 

■短期入所生活介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 180 170 94.4% 180 167 92.8% 180 159 88.3% 

延べ日数（月平均） 1,375.9 1,297.0 94.3% 1,375.9 1,295.8 94.2% 1,375.9 1,281.0 93.1% 

保険給付費（年間、千円） 126,187 118,269 93.7% 126,244 116,837 92.5% 126,244 112,379 89.0% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 11 12 109.1% 11 13 118.2% 11 10 90.9% 

延べ日数（月平均） 63.9 61.0 95.5% 63.9 69.8 109.2% 63.9 63.8 99.8% 

保険給付費（年間、千円） 3,860 3,920 101.6% 3,862 4,880 126.4% 3,862 3,774 97.7% 

 

⑨ 短期入所療養介護（老健） 

短期入所療養介護（老健）は、実人数、延べ日数、保険給付費ともに実績が計画値を下回って

います。令和２年度においては、計画値の４～５割にとどまっています。 

介護予防短期入所療養介護（老健）は、第７期計画では若干見込んでいましたが、令和２年度

において延べ日数の実績は計画値に対し約 1.4倍となっています。 

なお、短期入所療養介護（病院等）については、第７期計画では見込んでおらず、利用実績も

ありませんでした。 

 

■短期入所療養介護（老健）の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 36 29 80.6% 36 22 61.1% 36 18 50.0% 

延べ日数（月平均） 269.1 190.3 70.7% 269.1 130.3 48.4% 269.1 109.8 40.8% 

保険給付費（年間、千円） 35,089 23,999 68.4% 35,105 16,764 47.8% 35,105 14,015 39.9% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 

延べ日数（月平均） 2.0 1.4 70.0% 2.0 2.6 130.0% 2.0 2.8 140.0% 

保険給付費（年間、千円） 198 160 80.8% 198 231 116.7% 198 241 121.7% 
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⑩ 福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、計画期間を通じて計画値に近い実績となっていますが、令和２年度において

保険給付費の実績は、計画値に対し約９割の見込みとなっています。 

介護予防福祉用具貸与は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに実績が計画値を上回っ

ています。 

 

■福祉用具貸与の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 639 606 94.8% 663 639 96.4% 687 684 99.6% 

保険給付費（年間、千円） 106,456 100,078 94.0% 110,812 100,917 91.1% 115,138 105,432 91.6% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 135 150 111.1% 141 154 109.2% 147 191 129.9% 

保険給付費（年間、千円） 9,837 10,941 111.2% 10,279 11,574 112.6% 10,720 13,231 123.4% 

 

⑪ 特定福祉用具購入費 

特定福祉用具購入費は、計画期間を通じて計画値に近い実績となっています。 

介護予防特定福祉用具購入費は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに上回り、特に保

険給付費の実績は令和２年度では計画値の 1.8倍となる見込みです。 

 

■特定福祉用具購入費の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

人数（月平均） 13 13 100.0% 13 12 92.3% 13 15 115.4% 

保険給付費（年間、千円） 3,213 3,202 99.7% 3,213 3,353 104.4% 3,213 3,469 108.0% 

介
護
予
防 

人数（月平均） 3 4 133.3% 3 5 166.7% 3 4 133.3% 

保険給付費（年間、千円） 564 849 150.5% 564 1,209 214.4% 564 1,018 180.5% 

 

⑫ 住宅改修費 

住宅改修費は、人数、保険給付費ともに平成 30年度、令和元年度においてはほぼ計画値どお

りの実績でしたが、令和２年度においては人数、保険給付費ともに実績が計画値を下回る見込み

です。 

介護予防住宅改修費は、計画期間を通じて保険給付費は計画値を上回る実績でしたが、令和２

年度においてはほぼ計画値どおりの実績見込みです。 

■住宅改修費の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

人数（月平均） 10 9 90.0% 10 10 100.0% 10 8 80.0% 

保険給付費（年間、千円） 8,779 8,713 99.2% 8,779 9,182 104.6% 8,779 7,156 81.5% 

介
護
予
防 

人数（月平均） 4 5 125.0% 4 5 125.0% 4 4 100.0% 

保険給付費（年間、千円） 3,698 4,321 116.8% 3,698 4,373 118.3% 3,698 3,784 102.3% 
  



‐26‐ 

⑬ 特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護は、令和元年度以降、実人数、保険給付費ともに実績が計画値を下回

り、計画値の６～７割程度となっています。 

介護予防特定施設入居者生活介護は、令和２年度の実人数、保険給付費ともに実績が計画値を

上回る見込みで、利用は増加傾向となっています。 

 

■特定施設入居者生活介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 68 69 101.5% 101 65 64.4% 101 71 70.3% 

保険給付費（年間、千円） 153,047 152,155 99.4% 227,529 141,709 62.3% 227,529 156,996 69.0% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 7 5 71.4% 9 8 88.9% 9 10 111.1% 

保険給付費（年間、千円） 5,141 3,089 60.1% 6,477 5,766 89.0% 6,477 7,730 119.3% 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに計画値に近い実績となっていま

したが、令和２年度において実人数、保険給付費ともに実績が計画値をやや上回る見込みとなっ

ています。 

居宅介護予防支援は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに実績が計画値を上回ってい

ます。 

 

■居宅介護支援・介護予防支援の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 1,071 1,035 96.6% 1,072 1,057 98.6% 1,074 1,106 103.0% 

保険給付費（年間、千円） 178,495 181,017 101.4% 178,799 189,510 106.0% 179,256 195,103 108.8% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 174 216 124.1% 172 227 132.0% 171 245 143.3% 

保険給付費（年間、千円） 9,599 11,539 120.2% 9,494 12,118 127.6% 9,438 13,061 138.4% 
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（２）地域密着型サービス 

① 地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護は、通所介護とあわせてサービスの見込量を見込んでおり、計画期間を通

じて実人数、延べ回数、保険給付費ともに計画値に近い実績となっています。 

 

■地域密着型通所介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 180 180 100.0% 180 183 101.7% 180 176 97.8% 

延べ回数（月平均） 1,523.5 1,482.0 97.3% 1,525.1 1,544.3 101.3% 1,525.1 1,510.2 99.0% 

保険給付費（年間、千円） 152,804 153,912 100.7% 153,279 162,315 105.9% 153,279 157,889 103.0% 

 

② 認知症対応型通所介護 

認知症対応型通所介護は、令和元年度に実人数、延べ回数、保険給付費ともに実績が計画値を

下回りましたが、令和２年度ではいずれも計画値に近い見込みとなっています。 

介護予防認知症対応型通所介護は、第７期計画では若干見込んでいましたが、延べ回数、保険

給付費は令和元年度以降、計画値に対し２倍以上の実績となっています。 

 

■認知症対応型通所介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 25 22 88.0% 25 21 84.0% 25 25 100.0% 

延べ回数（月平均） 225.0 228.5 101.6% 225.0 167.9 74.6% 225.0 215.0 95.6% 

保険給付費（年間、千円） 31,615 33,076 104.6% 31,629 23,606 74.6% 31,629 29,280 92.6% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 

延べ回数（月平均） 1.0 0.3 30.0% 1.0 2.9 290.0% 1.0 2.2 220.0% 

保険給付費（年間、千円） 97 29 29.9% 97 297 306.2% 97 238 245.4% 
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③ 小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は、計画では利用が伸びる見込みでしたが、計画期間を通じて実人数、

保険給付費ともに実績が計画値を下回りました。 

介護予防小規模多機能型居宅介護は、令和２年度において実人数、保険給付費ともに計画値を

大きく上回る見込みで、計画値に対し約４倍となっています。 

 

■小規模多機能型居宅介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 105 88 83.8% 130 90 69.2% 130 83 63.8% 

保険給付費（年間、千円） 242,163 212,482 87.7% 297,240 214,189 72.1% 297,240 189,066 63.6% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 3 300.0% 1 3 300.0% 1 4 400.0% 

保険給付費（年間、千円） 979 2,390 244.1% 980 2,717 277.2% 980 3,991 407.2% 

 

④ 認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護は、計画期間を通じて計画値に近い実績でしたが、令和２年度にお

いて実人数、保険給付費ともに実績は計画値に対し８割程度となっています。 

介護予防認知症対応型共同生活介護は、令和２年度の実人数、保険給付費の実績は計画値に対

し約４倍と、計画値を大きく上回っている状況です。 

 

■認知症対応型共同生活介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 121 121 100.0% 129 119 92.2% 137 115 83.9% 

保険給付費（年間、千円） 366,421 347,354 94.8% 390,747 351,248 89.9% 414,908 340,039 82.0% 

介
護
予
防 

実人数（月平均） 1 1 100.0% 1 2 200.0% 1 4 400.0% 

保険給付費（年間、千円） 2,616 2,603 99.5% 2,617 4,303 164.4% 2,617 9,987 381.6% 

 

⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに実績が計

画値を下回っています。 

 

■地域密着型特定施設入居者生活介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 38 32 84.2% 38 31 81.6% 38 31 81.6% 

保険給付費（年間、千円） 89,458 74,417 83.2% 89,498 70,598 78.9% 89,498 67,153 75.0% 
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⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、実人数についてはほぼ計画値どおりとなって

いますが、保険給付費の実績は計画値をやや上回っています。 

 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 44 49 111.4% 47 47 100.0% 49 48 98.0% 

保険給付費（年間、千円） 138,498 156,984 113.3% 148,236 158,923 107.2% 154,230 161,865 105.0% 

 

⑦ 看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護は、第７期計画では令和２年度に若干見込んでいましたが、利用

実績はありませんでした。 

 

■看護小規模多機能型居宅介護の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） - - - - - - 29 0 0.0% 

保険給付費（年間、千円） - - - - - - 74,120 0 0.0% 

 

（３）施設サービス 

① 介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設は、計画期間を通じて実人数、保険給付費ともに計画値に近い実績となって

います。 

 

■介護老人福祉施設の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 352 349 99.1% 352 336 95.5% 352 333 94.6% 

保険給付費（年間、千円） 1,045,902 1,060,379 101.4% 1,046,370 1,041,438 99.5% 1,046,370 1,033,961 98.8% 
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② 介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、実人数、保険給付費の実績は令和元年度以降、計画値に近い実績となっ

ています。 

 

■介護老人保健施設の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 306 356 116.3% 354 361 102.0% 354 371 104.8% 

保険給付費（年間、千円） 945,291 1,110,684 117.5% 1,094,100 1,146,790 104.8% 1,094,027 1,151,264 105.2% 

 

③ 介護医療院 

介護医療院は、平成 29年度で廃止決定となった介護療養型医療施設の代わりとなる新たな施

設で、令和５年度末までを移行期間としています。本市では、令和元年度より移行は進んでおり

ます。 

 

■介護医療院の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 0 0 - 47 53 112.8% 72 62 86.1% 

保険給付費（年間、千円） 0 0 - 193,944 215,646 111.2% 298,414 240,641 80.6% 

 

④ 介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設は、介護医療院への転換により、実人数、保険給付費ともに実績は大きく

減少しています。令和元年度、令和２年度における実績は計画値に対し２割程度となっています。 

 

■介護療養型医療施設の実績（対計画値） 

 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 
計画値 実績値 

対計画値 

割合 
計画値 見込値 

対計画値 

割合 

介
護 

実人数（月平均） 58 49 84.5% 58 16 27.6% 58 15 25.9% 

保険給付費（年間、千円） 239,662 192,952 80.5% 239,770 60,970 25.4% 239,770 56,788 23.7% 
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（４）介護保険事業費（給付費）の状況 

介護給付等保険給付費総計は、利用増に伴い増加を見込んでいましたが、令和元年度以降は計

画値よりもやや低い実績となっています。 

内訳別にすると、特に居住系サービスの対計画値割合が低く、利用の減少が影響しています。 

一方で、施設サービスは計画値に近い実績となっています。 

標準給付費見込額は、令和元年度以降、実績が計画値をやや下回っています。 

 

■保険給付費の実績（対計画値） 

（年間、千円） 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 計画値 実績値 
対計画値 

割合 計画値 見込値 
対計画値 

割合 

標準給付費見込額 5,081,130  

 

5,111,200 

 

 

  

 

100.6% 5,687,794  

 

5,271,898  

 

92.7% 5,992,893  

 

5,326,306  

 

88.9% 

介護給付等保険給付費総計 4,726,380  4,739,446  100.3% 5,308,861  4,873,459  91.8% 

 

5,598,009  4,920,050  87.9% 

 

在宅サービス 1,741,342  1,638,829  94.1% 1,808,208  1,676,068  92.7% 1,894,605  1,693,626  89.4% 

居住系サービス 616,683  579,618  94.0% 716,868  573,624  80.0% 741,029  581,905  78.5% 

施設サービス 2,369,353  2,520,999  106.4% 2,722,420  2,623,767  96.4% 2,832,811  2,644,519  93.4% 

▲一定以上所得者の利用負担

の見直しに伴う財政影響額 998  - -% 1,605  - -% 1,679  - -% 

消費税率、介護職員処遇改善

等の見直しを勘案した影響額 0  -  

 

-% 62,970  - -% 131,243  -  

 

-% 

その他費用 354,750  

 

371,754 

 

104.8% 378,933  

 

398,439  

 

105.1% 394,884  

 

406,256  

 

102.9% 

 

特定入所者介護サービス費 245,237  256,541  

 

104.6% 261,002  269,242  

 

103.2% 271,992  272,975  

 

100.4% 

高額介護サービス等費 97,095  104,116  

 

107.2% 104,401  115,945  

 

111.1% 108,797  121,310  

 

111.5% 

高額医療合算介護サービス費等 8,683  7,698 

  

 

88.7% 9,396  9,759  

 

103.9% 9,792  8,444  

 

86.2% 

審査支払手数料 3,735  3,399  

 

91.0% 4,134  3,493  

 

84.5% 4,303  3,527  

 

82.0% 

 

（５）地域支援事業費の状況 

地域支援事業費は、計画期間を通じて計画値どおりの実績となっており、令和２年度の実績は

2億 3,872万 8千円で、計画値に対し 98.4％となる見込みです。 

 

■地域支援事業費の実績（対計画値） 

（年間、千円） 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 実績値 
対計画値 

割合 計画値 実績値 
対計画値 

割合 計画値 見込値 
対計画値 

割合 

地域支援事業費総計 231,168 226,331 97.9% 234,322 229,075 97.8% 242,596 238,728 98.4% 

 

介護予防・日常生活支援総

合事業(旧介護予防事業含む) 
127,098 123,082 96.8% 127,318 125,444 98.5% 127,538 126,851 99.5% 

包括的支援事業・任意事業 104,070 103,249 99.2% 107,004 103,631 96.8% 115,058 111,877 97.2% 
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３ 全国、福島県、県内 13 市の比較一覧 

厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムを使用し、全国、福島県、本市含めた県内 13

市の比較を行いました。また、高齢化率及び高齢者世帯の割合は、国勢調査を使用しています。 

 

（１）高齢化率について 

高齢化率は、全国と比べて福島県は高い割合となっています。その中でも本市は、全国と比べ

てさらに高い割合であり、県内 13市において最も高い割合（34.5%）となっています。 

前期高齢者の割合は、全国や福島県とほぼ同水準となっていますが、後期高齢者の割合は、全

国や福島県を上回り、県内 13市において最も高い割合（20.6%）となっています。 

 

■高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国勢調査」より（平成 27年 10月１日現在） 

  

13.9 13.6 13.7 13.8 13.4 12.8 14.1 12.8 12.6 13.6 13.8 13.1 
15.9 15.2 

12.1 

20.6 

12.7 
15.0 13.9 15.1 

12.1 
14.4 

13.6 12.8 
14.6 

16.4 18.1 
16.6 17.3 

14.1 

34.5 

26.3 
28.7 27.7 28.5 

24.9 

28.5 
26.4 25.4 

28.2 
30.2 31.2 

32.5 32.5 

26.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

喜
多
方
市

全
国

福
島
県

福
島
市

会
津
若
松
市

郡
山
市

い
わ
き
市

白
河
市

須
賀
川
市

相
馬
市

二
本
松
市

田
村
市

南
相
馬
市

伊
達
市

本
宮
市

後期高齢者

前期高齢者（％）



‐33‐ 

（２）高齢者世帯の割合について 

高齢者ひとり暮らし世帯の割合は、全国と比べて福島県は低い割合となっています。その中で

本市は、全国と比べて低い割合であり、県内 13市の中では７番目に高い割合（17.6%）となっ

ています。 

高齢者夫婦のみ世帯（夫婦ともに 65歳以上）の割合は、全国と比べて福島県は低い割合とな

っています。その中で本市は、全国と比べて低い割合であり、県内 13市の中で２番目に低い割

合（15.4%）となっています。 

 

■高齢者世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国勢調査」より（平成 27年 10月１日現在） 

※『高齢者ひとり暮らし世帯』：「65 歳以上ひとり暮らし世帯数」÷「65 歳以上世帯員がいる世帯数」 

『高齢者夫婦のみ世帯』：「夫婦のみ世帯数（夫婦ともに 65 歳以上）」÷「65 歳以上世帯員がいる世帯数」 
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（３）要介護認定率について 

要介護認定率は、全国と比べても福島県は高い認定率であり、その中でも本市は、県内 13市

の中で２番目に高い認定率（20.6%）となっています。 

 

■要介護認定率（要介護度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険事業状況報告」より（令和２年６月 30日現在） 
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3.3 

2.7 

2.8 
2.4 2.7 

2.7 2.2 
1.8 

3.3 

3.0 

3.0 3.2 
2.9 

3.6 
2.2 

2.6 

2.5 

3.1 
2.3 2.6 2.3 2.7 

2.4 

2.6 

2.3 

2.7 2.4 
2.6 

3.1 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

1.6 
1.9 1.9 1.7 

1.3 

2.1 

1.6 

1.6 2.1 
1.9 

2.5 

1.4 

2.4 

1.7 

20.6 

18.4 
19.3 19.6 20.0 

18.3 

20.7 

16.7 

19.0 19.2 
17.8 

20.0 

17.0 

19.9 

16.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

喜
多
方
市

全
国

福
島
県

福
島
市

会
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若
松
市

郡
山
市

い
わ
き
市

白
河
市

須
賀
川
市

相
馬
市

二
本
松
市

田
村
市

南
相
馬
市

伊
達
市

本
宮
市

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（％）
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（４）第１号被保険者１人あたり給付月額について 

第１号被保険者１人あたりの給付月額は、施設・居住系サービスについては、全国と比べて福

島県は高い水準にあります。本市の施設・居住系サービス給付月額は、県内 13市の中で最も高

い給付月額（15,880円）となっています。一方で、本市の居宅サービス給付月額は、県内 13

市の中で最も低い給付月額（8,697円）となっています。 

 

■第１号被保険者１人あたり給付月額 

(単位：人) 

地 区 
施設・居住系 

サービス給付月額 

居宅サービス 

給付月額 

喜多方市 15,880 8,697 

全国 10,528 11,836 

福島県 11,740 11,805 

福島市 10,725 13,026 

会津若松市 11,326 11,751 

郡山市 9,499 11,168 

いわき市 10,420 13,048 

白河市 12,109 10,418 

須賀川市 11,953 11,881 

相馬市 12,053 12,116 

二本松市 12,949 9,709 

田村市 13,172 12,684 

南相馬市 12,028 10,302 

伊達市 11,622 14,413 

本宮市 12,652 9,184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険事業状況報告」より（令和２年６月 30日現在） 

  

喜多方市

全国

福島県

福島市

会津若松市

郡山市

いわき市

白河市

須賀川市

相馬市

二本松市

田村市

南相馬市

本宮市

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000

居
宅
サ
ー
ビ
ス
給
付
月
額

施設・居住系サービス給付月額

（円）

（円）
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（５）受給率について 

受給率（第 1号被保険者のうちのサービス受給者の割合）は、全国と比べて福島県はやや高い

水準となっています。本市の施設・居住系サービス受給率は、県内 13市の中で最も高い受給率

（6.3％）となっています。一方で、本市の居宅サービス受給率は、県内 13 市の中で３番目に

低い受給率（8.6％）となっています。 

 

■受給率（居宅サービスと施設・居住系サービス） 

(単位：％) 

地 区 
施設・居住系 

サービス受給率 

居宅サービス 

受給率 

喜多方市 6.3 8.6 

全国 4.2 9.9 

福島県 4.5 10.2 

福島市 4.2 11.2 

会津若松市 4.7 10.0 

郡山市 3.7 9.8 

いわき市 4.1 11.4 

白河市 4.6 8.9 

須賀川市 4.4 10.5 

相馬市 4.6 9.5 

二本松市 5.0 9.1 

田村市 5.0 10.5 

南相馬市 4.2 8.5 

伊達市 4.6 11.8 

本宮市 4.8 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険事業状況報告」より（令和２年６月 30日現在） 

  

喜多方市

全国

福島県

福島市

会津若松市
郡山市

いわき市

白河市

須賀川市

相馬市

二本松市

田村市

南相馬市

伊達市

本宮市

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

受
給
率
（居
宅
サ
ー
ビ
ス
）

受給率（施設・居住系サービス）

（％）

（％）
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４ 高齢者実態調査による高齢者の実態把握 

（１）介護サービスについて 

地域包括支援センターの認知度は、『知っている』は約３割と低く、『知らない』が６割以上と

『知っている』を大きく上回っている状況です。 

 

■地域包括支援センターの認知度（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

※『知っている』 ：「内容をよく知っている」＋「だいたいの内容は知っている」 

  『知らない』：「名前は知っているが内容は知らない」＋「まったく知らない」 

 

 

介護を受けたい場所については、「ホームヘルパーやデイサービスなどの介護サービスを受け

ながら、自宅で生活したい」が最も多く、「家族や親族の世話だけを受けて、自宅で生活したい」

を合わせた『自宅』を希望している方は、ニーズ調査では約６割、在宅介護実態調査では７割以

上となっています。 

一方で、『自宅』以外を希望する方は、ニーズ調査では約２割、在宅介護実態調査では約１割と

なっています。 

 

■介護を受けたい場所（ニーズ調査・在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

5.7 22.9 36.7 26.4 8.3

ｎ

(10,023)

(%)

内

容

を

よ

く

知

っ
て

い

る

だ

い

た

い

の

内

容

は

知

っ

て

い

る

名

前

は

知

っ

て

い

る

が

内

容

は

知

ら

な

い ま

っ
た

く

知

ら

な

い

無

回

答

家族や親族の世話だけを受けて、自宅で生活し

たい

ホームヘルパーやデイサービスなどの介護サー

ビスを受けながら、自宅で生活したい

主に介護サービスを利用して、高齢者向け住宅

に住み替えて生活したい

数人で暮らせる、家庭的な介護つきホーム（グ

ループホーム）で介護を受けたい

介護付き有料老人ホームなどの施設に入所し

たい

特別養護老人ホームなどの施設に入所したい

その他

どのようにしたらよいかわからない

無回答

16.4

42.5

2.2

4.0

3.6

7.2

0.4

14.1

9.6

19.0

56.8

0.9

2.0

2.8

5.5

1.1

5.5

6.4

0 10 20 30 40 50 60

ニーズ調査 n=(10,023)  

在宅介護実態調査 n=(794)  

(%)

『自宅』 

ニーズ 58.9% 

在 宅 75.8% 

『自宅以外』 

ニーズ 17.4% 

在 宅 12.3% 

 

『知っている』28.6% 
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主な介護者が充実してほしい介護者支援は、「介護保険サービスの充実」が最も多く、約４割と

なっています。そのほか、「特別養護老人ホームなどの整備」（29.7％）、「介護者がリフレッシュ

できるような機会」（16.6％）、「公的な機関などの個人的な相談機関」（15.7％）などが上位に

挙げられています。 

 

■主な介護者が充実してほしい介護者支援（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療について 

自宅で最期まで療養するために必要なことは、「症状が急に悪くなったときの入院先の確保」

（ニーズ：49.9％、在宅 56.5％）が最も多く、半数の方が急変時の入院先を望んでいます。そ

のほか、「かかりつけ医による定期的な訪問診療」、「家族介護者への支援」が上位に挙げられてい

ます。 

 

■自宅で最期まで療養するために必要なこと（ニーズ調査・在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(610)  

介護保険サービスの充実

特別養護老人ホームなどの整備

介護者がリフレッシュできるような機会

公的な機関などの個人的な相談機関

有料老人ホームやグループホームの整備

介護保険以外のサービスの充実

認知症について理解を深めるための認知症サ

ポーターの養成講座

介護者教室などの介護技術が学べる機会

高齢者向け住宅の整備

隣近所の助け合いやボランティア活動への支援

介護者の会などの介護者同士の交流の場

その他

無回答

38.7

29.7

16.6

15.7

12.3

11.1

10.2

9.0

7.5

6.7

6.4

5.1

18.7

0 10 20 30 40 50

(%)

かかりつけ医による定期的な訪問診療

訪問看護（看護師の訪問）の充実

訪問介護（ホームヘルパーの訪問）の充実

２４時間対応してくれるサービス体制

家族介護者への支援

症状が急に悪くなったときの入院先の確保

居住環境の整備

経済的な支援

その他

わからない

無回答

44.8

31.8

29.3

27.8

32.0

49.9

10.3

25.6

0.5

12.2

7.5

40.1

30.5

29.6

28.2

33.9

56.5

10.3

24.1

0.8

6.9

9.4

0 10 20 30 40 50 60

ニーズ調査 n=(10,023)  

在宅介護実態調査 n=(794)  

(%)
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（３）認知症について 

介護が必要となった主な原因は、「認知症」が最も多く、約３割となっています。そのほか、「脳

血管疾患（脳卒中）」や「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」などが上位に挙げら

れています。 

主な介護者の方が不安に感じる介護等は、「認知症状への対応」が最も多く、約３割となってい

ます。そのほか、「夜間の排泄」（25.4％）、「日中の排泄」（22.1％）などが上位に挙げられてい

ます。 

 

■介護が必要となった主な原因（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な介護者が不安に感じる介護等（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

  

32.4 

14.4 12.1 

4.8 4.2 2.8 2.3 2.0 2.0 1.6 1.4 1.4 1.1 

9.1 

2.6 1.4
4.4

0

10

20
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40

認
知
症

脳
血
管
疾
患
（
脳
卒
中
）
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格
系
疾
患
（
骨
粗
し
ょ
う

症
、
脊
柱
管
狭
窄
症
等
）

変
形
性
関
節
疾
患

心
疾
患
（
心
臓
病
）

眼
科
・
耳
鼻
科
疾
患
（
視
覚
・

聴
覚
障
害
を
伴
う
も
の
）

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

悪
性
新
生
物
（
が
ん
）

糖
尿
病

難
病
（
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
除
く
）

呼
吸
器
疾
患

膠
原
病
（
関
節
リ
ウ
マ
チ
含
む
）

腎
疾
患
（
透
析
）

そ
の
他

な
し

わ
か
ら
な
い

無
回
答

（%）

n=(794)

n=(610)  

認知症状への対応

夜間の排泄

日中の排泄

食事の準備（調理等）

入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の介助（食べる時）

屋内の移乗・移動

服薬

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

33.8

25.4

22.1

18.5

18.4

17.9

11.3

11.0

9.7

9.3

8.9

8.9

7.9

5.1

5.6

7.2

0.8

6.4

0 10 20 30 40
(%)
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認知症についての認知度は、約７割の方が『知っている』と回答しています。しかし、認知症

に関する相談窓口の認知度については、「はい（知っている）」は約３割にとどまっています。 

認知症サポーターの認知度はさらに低く、「はい（知っている）」は２割未満となっていますが、

知っている方の認知症サポーター養成講座への受講意向については、「すでに受講した」が

26.5％、「受けてみたい」が 42.9％となっています。 

 

■認知症についての認知度（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『知っている』 ：「よく知っている」＋「ある程度知っている」 

  『知らない』：「あまり知らない」＋「まったく知らない」 

 

■認知症に関する相談窓口の認知度（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

■認知症サポーターの認知度と養成講座への受講希望（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

31.8 57.8 10.4

ｎ

(10,023)

(%)

は

い

い

い
え

無

回
答

凡例

26.5 42.9 28.0 2.6

ｎ

(1,703)

(%)

す
で

に
受

講

し
た

受
け

て
み

た

い 受
け

て
み

た

く
な

い

無
回

答

凡例

17.0 76.0 7.0

ｎ

(10,023)

(%)

は

い

い

い
え

無

回
答

凡例

11.8 59.0 22.1 3.4 3.7

ｎ

(10,023)

(%)

よ
く

知

っ
て

い
る

あ
る

程
度

知

っ
て
い

る

あ
ま

り
知

ら

な
い

ま

っ
た
く

知

ら
な

い

無
回

答

 

 

『知っている』70.8% 
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（４）介護予防について 

今後も続けたいまたは新たに参加・利用したい介護予防活動は、「足腰の衰えなど筋力の低下

を予防するための簡単な運動を行う活動」が最も多く、約４割となっています。そのほか、「認知

症を予防したり進行を遅くしたりするための活動」（23.0％）、「寝たきりにつながりやすい骨折

や転倒を予防するための活動」（20.5％）、「栄養状態の低下を防ぐことにより、健康的な体を維

持するための活動」（14.4％）などが上位に挙げられています。 

太極拳ゆったり体操の認知度は、「知っている」が約７割となっていますが、体操の経験につい

ては「ある」が約２割にとどまっています。 

 

■今後も続けたいまたは新たに参加・利用したい介護予防活動（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■太極拳ゆったり体操の認知度と経験（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  凡例

17.9 78.6 3.5

ｎ

(10,023)

(%)

あ

る

な

い

無

回
答

凡例

67.7 28.5 3.8

ｎ

(10,023)

(%)

知

っ
て
い

る

知
ら

な
い

無
回

答

n=(10,023)  

足腰の衰えなど筋力の低下を予防するための

簡単な運動を行う活動
認知症を予防したり進行を遅くしたりするための

活動
寝たきりにつながりやすい骨折や転倒を予防す

るための活動
栄養状態の低下を防ぐことにより、健康的な体

を維持するための活動
市民主体（主催）の通いの場（サロン等）や趣味

サークルに参加する活動
気分の落ち込み等の心の状態に働きかけし、元

気を取り戻すための活動

尿失禁を予防するための方法などを習う活動

飲み込む力をアップしたり、歯や歯ぐきなどお口

の中の健康管理の方法を習う活動
歩くときやくつを履くときの痛みの予防、足の指

や爪などのお手入れの方法を習う活動

その他

今のところ必要がないため、よくわからない

参加したいと思わない

無回答

40.0

23.0

20.5

14.4

10.1

9.1

8.7

8.6

4.8

1.5

30.2

10.7

9.0

0 10 20 30 40 50

(%)
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（５）生活支援について 

高齢者福祉施策で今後充実してほしいことについては、ニーズ調査、在宅介護実態調査ともに

「高齢者の在宅での生活を支援する保健福祉サービスの充実」が最も多く、約４割となっていま

す。そのほか、「在宅医療などの充実」や「介護職員の確保・充実」が上位に挙げられています。 

介護保険制度・高齢者福祉施策に対する充実度については、『充実している』はニーズ調査が 

36.1％であるのに対して、在宅介護実態調査は 58.1％となっており、要介護認定を受けて在宅

で過ごしている高齢者の方が、要介護認定を受けていない高齢者の方より、『充実している』と感

じる人の割合は高くなっています。 

 

■高齢者福祉施策で今後充実してほしいこと（ニーズ調査・在宅介護実態調査）※上位 10位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者施策の充実度（ニーズ調査・在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『充実している』 ：「とても充実している」＋「まあ充実している」 

  『充実していない』：「あまり充実していない」＋「充実していない」 

 

  

高齢者の在宅での生活を支援する保健福祉

サービスの充実

在宅医療などの充実

介護職員の確保・充実

特別養護老人ホームなどの介護保険施設等の

整備

在宅介護者への経済的支援

認知症や寝たきり予防、健康教室の開催などの

介護予防事業の充実

高齢者の見守り体制の充実

高齢者同士の交流やいきがいを持てるような活

動機会の拡大や設備の充実

高齢者向けの住宅の整備、住宅改修に必要な

費用の貸付または補助等

相談体制の充実

高齢者の働く場の確保

41.4

28.1

21.1

20.2

19.7

12.2

11.7

10.0

8.5

7.6

4.1

3.4

37.0

27.3

26.3

24.3

23.3

15.9

9.6

9.6

8.6

9.2

0.6

0 10 20 30 40 50 60

ニーズ調査 n=(10,023)  

在宅介護実態調査 n=(794)  

(%)

『
充
実

し
て
い

る

』

『
充
実

し
て
い

な
い

』

凡例

ニーズ調査 (10,023) 36.1% 1.6%

在宅介護実態調査 (794) 58.1% 1.6%

ｎ

9.1 49.0 29.8

1.5 0.1

10.5

4.2 31.9 44.1

1.0 0.6

18.2

(%)

と
て

も
充
実

し
て

い

る ま
あ

充
実
し

て
い

る

ど
ち

ら
と
も

言
え

な

い あ
ま

り
充
実

し
て

い

な
い

充
実

し
て
い

な
い

無
回

答

 
『充実している』58.1% 

 

『充実している』36.1% 
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人生の最期を迎えたい場所は、「自宅」が最も多く、約４割となっています。 

普段の生活の中で手助けしてほしいことは、「除雪」（40.5％）が最も多く、そのほか、「病院

への送迎」（25.4％）、「買い物」（19.2％）、「家の簡単な修繕や環境整備」（18.1％）、「病院へ

の付き添いや薬の受け取り」（18.0％）などが上位に挙げられています。 

将来利用したい介護保険サービス以外のサービスは、「高齢者福祉タクシー利用助成事業」が

最も多く、そのほか、「高齢者世帯等除雪支援事業」、「配食サービス事業」などとなっています。 

 

■人生の最期を迎えたい場所（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■普段の生活の中で手助けしてほしいこと（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

■将来利用したい介護保険サービス以外の 

サービス（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(10,023)  

除雪

病院への送迎

買い物

家の簡単な修繕や環境整備

病院への付き添いや薬の受け取り

簡単な力仕事

市役所などでの手続き

玄関前や庭などの家周りの掃除

洗濯や部屋の掃除

調理

ごみ出し

病院以外の外出時の送迎

日ごろの話し相手

金銭管理・書類の確認

病院以外の外出時の付き添い

家電器具やパソコン等の操作

声かけ・見守り

その他

特にない

無回答

40.5

25.4

19.2

18.1

18.0

15.2

14.9

14.5

13.0

12.9

11.8

11.0

7.7

7.5

7.1

7.0

6.5

1.6

24.0

8.8

0 20 40 60

(%)

凡例

28.0 42.8 4.9

0.5

19.3 4.5

ｎ

(10,023)

(%)

病
院

自
宅

介
護

施
設

そ
の

他

わ
か

ら
な

い

無
回

答

n=(10,023)  

高齢者福祉タクシー利用助成事業

高齢者世帯等除雪支援事業

配食サービス事業

短期入所（ショートステイ）事業

高齢者介護用品給付事業（おむつ等

給付券）
高齢者にやさしい住まいづくり助成

事業（手すり設置、段差の解消等）

緊急通報システム事業

訪問理美容サービス事業

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

日常生活用具給付事業（火災警報

器、家具転倒防止器具等）
高齢者身元確認ＱＡコード事業（徘

徊時の身元確認）

無回答

46.0

40.1

36.6

33.3

31.7

30.9

30.6

27.0

21.6

13.3

11.9

16.8

0 20 40 60

(%)
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（６）生きがいづくりについて 

地域活動（ボランティアを含む）への参加意向は、『参加したい（している）』は 23.9％にと

どまっています。参加したい（している）内容は「声かけ・見守り」（42.4％）が最も多く、以

下、「日ごろの話し相手」（37.4％）、「除雪」（25.8％）、「買い物」（25.5％）、「ごみ出し」（19.9％）

などが上位に挙げられています。 

 

■地域活動（ボランティアを含む）への参加意向との参加したい内容（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『参加したい（している）』：「すでに手助けや活動をしている」＋ 

「ぜひ手助けや活動をしたい」＋ 

「できれば手助けや活動をしたい」＋ 

「有償の手助けや活動であればしてみたい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(2,384)  

声かけ・見守り

日ごろの話し相手

除雪

買い物

ごみ出し

簡単な力仕事

玄関前や庭などの家周りの掃除

病院への送迎

病院への付き添いや薬の受け取り

市役所などでの手続き

家の簡単な修繕や環境整備

病院以外の外出時の送迎

調理

洗濯や部屋の掃除

病院以外の外出時の付き添い

家電器具やパソコン等の操作

金銭管理・書類の確認

その他

無回答

42.4

37.4

25.8

25.5

19.9

18.7

15.7

14.7

11.7

10.2

10.1

8.7

8.2

7.3

7.1

3.1

2.6

8.5

4.4

0 10 20 30 40 50

(%)

凡例

9.2

1.7
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1.2

19.9 5.7 36.3 14.2

ｎ

(10,023)
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無
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答

 

『参加したい（している）』23.9% 
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（７）高齢者の尊厳について 

成年後見制度の認知度は、『知っている』は 27.8％にとどまり、『知らない』が 62.6％を占め

ています。 

今後の利用意向については、「利用したい（既に利用している）」は 14.6％ですが、「わからな

い」と回答した不確定な人が約６割となっています。 

 

■成年後見制度の認知度と利用意向（ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『知っている』：「内容をよく知っている」＋「だいたいの内容は知っている」 

  『知らない』 ：「名前は知っているが内容は知らない」＋「まったく知らない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

14.6 16.5 58.4 10.5

ｎ
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『知っている』27.8% 

 

『知らない』62.6% 
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５ 第７期計画期間における現状課題と評価 

《計画の達成状況》 

a： 計画以上の取組をしている。   b： ほぼ計画どおりの実施となっている。 

c： 計画の数字には到達していない。 d： まったく事業を実施していない。 

施策１ 介護サービスの質の向上 

（１）地域包括支援センターの充実 （達成状況：ｃ） 

地域包括支援センターの体制整備は身近な地域ごとに進めていく必要があり、日常生活圏域ご

とに人員体制の強化を図りましたが、業務量に見合った適正な人員配置とセンターの機能強化が

課題となっています。 

ニーズ調査の結果から、地域包括支援センターの認知度は約３割と低く、認知度の向上が課題

となっています。 

（２）介護人材の確保と資質向上 （達成状況：ｃ） 

第７期計画期間中において、本市が実施した介護職員初任者研修受講者は 46 名（見込み）お

り、そのうち実際に介護職に就いた方は 25名（見込み）で５割程度となっています。 

（３）介護サービスの質の向上 （達成状況：ｂ） 

ニーズ調査の介護保険制度・高齢者福祉施策への意見・要望として、パンフレット等の資料や

講習会等による情報提供を望む声が多く挙げられています。 

ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果から、介護を受けたい場所としては、ニーズ調査では約

６割が、在宅介護実態調査では７割以上が「自宅」と回答し、必要なサービスを自宅で受けるこ

とができるための体制整備が重要となっています。 

在宅介護実態調査の結果から、主な介護者が充実してほしい介護者支援として最も多かったの

は、「介護保険サービスの充実」で、介護者へ対する支援強化も必要となっています。 

施策２ 医療と介護連携の推進 

（１）多職種連携の充実 （達成状況：ｃ） 

各医療機関や介護保険関連事業者及び地域包括支援センター等の連携強化を支援していくこ

とが必要です。 

24時間 365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築が求められています。 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護事業者の現在の取組状況を把握できる関係づくりが必要

となっています。 

ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果から、自宅で最期まで療養するために必要なこととして

多かったのは、「症状が急に悪くなったときの入院先の確保」と「かかりつけ医による定期的な

訪問診療」で、また、高齢者福祉施策で今後充実してほしいこととしても「在宅医療などの充実」

が２位に挙げられ、医療体制に対する整備を望む声が多いことがうかがえます。 

（２）入院・退院調整 （達成状況：ｂ） 

会津・南会津医療圏域退院調整ルールの運用により、市町村の枠を超えた入退院調整が実施さ

れていますが、退院後に自宅ではなく施設入所のケースも少なくないため、病院と施設の切れ目

のない連携も強化していく必要があります。 

患者支援にあたり医療・介護関係者間の患者情報の共有が必要となっています。 

（３）介護医療院の創設と療養病床の円滑な転換 （達成状況：ｃ） 

令和５年度末までに介護療養病床が廃止されることに伴う介護医療院等への転換や、現在医療

保険が適用となっている医療療養病床の一部の介護医療院等への転換が生じると見込まれるこ

とから、医療機関の動向や意向を踏まえつつ、将来的な介護給付費を見込む必要があります。 

医療療養病床から介護医療院等への転換が生じた場合、適用となる制度が変わることから、患

者・サービス利用者に対し円滑な移行がなされるよう周知する必要があります。 
  



‐47‐ 

施策３ 認知症施策の推進 

（１）認知症施策の推進 （達成状況：ｂ） 

在宅介護実態調査の結果からは、介護が必要となった主な原因として「認知症」が最も多く、

主な介護者の方が不安に感じる介護としても「認知症状への対応」が最も多くなっています。早

期に認知症症状に気づき適切な対応ができるよう、認知症への理解の促進や早期の相談支援につ

ながる体制づくりが重要で、本人や家族の声を施策に活かす取組が必要となっています。 

ニーズ調査の結果からは、認知症についての認知度は約７割となっていますが、認知症に関す

る相談窓口の認知度は約３割にとどまっています。認知症に関する相談窓口について知らない市

民も多いことから、さらなる周知を行う必要があります。 

若年性認知症の方への支援は、国の認知症施策大綱の柱のひとつで、相談から医療・福祉・就

労の総合的な支援を実施することが必要とされています。各関係機関と連携し、若年性認知症の

方への支援策の検討が必要です。 

（２）認知症地域支援体制の充実 （達成状況：ｃ） 

市民の認知症への理解が広がりつつあり、認知症の方についての相談や対応が増加していま

す。 

認知症の方についての相談等を医療機関や介護サービスにつなぐ流れができつつありますが、

内容は初期段階のみの支援に限らず困難ケースとなることも多くなっています。 

（３）認知症についての理解の浸透 （達成状況：ｂ） 

ニーズ調査の結果からは、認知症サポーターの認知度は低く２割未満となっています。知って

いる方のうち、養成講座への受講は「すでに受講した」人が 26.5％、「受けてみたい」人が 42.9％

います。認知症サポーター養成事業の強化が必要となっています。 

第７期計画期間中において、認知症サポーターとなった方は、令和２年度末計画では 4,900人

でしたが、令和２年度末実績見込みは 5,300人となり計画を上回りました。今後は認知症サポー

ターが活動できる環境づくりを進める必要があります。 

本市においては、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、介護老人福祉施設等の 13か

所にて認知症カフェを実施していますが、認知症高齢者本人や家族の参加が少なく、参加しやす

い取組を進める必要があります。 

施策４ 介護予防・生活支援の基盤整備 

（１）生活支援コーディネーターの配置 （達成状況：ｂ） 

地域において生活支援サービスのニーズや活動している団体、社会資源を把握し、必要なサー

ビスや活動（社会参加・活動の場・居場所等）の開発につなげ、情報提供や利用者とサービスを

結びつける役割を担う生活支援コーディネーターを第１層に１名、第２層に３名配置したところ

ですが、第２層生活支援コーディネーターについては、市内全域への配置を目指す必要がありま

す。 

（２）生活支援支え合い会議の設置 （達成状況：ｂ） 

地区生活支援支え合い会議（第２層）を設置するためには、それぞれの地域の実情が異なるこ

とを踏まえたうえで、可能な地区から展開していく必要があります。 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 （達成状況：ｂ） 

緩和した基準のサービスを１事業所新設したところですが、緩和した基準のサービスや住民主

体のサービスを整備していくためには、事業提供者となり得る社会福祉法人、ＮＰＯ、民間企業、

ボランティア、協同組合へ情報を提供し働きかけをするとともに、育成を進める必要があります。 

ニーズ調査の結果からは、今後も続けたいまたは新たに参加・利用したい介護予防活動として、

「足腰の衰えなど筋力の低下を予防するための簡単な運動を行う活動」、「認知症を予防したり

進行を遅くしたりするための活動」、「寝たきりにつながりやすい骨折や転倒を予防するための

活動」が多くなっています。 
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（４）生活支援サービスの充実 （達成状況：ｂ） 

本市における現状としては、高齢者、障がい者、子ども・子育てといった対象ごとに計画が策

定され、それぞれの根拠法を異にしていますが、令和元年度に共通する事項を盛り込んだ地域福

祉計画を策定しました。 

本市においても「我が事・丸ごと」の地域づくりを進めるため、福祉行政における連携を推進

していく必要があります。 

ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果から、高齢者福祉施策で今後充実してほしいこととして

は、「高齢者の在宅での生活を支援する保健福祉サービスの充実」が最も多くなっています。 

また、介護保険制度・高齢者福祉施策への充実度は、「充実している」と回答した人はニーズ

調査が 36.1％、在宅介護実態調査は 58.1％となっており、要介護認定を受けて在宅で過ごして

いる高齢者の方の割合が高くなっています。 

施策５ 地域ケア会議の実施 

（１）地域ケア会議の実施 （達成状況：ｂ） 

困難事例型と自立支援型の地域ケア会議を実施していますが、令和２年度末計画では合計 49

回に対し令和２年度末実績見込みは合計 43 回と実績が少ない状態です。今後は地域ケア会議を

定着させていくとともに、地域の課題を抽出し、市の施策や計画に反映していくことが必要とな

ります。 

施策６ 介護予防の推進と地域づくり 

（１）介護予防の推進 （達成状況：ｂ） 

ニーズ調査の結果からは、太極拳ゆったり体操の認知度は約７割となっていますが、体操の経

験については約２割にとどまっています。 

運動教室の太極拳ゆったり体操は、令和２年度末登録者数の目標 90 人に対して令和元年度末

の登録者数は 80 人、足腰元気教室の令和２年度末登録者数の目標 180 人に対して令和元年度末

の登録者数は 149人となっており、各教室の参加者数が少ない状況です。また、参加者の交通手

段の確保が課題となっています。 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により 10 月末まで各教室を中止としたこと

から、令和元年度末の実績と比較しました。 

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスＣ（短期集中型）については、３事業所が

実施しております。利用者は年々増加傾向にありますが、クール終了後に地域資源になかなか結

びつかないことが課題であり、保健担当部署、医療機関、地域活動団体等と連携しながら、各種

事業を利用できる対象者を把握する必要があります。 

（２）地域づくりの推進 （達成状況：ｂ） 

太極拳ゆったり体操指導員の令和２年度末の見込み 27人に対して令和２年度末は 26人となっ

ています。新たな指導員の育成が課題となっています。 

一方、住民主体の介護予防の実践、地域の取組が進まない状況にあり、生活支援コーディネー

ターを中心とした地域資源の把握や開発、ネットワーク化の必要があります。 

  



‐49‐ 

施策７ 高齢者の生きがいづくりの推進 

（１）社会参加の推進 （達成状況：ｂ） 

老人クラブの会員数は、平成 30 年度 2,303 人から令和２年度 2,050 人と 253 人減少していま

す。 

ニーズ調査結果からは、高齢者の地域（ボランティアを含む）への参加意向は約２割と低くな

っています。地域での手助けや活動（ボランティアを含む）への参加意向の内容としては、「声

かけ・見守り」や「日ごろの話し相手」が多くなっています。 

（２）生涯学習の推進 （達成状況：ｂ） 

多種多様な学習の機会の確保のためには、老人クラブ等の生涯学習に関係する団体や活動の場

の維持・拡大が課題となっています。 

（３）敬老事業 （達成状況：ｂ） 

敬老会への参加が固定化していることや、地区の運営側も高齢化しているなどの課題もあり、

今後の敬老会のあり方について検討や見直しが必要となっています。 

施策８ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 

（１）権利擁護体制の充実 （達成状況：ｂ） 

ニーズ調査の結果からは、成年後見制度の認知度は約３割にとどまっています。今後の利用意

向として「利用したい（既に利用している）」人は 14.6％ですが、「わからない」と回答した不

確定な人が約６割存在します。 

令和元年度に福祉計画に包含して策定した成年後見制度利用促進計画に基づき、中核機関を設

置し、「広報・啓発」「相談機能」の充実を図り、必要とする人が適切に制度につながることが

できるよう体制づくりを進めていく必要があります。 

（２）見守り・相談体制の充実 （達成状況：ｂ） 

本市においては、高齢者世帯（独居、高齢者のみ世帯が平成 30 年４月現在 5,141 世帯から令

和２年４月現在 5,432世帯へと、２年間で 291世帯の増）の増加が急速に進んでおり、高齢者が

安心して生活できるよう見守り体制の充実を進めていく必要があります。 

（３）高齢者虐待防止体制の充実 （達成状況：ｂ） 

高齢者虐待については、養護者も障がいや疾病等による問題を抱えているなど内容が複雑化し

ている場合も多く、困難ケースへの対応力の強化が必要です。 

また、介護の放棄放任といった表面化しにくい虐待も増加傾向にあり、早期発見・早期介入の

必要性が一層高まっています。 

施策９ すまいの環境整備 

（１）介護保険施設等の整備計画 （達成状況：ｃ） 

特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設等の入所待機者の把握等、高齢者の住まいに

関するニーズを継続的に把握していきます。 

ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果から、介護を受けたい場所として「自宅」以外の施設等

を希望する方は、ニーズ調査では約２割、在宅介護実態調査では約１割となっています。 

介護保険制度の改正に伴い、介護療養型医療施設が令和５年度までに廃止されるとともに、医

療機関において比較的病状が軽く容態の安定した方の入院する医療療養病床の一部が介護施設

に転換することが見込まれることから、今後発生する介護施設等の追加的需要を適切に見込みま

す。 

（２）高齢者のすまいの安定的な確保 （達成状況：ｃ） 

高齢者への住宅の供給が円滑に行われるよう今後も関係部局と連携していきます。 

また、在宅で生活し続けるために地域での見守りの強化や、安心して生活できるための住宅改

修事業を継続して行っていきます。 
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施策１０ 在宅生活支援サービスの充実 

（１）在宅生活支援サービスの充実 （達成状況：ｂ） 

ニーズ調査の結果から、人生の最期を迎えたい場所として「自宅」が最も多く、在宅での生活

継続を支援するサービスが求められています。 

ニーズ調査の介護保険制度・高齢者福祉施策への意見・要望として、公共交通機関の不自由さ

や送迎等の移動・外出支援を希望する声が多く挙げられ、高齢者の交通手段の充実が必要となっ

ています。 

ニーズ調査の結果から、普段の生活の中で手助けしてほしいこととして、「除雪」が 40.5％と

最も多く、そのほか、「病院への送迎」25.4％、「買い物」19.2％、「家の簡単な修繕や環境整

備」18.1％、「病院への付き添いや薬の受け取り」18.0％などが挙げられています。 

また、将来利用したい介護保険サービス以外のサービスとしては、「高齢者福祉タクシー利用

助成事業」46.0％、「高齢者世帯等除雪支援事業」40.1％、「配食サービス事業」36.6％などが

多くなっています。 

配食サービスについては、利用可能日の拡充、栄養改善食の導入を図り、利用者は年々増加し

ています。一方で、山間部等一部の配達困難地域があり、体制拡充について検討する必要があり

ます。 

家族介護者リフレッシュ事業については、参加者の固定化と事業のマンネリ化によることか

ら、内容について検討を実施し介護者の負担を和らげる事業の提供を行います。 

施策１１ 持続可能な介護保険事業 

（１）介護給付適正化のための施策 （達成状況：ｃ） 

介護給付の適正化のために行う適正化事業は保険者が実施主体となって、自ら主体的に取り組

んでいくことが重要です。 

要介護認定の適正化のため認定調査員の資質向上を目的としたｅラーニングによる研修受講

者の計画期間中の目標は 72人でしたが、実績見込みは 26人であり、適正な介護サービスの提供

のためのケアプラン点検数の計画期間中の目標は 195件でしたが、実績見込みは 134件となって

おり、それぞれ目標値には及びませんでした。 

認定調査員の研修は公正公平な介護認定のため重要であることから、引き続き事業所に働きか

けを行っていく必要があります。 

住宅改修時の点検等は、その申請書の内容や竣工写真等で確認しています。訪問による確認は

専門職の協力が必要となるため、困難ですが今後も実施体制について検討していく必要がありま

す。 
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第３章 2025年、2040年の目指す姿 
 

１ 2025年、2040年の高齢者の状況 

（１）高齢者人口の状況 

総人口は、近年の減少傾向を受け、令和７（2025）年には 43,736人と推計しています。さ

らに減少は続き、令和 22（2040）年には 37,551人になる見込みです。 

高齢者人口はゆるやかに増加し、令和７（2025）年には 17,110人と推計しています。その

後は減少に転じ、令和 22（2040）年には 14,788人となる見込みです。 

また、総人口に占める 65歳以上の割合（高齢化率）は、令和７（2025）年には 39.1%、令

和 22（2040）年には 39.4%であり、上昇傾向で推移する見込みとなっています。 

 

■高齢者人口の状況 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

令和 2年との

対年比較 
(令和 7年) 

令和 2年との

対年比較 
(令和 22年) 

総人口 46,735 43,736 37,551 93.6% 80.3% 

年
齢
区
分 

0～14 歳 5,149 5,022  4,991  97.5% 96.9% 

15～64歳 24,924 21,604  17,772  86.7% 71.3% 

65 歳以上 16,662 17,110  14,788  102.7% 88.8% 

高齢化率 35.7% 39.1%  39.4% 109.7% 110.5%  

「喜多方市長期人口ビジョン」（平成 27年９月現在）及び住民基本台帳（令和２年 10月１日）に基づき推計 

 

 

（２）要介護（要支援）認定者数の状況 

要介護（要支援）認定者数は、近年のゆるやかな増加傾向を受け、令和７（2025）年には 3,735

人（うち、第１号被保険者数は 3,670人）に達し、令和 22（2040）年には 3,805人（うち、

第１号被保険者数は 3,756人）になる見込みです。 

第１号被保険者の要介護認定率は、令和７（2025）年には 21.4%、令和 22（2040）年に

は 25.4％となります。 

 

■要介護（要支援）認定者数の状況 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

令和 2年との

対年比較 
(令和 7年) 

令和 2年との

対年比較 
(令和 22年) 

要介護（要支援）認定者数（総数） 3,480 3,735 3,805 107.3% 109.3% 

要介護（要支援）認定者数（第１号） 3,406 3,670 3,756 107.8% 110.3% 

第１号被保険者数 16,662 17,110 14,788 102.7% 88.8% 

要介護認定率（第１号） 20.4% 21.4% 25.4% 104.9% 124.3% 

「介護保険事業状況報告」（令和２年９月 30日現在）を基に、 

「住民基本台帳」（令和２年 10月１日現在）を使用した推計人口に基づき推計  
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２ 喜多方市の将来像 

地域包括ケアシステムを構成する要素は、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」であり、

これからの社会では、これらの構成要素はそれぞれに提供されるのではなく、その役割に基づい

てお互いに関係し、また連携しながら在宅での生活を支えていくことが必要です。 

本市の地域包括ケアシステムの将来像は、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で可能な限り継

続して生活できるよう、個々の市民の状態やその変化に応じ、「医療・介護・障がい福祉・介護予

防・生活支援・住まい」が一体的かつ継続的に提供できる喜多方市を目指します。 

 

■喜多方市が目指す地域包括ケアシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すまい
ケアマネジャー

健診・検診・
予防接種

在宅医療

日常の医療
・かかりつけ医
・かかりつけ歯科医
・かかりつけ薬剤師

配食

太極拳緊急通報
システム

除雪

（行政)

医療 介護

地域包括
支援センター
サブセンター

薬剤

歯科

退院調整看護師
MSW・PSW

高齢者生産
活動センター

・民生児童委員
・安全協力員

地域ケア会議

サービス
担当者会議

・デマンド交通
・介護タクシー

認知症初期集中
支援チーム

急性期病院
施設・居宅系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護等

退院支援

地域包括ケアシステムは、
おおむね30分以内に必要なサービス
が提供される日常生活圏域(具体的
には中学校区)を単位として想定
※地域によっては会津若松市や会津
坂下町の圏域

介護予防・生活支援

相談
・消費生活相談センター
・生活サポートセンター

訪問理美容

介護予防教室

協議体

喜多方市地域包括
ケアシステム
推進協議会

検討・進捗管理

（老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等）

※会津若松市、会津
坂下町の病院含む

庁内会議
情報連携

連携の輪を拡大

障がい福祉

在宅系サービス
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・看護小規模多機能型居宅介護等
介護予防サービス

障害福祉サービス

相談支援専門員

高齢
福祉課

社会
福祉課

保健課 こども課

授産施設

ふれあい
いきいきサロン

老人クラブ

近隣の見守り

傾聴
ボランティア

障がい者が65歳
以上になった時
の情報の引継

・支部社協
・ふれあい福祉協議会

回復期病院
慢性期病院

施設 自宅

自宅に戻る
準備 季節や

家族事情
により変化

認知症地域
支援推進員

生活支援コーディネーター

病院からのスムーズな退
院、在宅や施設の移行
を目指す

退院調整は、退院調
整看護師、MSW、
PSW、地域包括支援
センター、ケアマネジャー
が中心となって行う

市外の医療機関等との
連携を積極的に行う

介護側が把握したい
医療情報を適切に
共有できることを目
指す

障がい者が65歳に
なる時、相談支援専
門員とケアマネジャー
がスムーズに連携を
行うことを目指す

既存の生活支援サービスを最大限
に活かし、継続させることを目指す

生活支援コーディネーターが中心と
なり、地域資源と住民を繋ぐ

行政職員、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンター等が密に連携し高齢者等を見守る

働ける人は働き、生き生きと生活できるようなコ
ミュニティづくりを目指す

認知症
サポーター

介護相談員

（社会福祉協議会)

太極拳
ゆったり体操
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が提供される日常生活圏域(具体的
には中学校区)を単位として想定
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・小規模多機能型居宅介護
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・看護小規模多機能型居宅介護等
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高齢
福祉課
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保健課 こども課

授産施設

ふれあい
いきいきサロン

老人クラブ

近隣の見守り

傾聴
ボランティア

障がい者が65歳
以上になった時
の情報の引継

・支部社協
・ふれあい福祉協議会

回復期病院
慢性期病院

施設 自宅

自宅に戻る
準備 季節や

家族事情
により変化

認知症地域
支援推進員

生活支援コーディネーター

病院からのスムーズな退
院、在宅や施設の移行
を目指す

退院調整は、退院調
整看護師、MSW、
PSW、地域包括支援
センター、ケアマネジャー
が中心となって行う

市外の医療機関等との
連携を積極的に行う

介護側が把握したい
医療情報を適切に
共有できることを目
指す

障がい者が65歳に
なる時、相談支援専
門員とケアマネジャー
がスムーズに連携を
行うことを目指す

既存の生活支援サービスを最大限
に活かし、継続させることを目指す

生活支援コーディネーターが中心と
なり、地域資源と住民を繋ぐ

行政職員、社会福祉協議会、地域包括支援セ
ンター等が密に連携し高齢者等を見守る

働ける人は働き、生き生きと生活できるようなコ
ミュニティづくりを目指す

認知症
サポーター

介護相談員

（社会福祉協議会)

太極拳
ゆったり体操



‐56‐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の基本的考え方 
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第４章 計画の基本的考え方 
 

１ 基本理念 

本計画の基本理念は、「喜多方市地域包括ケアシステム推進計画基本構想」に基づき、次のよう

に定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

喜多方市地域包括ケアシステムを構築するには、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性

に応じてつくり上げていくことが必要です。また、安心した介護保険サービスを提供できるよう、

本市の状況を考慮し、以下に示す 4つを本計画の基本方針とします。 

 

医療と介護の両方を必要とする高齢者や認知症高齢者の増加が見込まれる中、住み

慣れた地域で継続して日常生活を続けるには、介護と医療を一体的に提供することが

重要で、安心して利用できる介護サービスの提供や医療と介護が連携し、効率的、か

つ効果的できめ細やかなサービスの提供が必要です。 

心身や生活機能の低下がみられる高齢者への計画的なリハビリテーションの提供体

制の整備を含め、必要時に必要な介護サービスを提供できるよう、介護サービスの充

実に努めます。 

地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センターの体制強化や総合相談支

援の強化、介護サービスの担い手となる福祉・介護人材の確保と資質向上及び業務の

効率化、事業者との連携・情報の共有、助言など介護サービスの質の向上を図ります。 

医療機能の分化により、地域における医療機関と介護事業者が一体となった取組が

必要となることから、多職種連携の充実や入院・退院調整、療養病床の介護医療院へ

の転換等、在宅医療と介護が円滑に提供できる仕組みづくりを推進します。また、住

民や医療・介護従事者への在宅医療や人生会議（ＡＣＰ）の普及啓発を通じ、人生の

最終段階における医療ケアのあり方や看取りを考える機会の確保に努めます。 

認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよ

う、認知症に関する理解促進や医療・ケア等の地域支援体制の整備等、国の認知症施

策推進大綱に沿って施策を推進していきます。 
  

高齢者と障がい者が住み慣れた地域で可能な限り継続して生活できるよう、 

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が 

包括的に確保される喜多方 

基本方針１ 安心して利用できる医療・介護 
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高齢者がその有する能力に応じ自立した生活を送るためには、要介護の状態となら

ない、または重度化しないよう、介護予防の取組と安心して生活ができるよう生活支

援をすることが必要です。 

高齢者一人ひとりが健康や介護予防への関心を持ち、健康寿命の延伸につながって

いけるよう、介護予防・日常生活支援総合事業や運動教室等の充実を図るとともに、

高齢者が在宅での生活を継続していくための在宅生活を支える生活支援サービスを充

実していきます。 

様々な問題を抱える高齢者の課題解決やニーズに対応していくため、生活支援コー

ディネーターや就労的活動支援コーディネーターの配置、生活支援支え合い会議の設

置、多職種協働で支援する地域ケア会議を実施し、地域支援体制の連携強化を図りま

す。 

高齢者が地域の中で生きがいや役割を持って生活や活動することで、介護予防につ

ながります。高齢者がいつまでも健康で充実した生活を送ることができるよう、高齢

者が培った知識や経験、技術を発揮できる社会参加の場や多種多様な生涯学習の機会

の充実を図ります。 

 

 

高齢化の進行により、ひとり暮らしの高齢者世帯、高齢者のみの世帯、自らの判断

や意思表示をすることが困難な認知症等の高齢者が増加している中、高齢者の尊厳の

保持と見守り体制の強化が必要となっています。 

判断能力が不十分な認知症高齢者や障がい者等の財産管理等を行う成年後見制度の

周知等、権利擁護体制の充実に取り組むとともに、地域における見守り・相談体制の

強化を図ります。 

高齢者の虐待は増加傾向となっており、早期発見や未然に防げることが重要である

ことから、高齢者虐待相談窓口の周知とともに、関係者間のネットワーク強化や事業

所等への研修機会の確保等による対応力の向上を図り、高齢者虐待防止体制の充実に

努めます。 

近年多発する集中豪雨や地震などの自然災害や新型コロナウイルス感染症の流行を

踏まえ、災害や感染症発生時の支援・応援体制の構築が急務となっています。地域住

民や自治会、事業所や団体等への防災意識の向上を図り、地域協働体制の強化に努め

ます。また、介護事業所等の関係機関と連携し感染症対策についての周知啓発・研修

などを行うとともに、感染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制

の整備を行っていきます。 

高齢者が安心して地域で暮らし続けるためには、住まいの環境整備が必要です。高

齢者の身体的特徴や経済的負担等の生活ニーズに合った住まいが提供されるよう、県

や市町村間との情報連携も図りつつ、住まいの環境の整備を図ります。 

  

基本方針２ 各地域の特徴に応じた介護予防・生活支援 

基本方針３ 地域で安心して暮らせる住まい 
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支援が必要な高齢者が生活していくうえでは、介護保険サービスを利用することは

不可欠です。 

高齢化が今後も進んでいくことを見据えつつ、安定した介護保険サービスを提供す

るために、適切なサービス量の見込み、見込量の確保、円滑なサービスの提供、介護

給付等に要する費用の適正化により、今後の介護サービスの需要の増加にも対応でき

るよう、持続可能な介護保険事業を運営していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針４ 持続可能な介護保険事業 
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基本方針２ 各地域の特徴に応じた介護予防・生活支援 

３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

高齢者と障がい者が住み慣れた地域で可能な限り継続して生活できるよう、 

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が 

包括的に確保される喜多方 

基本理念 

基本方針と基本施策・事業方針 

 

基本方針４ 持続可能な介護保険事業 

８ 持続可能な介護保険事業 （1）介護給付適正化のための施策 

 

基本方針３ 地域で安心して暮らせる住まい 

６ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 

７ 住まいの環境整備 

（1）権利擁護体制の充実 

（2）高齢者虐待防止体制の充実 

（3）見守り・相談体制の充実 

（4）災害対策や感染症対策の推進 

（1）介護保険施設等の整備計画 

（2）高齢者の住まいの安定的な確保 

 

基本方針１ 安心して利用できる医療・介護 

１ 介護サービスの充実 

２ 医療と介護連携の推進 

３ 認知症施策の推進 

（1）地域包括支援センターの充実 

（2）介護人材の確保と資質向上 

（3）介護サービスの質の向上 

（1）多職種連携の充実 

（2）入院・退院調整 

（3）円滑な介護医療院への転換 

（1）認知症施策の普及・啓発の推進 

（2）認知症地域支援体制の充実 

（3）認知症についての理解の浸透 

４ 日常生活を包括的に支援する 

体制の整備 （2）生活支援サービスの充実 

（3）生活支援コーディネーターの配置 

（4）生活支援支え合い会議の設置 

（5）地域ケア会議の実施 

（1）介護予防の充実 

５ 高齢者の生きがいづくりの推進 
（1）社会参加の推進 

（3）敬老事業 

（2）生涯学習の推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 施策の展開 
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第５章 施策の展開 
 

１ 介護サービスの充実 

介護が必要な状態や認知症高齢者等の支援が必要な状態となっても、住み慣れた地域で生活を

続けていけるよう、介護サービスの円滑な運営と介護サービスの充実を推進します（各介護保険

サービスの見込みの詳細については第 6章に記載）。 

地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を

行うことを目的としています。地域包括ケアシステムの中核となる機関であることから、地域包

括ケアシステムを深化・推進するため、地域包括支援センターの現状と課題を適切に把握し、機

能強化を図っていきます。 

総合相談支援事業は、市民からの相談を受け、様々な制度や関係機関の利用につなげたり、高

齢者自身に対する支援だけではなく、家族に対する支援も重要であることから、総合的な相談支

援の強化を図ります。 

また、地域包括ケアシステムの構築を進めていく中で、本市においては、介護サービスの担い

手となる福祉・介護職が人材不足となっており、安定的に介護サービスを提供していくうえでの

懸念となっています。福祉・介護人材の確保と資質の向上に向けて取組を進めていきます。 

介護サービスの質の向上という観点からは、利用者や家族の負担が軽減されるサービスの提供

や事業者との連携・情報の共有、助言や指導を通じて、利用者が安心して利用できる介護サービ

スの提供を目指す取組を推進していきます。 

 

■介護保険制度に基づくサービス体系 

  主な事業  主な対象者  概 要 
       

介護給付 
 居宅サービス、施設サービス、地域密着

型サービス、住宅改修、居宅介護支援 

 要介護１～５の 

認定者 

 日常生活に必要な介護サ

ービスを状態に応じて提

供する事業 
       

予防給付 

 介護予防サービス、地域密着型介護予防

サービス、介護予防住宅改修、介護予防

支援 

 
要支援１・２の 

認定者 

 自立した生活を継続でき

るよう、生活機能を維持、

向上させるために提供す

る事業 
       

地域支援 

事業 

 

介護予防・ 

日常生活支

援総合事業 

介護予防・生活支援 

サービス事業 

 要支援１・２の認定

者、基本チェックリ

ストの事業対象者 

 高齢者の心身の状態や、多

様な生活支援ニーズに応

じた様々なサービスを地

域の実情に合わせて提供

できるよう、市町村が独自

に実施する事業 

 
一般介護予防事業 

 65歳以上の 

すべての高齢者 

 

      

 

包括的 

支援事業 

地域ケア会議の実施、在宅

医療・介護連携推進事業、

認知症総合支援事業、生活

支援体制整備事業、包括

的・継続的マネジメント事

業、介護予防ケアマネジメ

ント 等 

   
関係機関、住民等が連携で

きる体制の構築や、総合相

談窓口の運営等、地域包括

支援センターが中心とな

り実施する事業 

      

 
任意事業 

介護給付費適正化事業 

家族介護支援事業 等 

   地域支援事業の趣旨に沿

い、市町村が必要と判断し

実施する事業 
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（１）地域包括支援センターの充実 

施策の概要 

地域包括支援センターは、市が喜多方市社会福祉協議会に包括的支援事業を委託し事業を実施

しており、喜多方地区に基幹的な役割を担う本所と、それ以外の日常生活圏域にサブセンター（４

か所）を設置しています。 

運営にあたっては、これまで、地域の実情や業務量に応じた適切な人材配置を通じ、支援体制

の強化を図ってきたところであり、今後においても、「介護保険運営協議会」の意見を反映しなが

ら事業報告等を通じた定期的な運営状況の把握に努めるとともに、ＰＤＣＡサイクルに沿って事

業の評価、分析、課題の抽出、見直しを行っていきます。 

また、認知症施策や在宅医療・介護との連携を推進するため、機能強化型包括支援センターの

整備を含め地域包括支援センターの充実について検討していきます。 

さらに、生活支援・介護予防サービスの推進などの施策において、市と地域包括支援センター

の連携が重要であることから、業務の役割分担を明確化するとともに、連携をより強化し事業を

効果的に推進していきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・地域包括支援センターの充実と効率的な運営を目指すため、機能強化型包括支援センターの設

置・検討も含め、業務内容、体制等の見直しに取り組むこととします。 

・地域包括支援センターが実施する事業の自己評価と、市が実施する事務事業評価において実施

状況の評価を行います。 

・評価により、事業に必要な人員を含めた組織体制を検討するとともに、介護を行う家族等への

支援を一層強化するため、相談支援体制の強化を図っていきます。 

・地域包括支援センターが身近な相談窓口として定着するよう、認知度の向上に努めます。 

・子育てと親の介護を同時に担うダブルケア等の複雑化・複合化した問題への対応は、相談窓口

を通じて関係機関と連携し支援を行います。 

・対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に取り

組む重層的支援体制整備の実施について、関係部署と協議し検討を行います。 

 

目標の設定 

目標 地域包括支援センター事業内容・運営状況の公開 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

地域包括支援センタ

ー事業内容・運営状況

の公開 

運営協議会

で運営状況

の公開・評価

実施（年１

回） 

運営状況の

公開 

評価実施・公

開 

運営状況の

公開 

評価実施・公

開 

運営状況の

公開 

評価実施・公

開 

運営状況の

公開 

評価実施・公

開 

運営状況の

公開 

評価実施・公

開 
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■地域包括支援センターで実施する包括的支援事業 

事業名 事業概要 

介護予防ケアマネジメント 
介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する要支援１・２または

事業対象者に対するケアプランの作成 

総合相談支援事業 生活全般、認知症、介護保険の申請等に対する総合相談 

権利擁護事業 虐待の通報、成年後見制度の利用への支援等 

包括的・継続的マネジメント事業 
市内の居宅介護支援事業者のスキルアップとネットワークづくり、相

談支援等 

在宅医療・介護連携推進事業 
在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所等の

協働・連携を推進する事業 

認知症総合支援事業 認知症の方及びその家族を支援する各種認知症事業 

生活支援体制整備事業 在宅高齢者に対する生活支援に関する事業 

地域ケア会議の実施 在宅高齢者の問題を多職種で支えるケア会議 

 

（２）介護人材の確保と資質向上 

施策の概要 

要介護（要支援）認定者数は増加傾向で推移しており、介護サービス量も増加しています。介

護サービスを提供していく中で、介護人材の不足が喫緊の課題となっています。 

国は、団塊の世代が 75歳を迎える令和７（2025）年、団塊ジュニア世代が 65歳を迎える

令和 22（2040）年を見据え、多様な人材の活用促進や介護職の魅力向上、職場環境の改善等

の介護人材の確保に向けた方策を、国や県と連携し、取り組んでいくことが重要としています。 

新規人材の参入促進、潜在介護人材の呼び戻し、離職の防止、介護職員の定着化等の観点から

人材の確保・育成、定着支援に関する総合的な取組を進めます。 

 

第８期計画期間における取組 

・介護事業所への新規人材参入を促進するため、ハローワークや介護事業所と連携し、求職者に

対して説明会を実施します。 

・新規介護職員への支援として就労奨励金を支給するほか、キャリアアップ支援制度の拡充を図

り、介護職員の意欲向上や資質向上に努めます。 

・小中学校の児童・生徒等を対象とした介護職の魅力向上についての取組を推進します。 

・介護助手の雇用や外国人介護人材の受入れ、元気高齢者や未経験者等の介護職以外の活用、ボ

ランティアポイントや有償ボランティアの導入等、視野を広げた視点で検討をしていきます。 

・介護予防・日常生活支援総合事業における基準を緩和したサービスの導入を促進し、専門性を

持ったサービス（身体介護・デイサービス等）の提供と、専門性を持たないサービス（ごみ出

し、掃除、洗濯、サロン、集いの場等）の提供に分け支援し、人材不足を緩和します。  
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・業務の効率化の観点から、介護職員の身体的負担の軽減のため、介護ロボットの活用について

検討するとともに、ＩＣＴの活用による文書量の軽減等の生産性の向上支援についても検討し

ていきます。 

・看護師の資格を持つ方の再就職や訪問看護事業者を支援し、訪問看護サービスの確保を図りま

す。 

・業務効率化や介護人材がやりがいを持って働き続けられる環境づくりに取り組むモデル施設の

周知や、子どもから高齢者まで幅広い世代へ向けた介護職の魅力発信を行い、介護現場改革へ

の取組を検討していきます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

介護職員養成・就労定着

化事業 

介護職員初任者研修、キャリアアップ

への支援、就労奨励金支給等 

介護職への就労 

12 名 

介護職への就労 

14 名 

 

（３）介護サービスの質の向上 

施策の概要 

支援を必要とする高齢者が、介護サービスを安心して利用できるよう、事業者に対し適切な支

援・助言を行い、介護サービスの質の向上に向けた取組を実施しています。 

 

① 介護相談員派遣事業について 

介護相談員は、毎月１回程度、市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び認知症対応型

共同生活介護事業所等を訪問し、利用者やその家族等からの相談や苦情、不満等を利用者の立場

に立って話を聞き、当事者間の「橋渡し役」をすることで、問題解決にあたり、介護サービスの

質の向上を図ります。 

 

② サービス評価事業について 

利用者が自己選択をするうえでは、正確で公正な事業者の情報が必要です。事業者自らも、自

分たちが提供しているサービスの内容を点検・評価し、公表していく必要があり、介護サービス

の質の向上につながる事業です。 

 

③ 実地指導・監査について 

地域密着型サービスについては、市が指導・監査の権限を持つことから、適正なサービスの提

供及び介護報酬等の請求等が行われるよう、サービス提供事業所に対し、集団指導や実地指導、

監査を実施します。 
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④ 介護サービス等の情報提供について 

介護サービスを円滑に提供するため、地域包括支援センターを中心に「介護保険事業関連事業

者連絡会」において、情報の提供及び連携を図り、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービ

ス提供事業者相互の情報交換、連携体制を支援します。 

 

⑤ 災害対策について 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と

避難訓練の実施が義務づけられています。要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施

設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設であり、介護サービス事業所とし

ては介護施設や居住系サービスを提供する事業所を想定しています。 

 

⑥ その他 

介護保険制度を円滑に運営していくためには、サービスに携わる人材の養成や資質の向上が重

要で、特に制度の要である介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質の向上に取り組むことが必

要となります。 

地域包括支援センターを中心に、介護支援専門員への支援体制として、関係機関との連絡調整、

指導助言等の援助を行う主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）の活動を支援する事業を引

き続き実施します。 

市内の介護サービス事業所で構成する「介護保険事業関連事業者連絡会」では、介護サービス

種別ごとに部会が設けられ、地域包括支援センターが中心となって定期的に開催しています。各

部会の事業所間の情報交換や事例検討及び研修を通して、介護サービスの質の向上が図られてい

ますが、今後もこの活動がさらに充実するよう支援していきます。 

地域密着型サービスのうち、事業所ごとに運営推進会議の実施が義務化されている認知症対応

型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等のサービスについては、市または地域包括支援セン

ターの職員が委員となることから、情報の提供や助言を行います。 

 

第８期計画期間における取組 

・介護相談員派遣事業を通じて施設等の職員と連携し、介護サービスのさらなる質の向上の取組

を進め、対象事業所に通所型サービスを拡大できるよう体制の整備を図ります。 

・介護サービス評価事業については、現在県が介護サービス事業所に対して実施している評価事

業の進行状況等を勘案しながら、事業者に対し適切な指導をするとともに、その結果を公開し

ていきます。 

・実地指導・監査については、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業者に対し、５年

に一度を目標として実施します。 

・介護サービスを必要とする方が必要な情報を得られるよう、広報や市ホームページを通じた情

報発信を充実させるとともに、より多様な方法で、より多くの機会に介護サービスや介護保険

制度に関する情報につながることができるような取組について検討していきます。 
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・災害対策については関係部署と連携し、介護施設等の地域防災計画への位置づけについて確実

に進めるとともに、施設管理者等に対しては適切な説明と支援を行い、利用者の円滑かつ迅速

な避難の確保に努めます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

介護相談員派遣事業 

介護サービス提供事業所に出向いて、

利用者の疑問や不満、不安を受け付

け、事業者及び行政との橋渡しをしな

がら、問題の改善や介護サービスの質

の向上につなげる事業です。 

31 事業所 35 事業所 

実地指導・監査 

地域密着型サービス事業所及び居宅

介護支援事業者に対し、適正なサービ

スの提供及び介護報酬等の請求等が

行われるよう、集団指導や実地指導、

監査を実施します。 

8 事業所 10 事業所 

運営推進会議への参画 

市または地域包括支援センターの職

員が委員となることから、情報の提供

や助言を行います。 

26 事業所 30 事業所 
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２ 医療と介護連携の推進 

少子高齢化に伴って人口構造が急速に変化し、医療・介護の需要が増加しています。医療の分

野においても、慢性的な疾患を抱える高齢者が増加するなど、疾病構造が変化し、「治す医療」

だけでなく「生活を支える医療」の重要性が増していきます。また、医療・介護の分野の担い手

不足もさらに深刻化すると危惧されています。 

このような情勢の中、地域の限られた医療・介護資源を有効に活用して、急性期医療から慢性

期医療、在宅医療まで、医療を必要とする方がその状態に応じてふさわしい医療を受けられる効

率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムの構築を通して包括

的かつ継続的な医療と介護の提供の推進を図ることが求められています。 

県においては、「福島県医療計画」及び「福島県地域医療構想」によって地域が目指すべき医

療の姿が示されており、従来の会津・南会津の二次医療圏を一体化し構想区域として、病床の機

能ごとに将来の医療需要と必要な病床数が示されています。 

本市においては、国・県の動向を受け、医療機能の分化と並行して、地域における医療機関と

介護事業者が一体となった取組が必要となることから、在宅医療と介護が連携する地域づくりを

目指します。 

 

（１）多職種連携の充実 

施策の概要 

在宅医療・介護の連携を推進するにあたっては、地域の医療・介護の関係団体が連携して、包

括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供することが必要となりますが、患者・利用者を

取り巻く専門スタッフは多岐にわたります。 

専門職により患者・利用者の状態の受け止め方や使用する用語は異なり、患者・利用者に接す

る頻度も様々です。多職種の連携を進めていくには、異なる専門職の専門性を理解するとともに、

自らの役割を認識し、お互いに尊重し合うことが重要となります。 

 

第８期計画期間における取組 

・地域の実情にあった切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制構築のため、現状分析・課題

抽出・施策立案を行い、事業を実施します。さらに実施した内容を、地域の医療・介護関係者

が集まる会議等で提示、報告することで評価改善を図るというＰＤＣＡサイクルに沿った取組

を行っていきます。 

・在宅医療・介護の関係者が一堂に会する研修を実施し、グループワークを通じて多職種連携の

具体的な方法について習得するなど、関係構築と人材育成を進めます。 

・在宅医療・介護関係者の情報の共有支援に向け、ＩＣＴの活用を推進します。 

・在宅医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置により、在宅医療・介護連携

に関する相談窓口を設置・運営し、連携の取組を支援していきます。 
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・地域住民に対しての普及啓発として、在宅医療・介護サービスに関する情報提供を進めていき

ます。 

・地域の在宅医療・介護の課題の抽出とその課題解決に向けた取組のため地域ケア会議を活用し

ていきます。 

・看取りに関する取組や認知症の方への対応力を強化していく必要があるため、関係団体との連

携体制構築に向けた支援や取組の強化を図ります。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

地域の医療・介護サービ

ス資源の把握 

地域の医療機関と介護事業所の情報

等を把握し、地域の医療機関と介護事

業所と情報を共有します。 

医療機関と介護

事業所の情報等

を把握し、情報の

発信に努めます。 

継続実施 

在宅医療・介護連携の課

題抽出と対応の協議 

地域の医療機関と介護関係者等が参

画する会議を開催し、在宅医療・介護

連携の現状の把握と課題の抽出、対応

策等の検討を行います。 

在宅医療・介護連

携会議を開催し

現状の把握と課

題の抽出、対応策

等を検討します。 

継続実施 

切れ目のない在宅医療

と在宅介護の提供体制

の構築 

地域の医療・介護関係者の協力を得な

がら、切れ目なく在宅医療と在宅介護

が一体的に提供される体制の構築に

向けて、必要な具体的取組を企画・立

案します。 

 

切れ目のない在

宅医療と在宅介

護の提供体制の

構築に向けて、医

師会等と協議を

していきます。 

在宅医療・介護関係者に

関する相談支援 

在宅医療・介護連携に関する相談の受

付と支援を行います。 

総合相談を含め、

在宅医療・介護連

携に関する相談

の受付と支援を

行います。 

継続実施 

地域住民への普及啓発 

在宅医療や介護に関する講演会の開

催、パンフレットの作成・配布等によ

り、市民へ普及啓発を行います。 

講演会やパンフ

レットの配布に

より、市民へ普及

啓発を実施しま

す。 

継続実施 

医療・介護関係者の情報

の共有支援 

情報共有ツールを整備し、地域の医療

と介護関係者の情報共有を支援しま

す。 

情報共有ツール

を充実し、情報共

有を図ります。 

継続実施 

医療・介護関係者の研修 

地域の医療・介護関係者の連携を図る

ために、研修会やグループワーク等の

研修を行います。 

医療・介護関係者

を集めた、研修会

を実施しました。 

継続実施 
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（２）入院・退院調整 

施策の概要 

平成 29年４月より、会津・南会津圏域における退院調整ルールが運用されており、本市では、

市内の病院だけでなく、会津若松市や会津坂下町などの病院を利用する方もいることから、市町

村の枠を越えた連携をしています。退院の際、ケアマネジャーが決定していない場合には、地域

包括支援センターが調整する等、スムーズな入院・退院調整を図っています。また、本市では、

退院後に自宅での療養だけではなく、施設に入所するケースも少なくないため、病院と施設の切

れ目のない連携も図っていきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・退院調整ルールをよりスムーズに運用するための取組を進めます。 

・圏域内の市町村や医療機関と連携を進めるとともに、医療機関と介護事業所間の情報共有、連

携するための支援を進めていきます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

会津・南会津医療圏域退

院調整ルール 

医療機関とケアマネジャー(地域包括

支援センター含む)が、患者の入院時

から情報を共有し、退院に向けてカン

ファレンス等を実施することで、介護

を必要とする方が退院する際に、必要

な介護保険サービスがスムーズに受

けられるようにするための仕組みで

す。 

平成 29 年度より

運用された「会

津・南会津医療圏

域退院調整ルー

ル」を活用しま

す。 

継続実施 

 

（３）円滑な介護医療院への転換 

施策の概要 

病院または診療所の病床のうち、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させる療養病床が

あり、医療保険適用の医療療養病床と、介護保険適用の介護療養病床に分けられます。 

介護療養病床については、令和 5 年度末が設置期限となっており、医療療養病床についても、

診療報酬上の基準で看護職員の配置基準が 25対１となる、比較的容態の安定した方を対象とす

る病床も将来的に廃止される見込みです。 

 

第８期計画期間における取組 

・市内医療機関と連携し、令和５年度までの介護療養病床のスムーズな転換が図られるよう取組

を進めます。 

・市内医療機関、介護サービス事業者と連携しながら患者、サービス利用者へ周知していきます。 
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３ 認知症施策の推進 

国では、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続けることができる社会の実現を目指し、「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にや

さしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）を推進してきました。 

令和元年６月には、認知症施策推進関係閣僚会議で「認知症施策推進大綱」が決定され、認知

症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を形成する共生と、発症や進行を遅らせる予

防を、車の両輪として施策を推進することとされました。 

本市においても、認知症に対する誤解や偏見をなくし、認知症になってもできる限り安心して

在宅で生活できる地域づくりを目指し、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏まえ、新オレ

ンジプランとの整合性を図りながら、関係部署と連携し、認知症施策を総合的に推進していきま

す。 

 

（１）認知症施策の普及・啓発の推進 

施策の概要 

認知症に対する理解促進を図るとともに、認知症の人の生活に合わせて利用できるサービスを

わかりやすく示した「認知症ケアパス」を更新し、普及・啓発を図っていきます。 

また、認知症の人を介護している家族の負担を減らすため、家族介護者交流事業の充実等に取

り組むとともに、家族等に対し、権利擁護を含む各種サービスや社会資源等の情報提供に努めま

す。 

 

第８期計画期間における取組 

・地域包括支援センター等の認知症相談窓口の周知を図ります。 

・認知症講演会などにおいて、普及・啓発の充実に取り組みます。 

・「認知症ケアパス」を医療機関、介護サービス事業者、支援機関等を通じて、広く周知・普及さ

せていきます。 

・家族介護者の負担を減らすため、家族介護者交流事業を継続して実施するとともに、開催する

地区を増やしていきます。 

・地域において高齢者が身近に通える場の拡充、専門職による健康相談の実施など、認知症予防

に資する可能性のある活動の推進に努めます。 

・若年性認知症に対する取組として、県に配置されている若年性認知症支援コーディネーターと

市の認知症地域支援推進員及び地域包括支援センター職員との連携推進を図っていきます。 
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施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

認知症相談窓口 

市の「認知症相談窓口」や地域包括支

援センターの総合相談により、認知症

に関する相談を受け付けます。 

高齢福祉課 

     60件 

地域包括支援 

センター 

     80件 

高齢福祉課 

     80件 

地域包括支援 

センター 

     100件 

認知症予防及び早期発

見の普及・啓発 

認知症に関する講演会や認知症ケア

パス等により、認知症についての正し

い理解と普及啓発を行います。 

相談窓口で「認知

症ケアパス」を活

用するとともに、

広報やラジオ等

を活用し認知症

への正しい理解

と普及啓発を実

施。 

「認知症ケアパ

ス」を更新し活用

するとともに、認

知症への正しい

理解と普及啓発

を継続。 

 

（２）認知症地域支援体制の充実 

施策の概要 

認知症は早期の対応が重症化や行動・心理症状（ＢＰＳＤ）の発生を予防するために重要であ

ることから、本人や家族、ケアマネジャー、民生児童委員等からの相談により、認知症が疑われ

る人を専門家（チーム員）が訪問し、速やかに適切な医療・介護等が受けられるよう認知症初期

集中支援チームを立ち上げ、初期の対応体制の構築を図ってきました。 

また、本市では平成 28年８月に、保健・医療・福祉・介護の関係機関が参加する「喜多方市

認知症施策連携会議」を立ち上げ、平成 29 年７月より喜多方医師会と連携し、12 医療機関で

かかりつけ医によるもの忘れ検診を実施しています。検診により早期発見・早期対応を目指すと

ともに、軽度認知機能障害（ＭＣＩ）の段階で医療を受けたり、介護予防や介護サービス等を利

用するなど、生活改善を図ることで進行を遅らせ、できる限り住み慣れた地域で暮らすことがで

きるよう支援します。 

さらに、高齢福祉課内に配置された認知症地域支援推進員が、認知症相談等で相談に応じるな

ど、認知症地域支援体制の推進を図ります。 

 

第８期計画期間における取組 

・認知症地域支援推進員を２名に増員したことで、相談体制を充実させていきます。 

・保健・医療・福祉・介護の関係機関と連携し、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護

等が提供されるよう取り組みます。 

・地域と協力し、見守りネットワーク構築に向けた検討・協議を進めます。 

・認知症サポーター等が支援チームをつくり、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体

的な支援につなげる仕組み「チームオレンジ」の構築を進めます。 
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目標の設定 

目標① 認知症初期集中支援チーム員が関わった者のうち、医療や介護につながった割合 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

関わった人 7 名 8 名 10 名 12 名 15 名 7 名 

医療や介護へつない

だ人 
5 名 6 名 8 名 10 名 13 名 5 名 

医療や介護へつない

だ割合 
71.4％ 75.0％ 80.0％ 83.3％ 86.6％ 71.4％ 

目標② もの忘れ検診の結果、要精密検査となり二次検査につながった割合 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

要精密検査該当者数 35 名 38 名 40 名 42 名 45 名 30 名 

二次検査受診者数 30 名 33 名 35 名 37 名 40 名 25 名 

受診率 85.7.％ 86.8％ 87.5％ 88.1％ 88.9％ 83.3％ 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

認知症地域支援推進員 

認知症に関する相談、認知症サポータ

ー養成、認知症カフェ等の事業を行い

ます。 

2 名 

（高齢福祉課） 

2 名 

（高齢福祉課） 

認知症初期集中支援チ

ーム 

認知症またはその疑いのある方の家

庭を訪問し、適切な医療や介護サービ

スに結びつける支援を集中的に行い

ます。 

７名 継続実施 

もの忘れ検診 

認知症の早期発見、早期治療と重症化

の予防のために「もの忘れ検診」を実

施します。 

受診件数 

200件 

受診件数 

300件 

喜多方市認知症施策連

携会議 

認知症に対する取組について、関係者

で協議し、市の施策につなげていきま

す。 

2 回開催 2 回開催 
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（３）認知症についての理解の浸透 

施策の概要 

市民が認知症について正しく理解し、認知症に対する誤解や偏見をなくし、地域で支えること

ができるよう、認知症サポーターの養成をより一層推進し、市民への周知を図ります。認知症サ

ポーターの養成や認知症の予防啓発に取り組むとともに、認知症サポーターステップアップ講座

を実施し、チームオレンジや認知症カフェの運営ボランティア等、認知症の症状がある高齢者や

その家族を支える地域人材を育成していきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・認知症サポーターの養成と認知症への理解を深めるための普及啓発を進めます。 

・認知症サポーター養成講座受講者向けの認知症サポーターステップアップ講座を実施し、認知

症高齢者本人や家族を支える人材の育成を一層推進します。 

・認知症カフェ未整備地区においては、人材や場所の確保に向けて地区の情報収集を行い、整備

に取り組むとともに、既存の認知症カフェには適宜訪問し、運営相談等の支援を行います。 

 

目標の設定 

目標 認知症サポーターの養成と活用 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

認知症サポーター（累

計） 
5,300 人 5,600 人 5,900 人 6,200 人 6,800 人 9,800 人 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

認知症サポーター養成

講座 

認知症を正しく理解し、認知症の方と

その家族を支える講座を開催します。 

開催回数 

年 23 回（※） 

開催回数 

年 23 回 

認知症サポーターステ

ップアップ講座 

認知症サポーター養成講座を受講し

た方が、ボランティア等に取り組める

よう、ステップアップ講座を行いま

す。 

参加者数 

35 人 

参加者数 

65 人 

キャラバンメイトの養

成 

認知症サポーター養成講座の講師と

なる人材を育成します。 

参加者数 

110人 

参加者数 

125人 

認知症カフェ 
認知症の方やその家族との情報交換

や交流を行います。 

箇所数 

13 か所 

箇所数 

18 か所 

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、実績（見込み）が 10回と少なかったため、 

令和元年度末の実績値となっています。 
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４ 日常生活を包括的に支援する体制の整備 

本市では、高齢者が介護の必要な状態になってもできる限り住み慣れた地域で自立した質の高

い生活を送ることができるよう、地域住民、自治会等の住民組織、ボランティア組織、老人クラ

ブ、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、サービス事業者、医療等、多様な参画により、医療、介護、

介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される支え合いの体制である、地

域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めてきましたが、地域包括ケアシステムの包括的な

考え方を高齢者のみならず、子ども、障がい者等への支援や複合的な課題にも広げた地域共生社

会を実現するためには、さらなる地域包括ケアシステムの深化・推進が必要不可欠となっていま

す。 

団塊の世代が 75 歳となる令和７（2025）年及び団塊ジュニア世代が 65 歳となる令和 22

（2040）年を見据え、引き続き、高齢者を支える包括的支援と多様な協働による地域包括ケア

システムを深化・推進し、“支える側”と“支えられる側”に分かれるのではなく、地域のあら

ゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを醸成し、公

的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会を目指していき

ます。 

また、高齢者が心身の健康を保ち、自立した生活を送るためには、一人ひとりの健康状態に合

った生活スタイルの確立が必要です。そのためには、介護予防や要介護状態の重度化防止の視点

で、それぞれの身体の状態に合わせ、フレイル（虚弱）予防に取り組むことが重要となっていま

す。 

高齢者が地域とのつながりや生きがいを持って元気でいきいきと暮らしていけるよう、介護予

防サービスや日常生活を支えていく生活支援サービス、リハビリテーション等の体制整備を図っ

ていきます。また、多様な取組への参画とともに住民が主体的に活動できるよう支援を行い、地

域で高齢者の地域生活を支えることを目指します。 

 

■フレイルの概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢「フレイル予防ハンドブック」から引用 

  

健 康 
プレフレイル 
（前虚弱） 

フレイル 
（虚弱） 

要介護 
（ ） 

予
備
能
力 

 

加 齢 
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（１）介護予防の充実 

① 介護予防・生活支援サービス事業の充実 

施策の概要 

平成 29年１月から開始した介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、「介護予防・

生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されています。 

「介護予防・生活支援サービス事業」の利用は、要介護認定で要支援１・２に認定された方及

び基本チェックリストなどにより総合事業対象者と判定された方のほか、市の補助による住民主

体のサービス（訪問型サービスＢ・Ｄ、通所型サービスＢ）を利用している方が要介護認定を受

けた場合、継続利用希望があり、かつ市が引き続き総合事業の対象者と認めた方となります。 

事業の提供は、直接実施や委託だけではなく、指定事業者によるサービス提供や、ＮＰＯ等住

民主体の支援実施者に対する補助といった多様な提供体制となっており、実施にあたっては、事

業の適切かつ効率的な実施の観点から、サービスの種類ごとに支援等を提供する事業者等が遵守

すべき基準やサービス単価、利用者負担を定めています。 

なお、平成 29年度の法改正により高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や

都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組が制度

化されました。この一環として、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客

観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険者機

能強化推進交付金が創設されました。さらに令和２年度には、介護保険制度における介護予防の

位置づけを高めるため、介護保険保険者努力支援交付金が創設され、介護予防・健康づくり等に

資する取組を重点的に評価することになりました。 

 

第８期計画期間における取組 

・緩和した基準のサービスの利用促進を進めていきます。 

・住民主体による支援のサービスについても、導入に向け検討します。 

・市内において交通に不便を感じている高齢者の状態の改善や、自動車免許の返納につながると

考えられることから、移動支援型サービスの導入について検討します。 

・総合事業について、社会福祉法人、ＮＰＯ、民間企業、ボランティア、協同組合への情報提供

と、総合事業の担い手となってもらうための取組を検討していきます。 

・総合事業の量の見込みを定める際は、費用や事業者・団体数、利用者について見込むよう努め

るとともに、市町村の判断により、希望する要介護認定者が総合事業の対象となり得ることを

留意するよう努めます。 

・保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金については、各市町村が行う自立

支援・重度化防止の取組の評価指標の達成状況に応じて交付されています。本市では、交付金

を活用して「自立支援・介護予防・健康づくり」及び「介護給付費適正化」を推進していきま

す。 
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目標の設定 

目標 通所型サービスＡ及びＣの利用者数 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

通所型サービスＡ（緩

和した基準によるサ

ービス（買い物リハビ

リ））の延べ利用者数 

200人 266人 332人 400人 532人 600人 

通所型サービスＣ（短

期集中予防サービス）

の実利用者数 

25 人 30 人 35 人 40 人 50 人 50 人 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

訪問型サービス 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体

介護（食事・排泄・入浴等）や生活援

助（調理・洗濯等）を行います。 

延べ利用者数 

1,300 人 

延べ利用者数 

1,400 人 

通所型サービス 

デイサービスセンターで、食事・入浴

などの介護サービスや日常動作訓練

が日帰りで受けられます。 

延べ利用者数 

2,800 人 

延べ利用者数 

3,000 人 

通所型サービスＡ（緩和

した基準によるサービ

ス（買い物リハビリ）） 

健康チェック、健康体操、買い物リハ

ビリが一体となったサービスが日帰

りで受けられます。 

延べ利用者数 

200人 

延べ利用者数 

400人 

通所型サービスＣ（短期

集中予防サービス） 

運動器の機能向上に向けた、概ね３か

月間の運動プログラムが受けられま

す。 

25 人 

（43クール） 

40 人 

（66クール） 

 

② 一般介護予防事業の推進 

施策の概要 

機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチする各介護予防運動教室を実施するだけでは

なく、住民による集いの場が地域のつながりの場となり、生きがい・役割を持って生活できるよ

うな居場所となる地域づくり活動を支援します。 

また、生活習慣の意識が向上するように、介護予防に関する情報を提供し、自立した生活を送

ることができるよう支援します。 

さらに、「生活機能」の低下した高齢者に対しては、運動機能や栄養状態といった身体機能の

改善だけではなく、「心身機能」「活動」「参加」それぞれの要素にもバランスよく働きかける

ことで日常生活を活発にし、家庭や社会への参加を可能とするために、地域リハビリテーション

の体制を整えることが重要です。本人の状態に応じて、必要なリハビリテーションを利用しなが

ら健康的に暮らすことができるよう、県と連携しながらリハビリテーションの提供体制を推進す

るとともに、適切なリハビリテーションが提供されるように、地域ケア会議等を活用し、ケアマ

ネジャー、リハビリテーション専門職及び介護サービス事業所との連携を図ります。  
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第８期計画期間における取組 

・保健担当部署、医療機関等との連携により各種事業を利用できる対象者を把握し、予防事業の

参加者を増やし、元気高齢者の増加に努めます。 

・運動教室の「太極拳ゆったり体操」と「足腰元気教室」を継続実施し、参加者が増えるよう充

実を図ります。また、様々な介護予防情報を提供します。 

・生活支援体制整備事業や地域ケア会議、介護予防普及啓発事業等の事業と連携しながら推進す

るとともに、国が目標として掲げている令和７（2025）年度までに通いの場への参加者割合

８％を視野に入れ、活動支援を行います。 

 

目標の設定 

目標① いきいき高齢者率 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

いきいき高齢者率 79.4％ 81.0％ 81.7％ 82.4％ 80.0％ 75.0％ 

 ※いきいき高齢者：介護認定を受けていない高齢者 

目標② リハビリテーションの利用率 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

訪問リハビリテーシ

ョンの利用率 
1.06％ 1.10％ 1.15％ 1.19％ 1.28％ 1.28％ 

通所リハビリテーシ

ョンの利用率 
8.20％ 8.38％ 8.56％ 8.75％ 9.11％ 9.11％ 

 
 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

太極拳ゆったり体操教

室 

転倒予防、バランス機能改善に効果が

ある太極拳の動作を取り入れた体操

です。 

登録者数 

80 人（※） 

登録者数 

80 人 

足腰元気教室 

健康運動指導士の指導のもと、自分で

できる関節痛予防・改善方法を学ぶ筋

肉運動教室です。 

登録者数 

149人（※） 

登録者数 

150人 

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、10月末まで各教室を中止としたことから、 

令和元年度末の実績値となっています。 
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③ 介護予防等の活動支援 

施策の概要 

高齢者一人ひとりが健康や介護予防への関心を持ち、自主的な通いの場へ参加し、地域とのつ

ながりや生きがい・役割を持って生活できるような居場所となる地域づくり活動を支援します。 

本市オリジナルの介護予防のための太極拳ゆったり体操は、足腰の弱くなった高齢者でも取り

組める体操です。地域の自主的な通いの場において実施できるように引き続き推進し、閉じこも

り防止を図り、いきいきとした生活を支えます。 

同時に、地域における介護予防をサポートする体操指導員を育成する仕組みづくりを検討し、

住民主体の自主的な活動につなげます。また、体操指導員としての活動を通じて、担い手の方の

いきいきとした生活にも寄与することを目指します。 

 

第８期計画期間における取組 

・太極拳ゆったり体操を活用して、身近な場所において、閉じこもり防止等の介護予防活動がで

きるよう自主的な住民活動を引き続き支援します。 

・地域住民が主体となって自主的に地域で活動できる仕組みづくりを検討していきます。 

・要介護状態になったとしても自主的な通いの場に参加し続けることができるよう、リハビリテ

ーションに作業療法士、理学療法士等の専門職が参加できる仕組みづくりを検討していきます。 

・専門職が地域包括支援センターと連携し、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、

住民主体の集いの場において総合的に関与できるよう支援します。 

・自主的な通いの場へ保健師等の講師を派遣し、様々な介護予防支援を引き続き実施します。 

 

目標の設定 

目標 太極拳ゆったり体操実施地区 及び 通いの場へのリハビリテーション等専門職派遣人数 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

太極拳ゆったり体操

実施地区 
19 地区 21 地区 23 地区 25 地区 29 地区 34 地区 

通いの場へのリハビ

リテーション等専門

職派遣人数 

0 人 21 人 23 人 37 人 43 人 51 人 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

太極拳ゆったり体操地

区推進事業 

①地区の拡大 

体操の普及と地区での介護予防を推

進するため、対象地区を増やします。 
 

②体操指導員の育成 

地域の介護予防活動を支える体操指

導員を育成します。 

推進地区数 

19 地区 

 

 

体操指導員数 

26 人 

推進地区数 

25 地区 

 

 

体操指導員数 

29 人 
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（２）生活支援サービスの充実 

① 生活支援サービスの充実 

施策の概要 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、医療、介護サービス以外の

生活支援サービスと基盤づくりを進める必要があります。各福祉分野の共通事項を定める地域福

祉計画に基づき、各福祉分野の連携により、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を一層高め

る包括的な支援体制づくりを推進していきます。 

また、障がいのある高齢者が介護保険サービスと障がい福祉サービスを同一の事業所で一体的

に受けることができる、共生型サービスをはじめとする分野横断的な福祉サービス等の展開につ

いても検討し、世代を超えたつながりと役割を生み出し得る共生の場の整備を目指します。 

 

第８期計画期間における取組 

・地域福祉計画に基づき、各部署と連携し、横断的な支援に努めます。 

・各種調査結果を踏まえながら既存サービスの内容や提供体制の検討、新規サービスの必要性に

ついて検討・見直しを進めていきます。 

・高齢者・障がい者・子どもなどすべての人々が、一人ひとりの暮らしと生きがいをともにつく

り、高め合う「地域共生社会」の実現に向け、関係部署間で連携して「我が事・丸ごと」の地

域づくりを推進していきます。 

 

○総合福祉センター、保健福祉センター 

地域の福祉活動の中核施設として、各種サービスの提供をはじめ、各種相談、ボランティアの

育成、活動の場の提供、各種情報の提供等を総合的に行う施設です。 

 

施設の名称 所在地 

総合福祉センター 字上江 3646 番地 1 

熱塩加納保健福祉センター夢の森 熱塩加納町米岡字下平乙 609 番地 

塩川保健福祉センターいきいきセンター 塩川町字身神 300番地 1 
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② 在宅生活支援サービスの充実 

施策の概要 

ひとり暮らしや日常生活で何らかの支援が必要な高齢者が、地域で安心して暮らしていくため

に必要な、介護保険サービス以外の様々な生活支援サービスを実施しています。サービスを利用

することで、在宅生活の支援のみならず介護予防の効果も期待され、また、介護をしている家族

の負担軽減や、生活と介護の両立支援につなげています。 

今後さらに、高齢者の増加に伴い、生活支援サービスへのニーズも高まっていくことが予測さ

れます。 

要介護等認定者やひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等、日常的に支援を必要とする高齢

者の状況に応じた様々な生活支援サービスが提供できるよう、関係機関と連携し、本市における

福祉サービスや生活支援の体制整備を図ります。 

 

第８期計画期間における取組 

・在宅福祉サービスをさらに充実させていくため、高齢者のニーズの把握に努め、内容の見直し

や新たな在宅福祉サービスの展開について検討していきます。あわせて、市民に対する事業の

周知を図り、サービスを必要とする方が利用できるよう取り組みます。 

・配食サービスの活用により高齢者の見守り体制の充実や、病態に合わせた食事の提供を図りま

す。 

・高齢者の移動支援、買い物弱者対策について、行政サービスの活用と地域の連携を図れるよう

取組を進めます。 

・除雪に対する不安を持つ高齢者が多いことから、高齢者世帯等除雪支援事業を充実させ、わか

りやすく、使いやすいものとしていきます。 

・家族介護者への支援を一層進めるという観点から、家族介護者リフレッシュ事業についても新

規参加者を増やす取組や、事業内容の見直しを実施します。 

・在宅で生活し続けるための地域づくりとして、ボランティアの育成、空き家の利活用について

検討します。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

配食サービス事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者等で、

心身の障がいまたは疾病等の理由に

より調理等が困難な方に栄養バラン

スのとれた食事（弁当）を提供するこ

とにより、健康の保持及び安否確認を

行い、自立した生活を送ることができ

るよう支援しています。 

年間延数 

26,000食 

年間延数 

27,000食 

  



‐85‐ 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

生活支援短期入所事業 

介護保険制度等の対象外の高齢者が、

何らかの理由により家族等の養護を

受けられない場合に、一時的な施設利

用を活用することにより、家族の負担

軽減を図ります。 

利用者数 

1 人 

利用者数 

2 人 

高齢者日常生活用具給

付事業（火災警報器・家

具転倒防止器具 

65 歳以上の高齢者世帯等に安全な生

活を営んでいただくため、日常生活用

具を給付します。 

利用件数 

50 件 

利用件数 

50 件 

高齢者タクシー利用助

成事業 

要介護認定者で非課税世帯の方が定

期的な通院等をする際に利用するタ

クシー等の料金の一部を助成します。 

利用者数 

80 人 

利用者数 

90 人 

訪問理美容サービス事

業 

外出が困難な高齢者に対し、在宅訪問

による理美容サービスを受ける場合

の経費の一部を助成します。 

利用者数 

30 人 

利用者数 

35 人 

高齢者世帯等除雪支援

事業 

除雪が困難な高齢者世帯等に対し、除

雪作業を支援します。 

利用世帯数 

670世帯 

利用世帯数 

700世帯 

家族介護者リフレッシ

ュ事業 

要介護者を抱えている家族同士の交

流や学習の場などを提供します。 

開催数 

２回 

参加者数 

40 人 

開催数 

２回 

参加者数 

40 人 

高齢者介護用品給付事

業 

概ね 65 歳以上の在宅高齢者で、常時

失禁があり、おむつを使用している住

民税非課税の方に対し、介護度や世帯

の課税状況に応じて給付券を助成し

ます。 

4,000 円 

利用延べ人数 

180人 

 

6,000 円 

利用延べ人数 

60 人 

4,000 円 

利用延べ人数 

200人 

 

5,000 円 

利用延べ人数 

60 人 

 

（３）生活支援コーディネーターの配置 

施策の概要 

生活支援コーディネーターは、多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一

体的な活動を推進することを目的としています。 

本市では、高齢者の生活を支えるサービス等の充実及び支え合いの推進のため、高齢福祉課内

に第１層の生活支援コーディネーターを 1名配置し対応してきました。 

第２層の生活支援コーディネーターは、喜多方市社会福祉協議会に委託し、令和２年４月１日

現在３名配置しています。 
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第８期計画期間における取組 

・第１層の生活支援コーディネーターは、生活支援サービスの資源把握、不足するサービスや担

い手の創出、高齢者の活躍する場の確保等、主に資源開発を中心に行っていきます。 

・第２層については地区民生児童委員協議会エリアを想定し、第２層の生活支援コーディネータ

ーを計 7名配置することを目指します。 

・第２層の生活支援コーディネーターは、関係者間の情報共有やサービス提供主体間の体制づく

りの役割を担います。ネットワーク構築やニーズと取組のマッチングの面からも、コーディネ

ートを推進していきます。 

・就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とを

マッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する「就労的活動支援コーディネ

ーター(就労的活動支援員)」の設置を検討します。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

生活支援コーディネー

ター（第１層）の配置 

本市の高齢者の各種団体の取組や支

え合い活動を把握し、生活支援等を話

し合う場（第１層生活支援支え合い会

議）をコーディネートします。 

１名配置 

（高齢福祉課） 

１名配置 

（高齢福祉課） 

生活支援コーディネー

ター（第２層）の配置 

地区民生児童委員協議会エリアの高

齢者の各種団体の取組や支え合い活

動を把握し、生活支援等を話し合う場

（第２層生活支援支え合い会議）をコ

ーディネートします。 

３名配置  

（喜多方市社会

福祉協議会） 

７名配置  

（喜多方市社会

福祉協議会） 

 

（４）生活支援支え合い会議の設置 

施策の概要 

高齢者や障がい者の生活を支えるためには、地域での支え合いやボランティア、民間事業所の

サービス、介護保険サービス、障がい福祉サービス、社会福祉協議会や地域包括支援センターな

ど、様々な生活支援・介護予防サービスの提供が必要です。 

生活支援支え合い会議は、市全体のことを話し合う第１層と、地区民生児童委員協議会エリア

ごとで話し合う第２層があり、生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供

主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワーク構築を目的

としています。 

地域、ボランティア、民間企業、社会福祉法人、協同組合、ＮＰＯ等の様々なサービス提供主

体の参画により、生活支援支え合い会議において地域課題やニーズに対応した、サービスや資源

開発等の創出を目指します。 
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第８期計画期間における取組 

・生活支援支え合い会議での検討により、地域で支え合い、高齢者が安心して在宅で生活できる

地域づくりを構築していきます。 

・本期間においては、第２層生活支援支え合い会議を地域の実情を踏まえながら、順次設置する

ことを目指します。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

第１層生活支援支え合

い会議の開催 

市全体の高齢者を支える活動や取組

等、生活支援を話し合う場（生活支援

支え合い会議）を開催します。 

第１層生活支援

支え合い会議の

開催（１回） 

第１層生活支援

支え合い会議の

開催（１回） 

第２層生活支援支え合

い会議の設置及び開催 

地区民生児童委員協議会エリアの高

齢者を支える活動や取組等、生活支援

を話し合う場（第２層生活支援支え合

い会議）を設置及び開催します。 

第２層生活支援

支え合い会議の

設置に向け準備

し開催します。 

既設置５地区／ 

全 16 地区 

第２層生活支援

支え合い会議の

設置に向け準備

し開催します。 

設置 10地区／ 

全 16 地区 

 

（５）地域ケア会議の実施 

施策の概要 

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に

進めていくことを目的としています。 

地域包括支援センター等で把握されたケースに対し有効な支援方法を共有化し、地域課題を解

決していくため、多職種協働での地域ケア会議を実施し、市民の需要に見合ったサービス資源の

開発を行うとともに、保健・医療・介護・福祉等の専門機関や住民組織・民間企業等によるネッ

トワークを強化し、地域包括ケアの社会基盤整備を図ります。 

地域ケア会議は、第１層を「市全体レベル」、第２層を「日常生活圏域レベル」、第３層を「個

人レベル」の３層に設定しています。第３層の個別ケア会議においては、各日常生活圏域で個別

ケースを議論します。第２層の包括ケア会議においては、第３層で議論された特に困難な事例や

医療・介護連携が必要な事例に焦点を当て議論します。それらの議論内容から、地域包括支援セ

ンターが中心となり、市全体や圏域ごとの課題を整理し、その課題を第１層の市ケア会議で議論

することにより市の施策を検討していきます。 
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第８期計画期間における取組 

・地域において実施する地域ケア会議が発揮すべき機能、人員、スケジュールを盛り込んだ開催

計画を作成し、計画的に地域ケア会議を開催します。 

・県において、県全体で自立支援のための介護予防ケアマネジメントを目的とした「介護予防の

ための地域ケア個別会議」に取り組んでいくこととなっていることから、本市においても、従

来実施の困難事例型の地域ケア会議に加え、自立支援型の地域ケア会議にも取り組んでいきま

す。 

・地域ケア会議の議事録や決定事項等について、構成員が共有できるようにし、多職種による課

題共有を目指します。 

・多職種協働での支援を行い、支援を通じて得た結果より日常生活圏域ごとの地域の課題を把握

し、地域における取組や市の施策に活かしていきます。 

・地域ケア会議参加者の自立支援につながるケアマネジメントのスキルアップを図ります。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

地域ケア会議（第１層）

の実施 

市全体の高齢者の抱える問題を協

議する場を設置します。 
１回 １回 

地域ケア会議（第２層）

の実施 

日常生活圏域（中学校区）ごとの高

齢者の抱える問題等を、医療関係者

を交えて、検討する場を設けます。 

６回 ８回 

地域ケア会議（第３層）

の実施 

日常生活圏域（中学校区）ごとの高

齢者の抱える問題を検討する場を

設けます。 

36 回 

（対象者数 30人） 

38 回 

（対象者数 32人） 
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５ 高齢者の生きがいづくりの推進 

生きがいづくりは高齢者が年齢にとらわれることなく主体的に活動し、自立した生活を送るた

めに必要不可欠なものであり、健康で生きがいに満ちた長寿社会の実現のためにも重要性を増し

ています。 

趣味やサークル活動を通じた交流の場や、技能や経験を活かしたボランティア活動、就労的活

動を通じた地域や社会を構成する一員として社会貢献できる場を提供することで、高齢者の地域

での孤立を未然に防止するとともに、高齢者自身の生きがいにつながり、要介護状態等となるこ

との予防や要介護状態等の軽減・悪化防止にもつながります。 

また、単身高齢者や夫婦のみ世帯等の増加により、生活支援の必要性が増加しており、ボラン

ティア活動や就労的活動等の高齢者の社会参加を通じて、元気高齢者が生活支援の担い手として

活躍することが期待されます。 

 

（１）社会参加の推進 

施策の概要 

老人クラブやいきいきサロンをはじめ、地域に根ざした様々な団体活動や、高齢者生産活動セ

ンターでの生きがいを高める社会参加を推進するための生産活動を支援するとともに、高齢者が

サービスを受ける側だけではなく、サービスの担い手としての活躍の場の充実や、就労支援をシ

ルバー人材センター等と連携し推進していきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・老人クラブの会員数を維持、あるいは減少数を減らせるよう支援していきます。事業参加者数

を増やしていくため、多くの方が参加できる事業の提案・助言をしていきます。 

・地域での手助けや活動への参加意向を持つ高齢者が、手助け・活動に参加できるよう支援をし

ていきます。 

・介護離職の防止について関係機関と連携し、職場環境の改善について企業・事業所への普及啓

発を行います。 

・就労的活動を実施したい企業・団体等と、活動を提供することができる企業・団体等とをマッ

チングし高齢者の社会参加を促進する役割を持つ、「就労的活動支援コーディネーター（就労

的活動支援員）」の配置を検討します。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

老人クラブ活動等社会

活動促進事業 

元気な高齢者の活動の場として重要

な役割を担っている老人クラブの活

動促進について補助金を交付し、活動

を支援します。 

会員数 

2,050 人 

事業参加者数 

5,923 人 

会員数 

2,050 人 

事業参加者数 

6,000 人 
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事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

地域グループ支援事業

（ふれあいいきいきサ

ロン） 

住み慣れた地域で生きがいを持ち健

康で楽しい生活を送ることを目的に、

地域住民とボランティアが一緒に仲

間づくりや交流の場づくりを進めま

す。 

サロン地区数 

41 地区 

サロン地区数 

45 地区 

高齢者生産活動支援セ

ンターの運営 

生産活動を通して、生きがい、健康、

仲間づくりなどを行う高齢者に、その

活動の場と機会を提供します。 

登録人数 

133人 

登録人数 

140人 

喜多方市シルバー人材

センター運営補助 

（商工課） 

喜多方市シルバー人材センターでは、

高齢者の就労機会の提供を行ってお

り、市では運営補助をしています。 

登録人数 

416人 

登録人数 

510人 

 

（２）生涯学習の推進 

施策の概要 

高齢者の日常生活や健康に対する不安を解消し、自身の人生を豊かなものにするため、教育委

員会・生涯学習担当部署と連携し、年齢や健康面に配慮しながら、趣味や教養など多種多様な学

習の機会を提供し、活動の充実に努めていきます。 

老人クラブ連合会によるニュースポーツ普及活動を支援し、高齢者同士の交流や健康づくりを

推進し、グラウンドゴルフなどのニュースポーツや太極拳の普及に努めます。 

また、太極拳は、心身への健康効果が非常に高く、だれでも、どこでも、いつでも手軽にでき

る生涯スポーツであり、引き続き推進していきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・教育委員会、生涯学習担当部署との連携に努めながら、趣味や教養等の積極的かつ継続的な多

様な学習の機会を充実させていきます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

公民館等での高齢者教

育関係 

公民館等で高齢者の方を対象とした

教室を実施しています。 

講座数 21本 

回数  153 回 

延べ人数 2,165人 

講座数 25本 

回数  182 回 

延べ人数 2,496人 
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（３）敬老事業 

施策の概要 

長寿を祝福するとともに、多年にわたり社会に尽くしてこられた方々に対する敬愛の精神と、

高齢者自らの生活意欲の向上を目指しています。 

 

第８期計画期間における取組 

・高齢者のみではなく地域一体となって実施している事業であり、多くの高齢者に参加していた

だけるよう、開催方法や運営方法について検討していきます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

敬老会 
満 77 歳以上となる方を対象に、長寿

を祝う会を開催します。 

対象者 

8,543 人 

対象者 

8,500 人 

敬老祝金 
満年齢 85歳、90歳、95歳の方を対象

に 5千円を贈呈します。 

支給者 

983人 

支給者 

1,000 人 

百歳祝金 
満 100 歳になった方を対象に 20 万円

と賀状を贈呈します。 

支給者 

30 人 

支給者 

35 人 
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６ 高齢者の尊厳の保持・見守り体制の充実 

高齢化の進展とともに、認知症高齢者数も増加していく中、認知症等により自らの判断や意思

表示が困難な高齢者に対して支援する、権利擁護体制の充実がますます必要とされています。 

また、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯の増加が見込まれ、地域における高齢者の

見守り体制の強化が重要となっています。相談体制の充実を図ることで、生活環境を考慮した地

域包括ケアシステムを構築していきます。 

高齢者の尊厳の保持という観点からは、虐待件数が増加傾向にあることから、虐待防止に取り

組んでいきます。 

さらに、国、県、地域と連携し、災害対策や感染症対策に取り組み、高齢者が安心して在宅で

暮らすことができる支え合いの地域社会の構築を目指します。 

 

（１）権利擁護体制の充実 

施策の概要 

認知症等の高齢者に対して、必要に応じて成年後見制度を活用するための相談、支援を行い、

判断能力が不十分な方の財産管理等を成年後見人等が行うことができるよう、成年後見制度の利

用手続き等の必要な支援を実施しています。 

また、成年後見申立が必要な方で、親族等によって申立を行うことが困難な方について、市長

が審判の請求を行います。 

なお、後見人等への報酬の支払いが困難な方については、その報酬の一部または全部を助成し

ています。 

 

第８期計画期間における取組 

・成年後見制度を利用した権利擁護支援の対象として、認知症高齢者のみならず知的障がいや精

神障がいがある方も想定されるため、地域福祉計画に包含する形で成年後見制度利用促進計画

を令和元年度に策定しました。引き続き、成年後見制度利用促進計画を踏まえ、利用促進の充

実を図ります。 

・専門職等と勉強会を実施し、情報を共有しながら地域ネットワークづくりや中核機関を設置し、

成年後見制度の啓発・相談体制の充実を図ります。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

権利擁護事業 

認知症高齢者等に対し、市や地域包括

支援センターにおいて随時相談を受

け付け、対応しています。 

実施件数 

270件 

実施件数 

300件 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の利用手続きなどの必

要な支援を市が行うことにより、権利

擁護を図ります。 

選任件数 

後見人  5件 

保佐人  5件 

補助人  1件 

合  計 11件 

選任件数 

後見人  5件 

保佐人  5件 

補助人  5件 

合  計 15件 
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（２）高齢者虐待防止体制の充実 

施策の概要 

地域における高齢者虐待防止体制を充実させ、高齢者虐待を早期に発見し必要な支援を行うた

め、関係者間の連携・協力体制を強化し、高齢者または養護者の支えとなって虐待を未然防止す

ることに努めています。 

また、地域包括支援センターと市が連携し、養護者の不安や悩みを聞き、助言等を行っていま

す。虐待の疑いのあるケースについては、関係機関で問題解決を図っています。 

 

第８期計画期間における取組 

・高齢者虐待相談窓口の周知を図ります。 

・虐待防止に資する研修等の取組を進め、対応力の向上を図ります。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

高齢者虐待防止ネット

ワーク連携会議 

ネットワーク連携会議を通して、関係

機関が共通認識のもと、高齢者虐待防

止を推進します。 

開催回数 

１回 

開催回数 

１回 

高齢者虐待相談窓口 
養護者の不安や悩みを聞き、助言を行

う相談窓口を設置しています。 

相談件数 

18 件 

相談件数 

30 件 

 

（３）見守り・相談体制の充実 

施策の概要 

高齢者の方が安心して生活できるよう、地域における高齢者の見守りを推進します。また、本

市は特別豪雪地帯・豪雪地帯であることから、冬期は外出が少なくなり孤立状態となる懸念があ

るため、安全な生活を確保するため相談体制の充実を図ります。 

 

第８期計画期間における取組 

・緊急通報システムを活用し、在宅高齢者の見守り体制の確保を図ります。 

・民生児童委員、警察・消防との連携強化を図り、高齢者の孤立防止や認知症高齢者の徘徊防止

について取組を進めます。 
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施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

緊急通報システム事業 

ひとり暮らし高齢者等に、緊急通報シ

ステムを貸与し急病や突発的事故な

どの緊急時に容易に助けを求めるこ

とができるような体制を整備します。 

利用件数 

330件 

利用件数 

350件 

ひとり暮らし高齢者安

全協力員事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者

等に対し、安全協力員が定期的に声か

け、安否の確認を行い、孤独の解消を

図ります。 

利用実人数 

500人 

利用実人数 

520人 

高齢者身元確認ＱＲコ

ード事業 

在宅高齢者が、徘徊等により帰宅困難

に陥る事態を回避するため、認知症高

齢者等の身元確認を容易に行えるよ

うＱＲコード付きシールを給付しま

す。 

利用件数 

10 件 

利用件数 

12 件 

 

（４）災害対策や感染症対策の推進 

東日本大震災やそれに伴う原発の事故、新型コロナウイルス感染症の拡大は、防災・感染症対

策に対する対応強化の必要性を強く示しました。緊急時のみならず、平時からの災害や感染症の

危険から高齢者を守るため、地域連携による管理体制の充実を図ります。 

 

①防災・減災の備え 

施策の概要 

「喜多方市地域防災計画」に基づき、地域における自助・互助を基本とした避難支援体制の整

備を図ります。 

 

第８期計画期間における取組 

・緊急時要援護者登録事業の周知を図るとともに、防災関係機関、民生児童委員等と登録名簿情

報を共有し、災害時における情報の伝達や安否確認、避難支援等への活用及び、災害時の支援

体制を整えます。 

・平時より、介護保険施設や事業所等におけるリスクや物資の備蓄・調達状況、災害の種類ごと

の避難にかかる時間や経路確認等、事業所等で策定している計画の定期的な確認を行います。 

 

②感染症への備え 

施策の概要 

「喜多方市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、引き続き、県や保健・介護・福祉

部門との連携を推進し、感染症対策の新たな課題に向けて検討していきます。 

  



‐95‐ 

第８期計画期間における取組 

・介護保険施設や事業所等と連携し、感染拡大防止策の情報提供や啓発を実施し、平時からの感

染症に対する備えを進めます。 

・外出自粛生活期間における自宅での健康づくりの取組等について、広報等を活用した啓発活動

に努めます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

緊急時要援護者登録事

業 

緊急連絡先や、かかりつけ医等の情報

を、市に登録することにより、災害時

や救急時に迅速に支援につながるよ

う登録を推進します。 

利用件数 

3,800 件 

利用件数 

3,900 件 

救急医療情報キット配

布事業 

緊急時要援護登録をした高齢者に対

し、救急医療情報キットを配布しま

す。 

配布数 

延べ 

3,800 個 

配布数 

延べ 

3,900 個 
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７ 住まいの環境整備 

住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるもので、地域においてそれぞれの生活のニーズに

合った住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保さ

れた生活が実現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となります。 

このため、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家

事援助、緊急時対応等のサービスを提供するシルバーハウジング・プロジェクトや高齢者向け公

営住宅、その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供給目標や質の確保等につい

て、必要に応じて県と連携を図り定めることが重要です。 

また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢者の増加が見込ま

れることから、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地域の実情に応じて、サービス量の

見込みを定めることが重要で、住まいと生活の一体的な実施が必要となっています。 

介護保険施設等整備計画としては、介護サービス等の見込みを反映したものを作成し、介護離

職ゼロ（介護を理由として離職するものをなくすとともに、特別養護老人ホームに入所が必要で

あるにもかかわらず自宅待機しているものの解消を図る）分を計上します。 

 

（１）介護保険施設等の整備計画 

施策の概要 

住まいは生活の基盤として重要であることから、在宅の生活が困難となった場合には、本人の

希望と経済力にあった介護保険施設やサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等の利用が

図られるよう計画的な施設整備に努めていきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設等の入所待機者の把握等、高齢者の住まいに

関するニーズを継続的に把握していきます。 

・介護保険制度の改正に伴い、介護療養型医療施設が令和５年度までに廃止されるとともに、医

療機関において比較的病状が軽く容態の安定した方の入院する医療療養病床の一部が介護施

設に転換することが見込まれることから、今後発生する介護施設等の追加的需要を適切に見込

みます。 
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■第８期介護保険施設等整備計画 

施設等種別 整備定員数 予定地区 開設予定年度 

【施設サービス】    

介護老人福祉施設 

（短期入所生活介護より転換） 

10 人 

（100 人→110人） 
塩川区 令和３年度 

介護老人福祉施設 

（短期入所生活介護より転換） 

10 人 

（110 人→120人） 
塩川区 令和４年度 

介護医療院 

（医療療養病床より転換） 
55 人 喜多方一区 令和４年度 

介護医療院 

（医療療養病床より転換） 
46 人 喜多方二区 令和５年度 

【居住系サービス】    

特定施設入居者生活介護 35 人 喜多方一区 令和４年度 

特定施設入居者生活介護 

（短期入所生活介護より転換） 

12 人 

（12人→24 人） 
喜多方二区 令和３年度 

認知症対応型共同生活介護 9 人 塩川区 令和４年度 

【居宅サービス】    

小規模多機能型居宅介護 29 人 塩川区 令和４年度 

 

（２）高齢者の住まいの安定的な確保 

施策の概要 

介護保険制度において、施設サービスを利用できるのは要介護と認定された方のみであり、要

支援及び自立と認定された方は利用できません。しかし、生活の困窮や社会的な孤立など、様々

な生活課題を抱えることにより在宅での生活が困難な高齢者もいることから、このような方に対

しては、施設福祉サービスを提供しています。 

高齢者向けの住宅対策については、介護サービスとしての住宅改修や介護保険外のサービスで

ある「高齢者にやさしい住まいづくり事業」を実施していますが、今後は住宅セーフティネット

法の一部改正を踏まえ、高齢者を含む生活や住宅に配慮を要する者の住まいの確保や生活の安定、

自立の促進に係る取組について県や関係部署間で連携して施策を進めていきます。 

 

第８期計画期間における取組 

・住宅改修支援に加えて、県や関係部署との連携を推進していくとともに、高齢者向けの賃貸住

宅や老人ホームの供給目標等について、必要に応じて県と連携していきます。 

・高齢者の住まい、シェアハウス、介護事業所、集いの場等については、空き家の利活用を推進

していきます。 

・住宅・福祉施策連携のうえ、高齢者向け施設「シルバーハウジング」の整備を検討します。 

・県や関係機関と連携し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の設置状況や居宅サ

ービス等の提供状況の情報共有を図り、高齢者の住まいの質の向上や適切な介護基盤整備を進

めます。  
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・生活困窮や社会的孤立など、多様な生活課題を抱える高齢者に対し、生活困窮者自立支援事業

や生活保護制度、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業との連携を図りながら、住

まいと生活の一体的支援に取り組み、必要に応じて養護老人ホームや救護施設の措置を行いま

す。 

・公共施設を設置または改築する際には、高齢者や障がい者に配慮することに努めます。あわせ

て県及び関係団体、住民等とともに、道路や公共施設の段差解消やスロープ化などに努めると

ともに、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進していきます。 

 

施策において実施する事業 

事業名 事業概要 
令和 2年度末

(2020) 

実績（見込み） 

令和 5年度末
(2023) 

見込み 

高齢者にやさしい住ま

いづくり助成事業 

転倒等により要介護・要支援になるお

それのある方に対し、小規模な住宅改

修費用の一部を助成します。 

利用件数 

5 件 

利用件数 

5 件 

 

■介護保険施設以外の高齢者向け施設の整備状況 

施設等種別 概 要 施設数 定員数 

養護老人ホーム 

65 歳以上で、環境上の理由及び経済的な理由

から、自宅で生活することが困難な方を市が

措置する施設で、介護保険のサービスも受け

ることができます。 

1 100 

生活支援ハウス 

概ね 65 歳以上の、独立して生活するのには

不安がある方（夫婦での入居可）を在宅で自

立した生活ができるように支援する施設で

す。 

2 20 

軽費老人ホーム・ケアハウス 

60 歳以上の、家庭環境や住宅事情の理由によ

って居宅で生活することが困難な方が、低額

な料金で利用することができる施設です。食

事の提供を行う「A 型」、自炊が原則の「B型」、

高齢者が車いす生活となっても自立した生

活を送れるよう配慮した「ケアハウス」の３

種類があります。 

1 
（ケアハウス） 

50 
 

住居型有料老人ホーム 

介護不要な高齢者、もしくは要介護度の低い

高齢者向けの住宅で、必要に応じて食事サー

ビス、家事援助、介護サービス、健康管理の

サービスを利用できます。 

1 7 

サービス付き高齢者向け住宅 

介護不要な高齢者、もしくは要介護度の低い

高齢者向けにバリアフリー仕様がなされた

民間の集合住宅で、生活援助員が常駐し、居

住者の日々の生活相談・見守りなどを行うほ

か、緊急通報システムや見守りセンサーの設

備も導入されている施設です。 

2 12 

シルバーハウジング 

介護不要な高齢者、もしくは要介護度の低い

高齢者向けにバリアフリー仕様がなされた

公営の集合住宅で、生活援助員が常駐し、居

住者の日々の生活相談・見守りなどを行うほ

か、緊急通報システムや見守りセンサーの設

備も導入されている施設です。 

0 0 

「喜多方市介護保険外施設一覧表」より（平成 31年４月１日現在）  
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８ 持続可能な介護保険事業 

団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年や、団塊ジュニア世代が 65歳以上となり、

高齢者数がピークを迎える令和 22（2040）年も見据えつつ、引き続き制度の理念を堅持し、

質が高く必要なサービスを提供していくと同時に、財源と人材とをより重点的・効率的に活用す

る仕組みを構築することにより、制度の持続可能性を確保していくことが重要です。 

介護給付の適正化のために行う適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮す

るべき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重要であることから、本市

では、適切なサービス量の見込み、見込量の確保に関する施策、円滑なサービスの提供を図る施

策、介護給付等に要する費用の適正化により、介護需要の増加と令和７（2025）年、令和 22

（2040）年、いわゆる 2040年問題にも対応できるよう、介護保険事業を運営していきます。 

また、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の点検等、縦覧点検・医療情報との

突合、介護給付費通知の主要５つの取組を推進していきます。 

 

（１）介護給付適正化のための施策（介護給付適正化計画） 

① 要介護認定の適正化 

概   要 

指定居宅介護支援事業所等に委託している更新申請に係る認定調査の結果について、保険者に

よる点検等を実施します。 

その際には、要介護認定調査の平準化を図るために、認定調査を保険者が直営で行っている場

合も含めて、適切に認定調査が行われるよう実態を把握します。 

 

第８期計画期間における取組 

・一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域差等についての分析と、認定調査項目別の選択状

況についての全国の保険者と比較した分析等を行い、要介護認定調査の平準化に向けた取組を

実施します。 

・要介護認定調査の平準化に向けた取組として、年に 1回の研修会を実施し認定調査員の資質の

向上を図ります。 

・市内のすべての要介護認定調査員を対象として、ｅラーニングを活用した研修を実施します。 

 

目標の設定 

目標 ｅラーニング受講者数 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

ｅラーニング受講者

数 
20 人 22 人 24 人 26 人 26 人 26 人 
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② ケアプランの点検 

概   要 

介護支援専門員が作成したケアプラン（サービス利用計画）の記載内容について、事業者に資

料提出を求めまたは訪問調査を行い、点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要

とするサービスを確保するとともに、状態に適していないサービス提供の改善を行います。 

 

第８期計画期間における取組 

・基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証しながら、チェックシートによるケアプラ

ンの内容確認を実施します。明らかになった改善すべき事項については介護支援専門員へ伝達

し、自己点検シートによる介護支援専門員による自己チェック及び保険者による評価を行いま

す。 

・介護支援専門員を対象とした「自立支援に資するケアマネジメント」に関する研修会を開催し

ます。 

・過誤申立だけでなく、ケアプランの改善状況を把握することにより、ケアプランの点検を実施

したことによる効果を把握します。 

・点検に携わる市職員がケアマネジメントに関する福島県が主催する研修会等への参加すること

により、点検内容を充実させていきます。 

・ケアプラン点検の手法については、市がケアプランの点検を実施するだけではなく、地域の介

護支援専門員同士、あるいは主任介護支援専門員や介護支援専門員の職能団体によるケアプラ

ンの点検の機会を保険者として設けることや、職能団体に点検を委託することも検討します。 

 

目標の設定 

目標 ケアプラン点検数 

 
令和 2年 
(2020) 

実績(見込み) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

ケアプラン点検数 35 件 40 件 45 件 50 件 60 件 70 件 

 

③ 住宅改修の点検等 

概   要 

住宅改修を行おうとする方の自宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の訪問調査等を行っ

て施工状況を点検し、利用者の状態にそぐわない不適切または不要な住宅改修をなくすための事

業です。具体的には、市への居宅介護住宅改修費の申請を受け、改修工事を施工する前に受給者

宅の実態確認または工事見積書の点検を行うとともに、施工後に訪問してまたは竣工写真等によ

り、住宅改修の施工状況等を点検します。 
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第８期計画期間における取組 

・申請書の提出時に利用者にとって真に必要な改修であるか確認点検を強化し、不適切な改修を

なくしていきます。 

・住宅改修の効果を検証するため、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職種や、

施行内容や竣工時の点検には建築士（技師）等の有資格者との連携及び実施体制を含めて検討

していきます。 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

概   要 

≪縦覧点検≫ 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確認し、提供され

たサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見し

て適切な処置を行うものです。本市においては、国保連合会に委託し実施しています。 

 

≪医療情報との突合≫ 

医療担当部署とのさらなる連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高齢者医療や国民健康

保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点

検を行い、医療と介護の重複請求の排除等を図ります。本市においては、国保連合会に委託し

実施しています。 

 

第８期計画期間における取組 

・国保連合会への委託を継続して実施するとともに、実施月数の拡大を図ります。 

 

⑤ 介護給付費通知 

概   要 

保険者から受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付

状況等について通知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普

及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認し、適正な請求に向けた抑制効果を

目的とする事業です。 

 

第８期計画期間における取組 

・介護給付費通知は、受給者に介護サービスの利用状況を把握してもらうために必要な事業で、

早期実施に向けて検討します。 
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第６章 計画期間における介護サービス量等の見込み 
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第６章 計画期間における介護サービス量等の見込み 
 

１ 介護サービス見込量の推計の流れ 

介護給付・介護予防サービスの量の見込みについては、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」

システム等の手順に従い、次の流れに沿って実施しています。 

 

１ 被保険者数の推計 

 被保険者の実績値、人口統計に基づき、令和３年度～令和５年度及び、令和７（2025）年

度、令和 22（2040）年度の被保険者数を推計する。 

  

２ 要介護（要支援）認定者数の推計 

 平成 30 年度～令和２年度の被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数（要介護認定

率）に基づき、1.で推計した被保険者数を用い、令和３年度～令和５年度及び、令和７

（2025）年度、令和 22（2040）年度の要介護（要支援）認定者数を推計する。 

  

３ 施設・居住系サービスの量の見込み 

 平成 30 年度～令和２年度の給付実績を分析・評価し、見込量を検証するとともに、基盤

整備計画、入所・入居希望者の状況、介護療養型医療施設の転換計画等をみながら、その

影響を考慮し調整する。 

  

４ 居宅サービスの量の見込み 

 平成 30 年度～令和２年度の給付実績を分析・評価し、見込量を検証するとともに、社会

状況の変化による各サービス間の需要の変化、介護予防・日常生活支援総合事業の充実に

より移行する利用者の影響を考慮し調整する。 

  

５ 保険給付費の推計 

 各サービス量の分析及び新たなサービスの見込みを基に、総合的にサービス利用量を推計

し、令和３年度～令和５年度の必要給付費を算出する。また、特定入所者介護サービス費

や高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、地域支援事業費等の推計を行う。 

  

６ 保険料基準額の設定 

 令和３年度～令和５年度の保険給付費推計、所得段階別の被保険者数の推計及び国が示す

高齢者の年齢階級や所得段階別の割合等、保険料算定に必要な係数、介護保険報酬の改定

割合を基に、保険料収納必要額を推計する。さらに、保険料上昇を抑制するために、給付

費準備基金の取り崩しを検討し、介護保険料基準額を設定する。 
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２ 被保険者及び要介護（要支援）認定者数等の推計 

（１）総人口の推計 

総人口は減少傾向で推移し、令和５年には 45,021 人になる見込みとなっています。年齢区

分別にみると、令和５年には 0～14 歳が 5,092 人、15～64 歳が 23,114 人に減少し、65

歳以上が 16,815人に増加する見込みです。 

総人口に占める 65歳以上の割合（高齢化率）は上昇傾向で推移する見込みで、令和５年には

37.3%と見込んでいます。 

 

■総人口の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

総人口 46,735 46,135 45,566 45,021 43,736 37,551 

年
齢
区
分 

0～14 歳 5,149 5,124  5,106  5,092  5,022  4,991  

15～64歳 24,924 24,259  23,659  23,114  21,604  17,772  

65 歳以上 16,662 16,752  16,801  16,815  17,110  14,788  

高齢化率 35.7%  36.3% 36.9% 37.3% 39.1% 

  

39.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「喜多方市長期人口ビジョン」（平成 27年９月現在）及び住民基本台帳（令和２年 10月１日）に基づき推計 

 

  

5,149 5,124 5,106 5,092 5,022 4,991

24,924 24,259 23,659 23,114 21,604
17,772

16,662 16,752 16,801 16,815 17,110

14,788
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0

10,000
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年齢不詳

（人）
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（２）高齢者数の推計 

高齢者人口のうち、前期高齢者は減少傾向となり、後期高齢者は増加傾向で推移する見込みと

なっています。令和５年には、前期高齢者は 7,230人になり、後期高齢者は 9,585人と見込ん

でいます。 

高齢化率は、前期高齢者は横ばいとなっていますが、後期高齢者は上昇傾向で推移し、令和５

年には、前期高齢者は 16.0％、後期高齢者は 21.3％の見込みとなっています。 

 

■高齢者人口の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

高齢者人口 16,662 16,752 16,801 16,815 17,110 14,788 

 前期高齢者 7,514 7,440 7,343 7,230 7,141 4,855 

後期高齢者 9,148 9,312  9,458  9,585  9,969 

 

9,933  

 高齢化率 35.7%  36.3%  36.9%  37.3%  39.1%  39.4%  

 前期高齢者 16.1%  16.1%  16.1%  16.0%  16.3%  12.9%  

後期高齢者 19.6%  20.2%  20.8%  21.3%  22.8%  26.5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「喜多方市長期人口ビジョン」（平成 27年９月現在）及び住民基本台帳（令和２年 10月１日）に基づき推計 
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（３）介護保険における被保険者の推計 

65 歳以上の人は、第１号被保険者となります。第１号被保険者数は増加傾向にあり、令和５

年には 16,815 人になる見込みです。第１号被保険者は、所得に応じて第１段階から第 13 段

階に分かれ、それぞれの保険料が異なります。令和２年 10月１日現在の所得分布を令和３年以

降の 65歳以上推計人口に適用すると、次表のような段階別推計人口となります。 

40 歳以上 65 歳未満の人は、第２号被保険者となります。第２号被保険者の人数は減少傾向

にあり、令和５年には 13,734人になる見込みです。 

 

■介護保険における被保険者の推計 

(単位：人) 

  
令和 2年 
(2020) 

分布 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

第１号被保険者 100.0% 16,752  16,801  16,815  17,110  

 

14,788  

  第１段階 15.1% 2,526  2,534  2,536  2,580  2,230  

第２段階 9.2% 1,549  1,553  1,555  1,582  1,367  

 第３段階 7.6% 1,266  1,270  1,271  1,293  1,118  

 第４段階 14.8% 2,486  2,493  2,495  2,539  2,194  

 第５段階 20.9% 3,499  3,512  3,512  3,574  3,089  

 第６段階 16.2% 2,716  2,723  2,726  2,774  2,397  

 第７段階 9.7% 1,629  1,633  1,635  1,664  1,438  

 第８段階 3.3% 548  550  550  560  484  

 第９段階 1.3% 218  218  219  222  192  

 第 10 段階 0.7% 119  119  119  121  105  

 第 11 段階 0.5% 79  79  79  81  70  

 第 12 段階 0.2% 31  31  32  32  28  

 第 13 段階 0.5% 86  86  86  88  76  

第２号被保険者  14,363  14,039  13,734  12,969  

 

10,112  

 計  31,115  30,840  30,549  30,079  

 

24,900  

 「喜多方市長期人口ビジョン」（平成 27年９月現在）及び住民基本台帳（令和２年 10月１日）に基づき推計 
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（４）要介護（要支援）認定者数の推計 

要介護（要支援）認定者数は増加傾向にあり、令和５年には 3,610 人（うち、第１号被保険

者数は 3,538人）となる見込みです。 

要介護度別にみると、令和５年には要支援１・２が 813人（要介護者合計比率 22.5％）、要

介護１・２が 1,417人（同 39.3％）、要介護３～５が 1,380人（同 38.2％）と見込んでいま

す。 

 

■要介護（要支援）認定者数の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

要介護（要支援）認定者数 3,480 3,536 3,569 3,610 3,735 3,805 

（総 数） 要支援１ 397 400 403 406 413 424 

要支援２ 399 401 404 407 417 417 

要介護１ 710 720 723 731 753 772 

要介護２ 658 671 678 686 713 732 

要介護３ 459 469 476 483 504 521 

要介護４ 500 512 517 524 549 555 

要介護５ 357 363 368 373 386 384 

要介護（要支援）認定者数 3,406 3,462 3,496 3,538 3,670 3,756 

（第１号） 要支援１ 391 394 397 400 407 420 

要支援２ 393 395 398 401 411 413 

要介護１ 702 712 715 723 746 767 

要介護２ 643 656 663 672 700 722 

要介護３ 448 458 465 472 495 514 

要介護４ 484 496 502 509 535 544 

要介護５ 345 351 356 361 376 376 

第１号被保険者数 16,662 16,752 16,801 16,815 17,110 14,788 

要介護認定率（第１号） 20.4% 20.7% 20.8% 21.0% 21.4% 25.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険事業状況報告」（令和２年９月 30日現在）を基に、「住民基本台帳」（令和２年 10月１日現在）を使用

した推計人口に基づき推計  
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（５）認知症高齢者数の推計 

要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者）のうち、見守りや介護が必要な認知症高齢者（認

知症自立度Ⅱ～Ⅳ）は、増加傾向で推移し、令和５年には 2,346人に達する見込みです。 

また、高齢者人口（第１号被保険者）に占める、見守りや介護が必要な認知症高齢者（認知症

自立度Ⅱ～Ⅳ）の割合は上昇傾向であり、令和５年には 13.9％になる見込みです。 

 

■認知症高齢者数（第１号被保険者）の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

見守りや介護が

必要な認知症高

齢者数 

（第１号被保険

者） 

計 2,243 2,287 2,319 2,346 2,451 2,526 

Ⅱa～Ⅱb 1,179 1,201 1,214 1,227 1,277 1,318 

Ⅲa～Ⅲb 889 907 922 935 980 1,010 

 Ⅳ 175 179 183 184 194 198 

第１号被保険者数 16,662 16,752 16,801 16,815 17,110 14,788 

高齢者人口（第１号被保険者）

に占める認知症高齢者の割合 
13.5% 13.7% 13.8% 13.9% 14.3% 17.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「受給者台帳」（令和２年９月 30日現在）を基に、「住民基本台帳」（令和２年 10月１日現在）を使用した推計人口に

基づき推計 

 

■参考：認知症者数（第２号被保険者）の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

見守りや介護

が必要な認知

症者数 

（第２号被保

険者） 

計 33 33 33 32 31 24 

Ⅱa～Ⅱb 20 20 20 19 18 15 

Ⅲa～Ⅲb 9 9 9 9 9 7 

 Ⅳ 4 4 4 4 4 2 
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３ 介護サービス及び介護予防サービスの見込量 

（１）介護サービスの目指す方向性 

本市の現状を踏まえて、施設・居住系サービスと居宅サービスのバランスを確認し、効果的な

介護サービスの提供体制のあり方について、今後検討していきます。  

本市の施設・居住系サービス及び居宅サービスの第１号被保険者１人あたり給付月額と受給率

に対する偏りを分析すると、施設・居住系サービスは高く、居宅サービスは低くなります。  

今後の本市が目指す介護サービスの方向性としては、福島県の平均値を視野においたうえで、

施設・居住系サービスの提供水準を維持しつつ、居宅サービスを強化し、高齢者が住み慣れた地

域で可能な限り継続して生活できるような提供体制を図っていきます。  

 

■介護サービスの目指す方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護サービス利用者の推計 

介護サービス利用の推計は、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムを使用していま

す。 

標準的居宅サービス利用者は、平成 30年度～令和２年度の居住系サービス、施設サービスや

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の利用者数を考慮したうえで、また、居住系サー

ビス、施設サービスの利用者数は、入居・入所者や入居・入所希望者、今後の施設等の整備状況

等を踏まえて推計しています。 

標準的居宅サービス利用者は、小規模多機能型居宅介護等の整備計画に伴い増加傾向となりま

す。居住系サービス利用者は、居住系サービスの定員増加等に伴い増加傾向となります。施設サ

ービス利用者は、医療療養病床から介護医療院への転換に伴い増加傾向となります。その結果、

サービス未利用者は減少傾向となります。 
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要介護（要支援）認定者に対する利用者の割合については、標準的居宅サービスでは 42％前

後と横ばい傾向です。居住系サービスは 7％程度に微増し、その後は横ばいとなります。施設サ

ービスは増加傾向で推移し、令和 5年には 23.3％の見込みとなっています。 

一方、未利用者の割合は、令和 3年には 30％を下回り、以降も減少傾向で推移します。 

 

■要介護（要支援）認定者等の介護サービス利用者の推計 

(単位：人) 

  令和 2年 
(2020) 

令和 3年 
(2021) 

令和 4年 
(2022) 

令和 5年 
(2023) 

令和 7年 
(2025) 

令和 22年 
(2040) 

要介護（要支援）認定者数 
3,480 

 

3,536 

 

3,569 

 

3,610 

 

3,735 

 

3,805 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 標準的居宅サービス利用者 
1,447 

 

1,506 

 

1,516 

 

1,531 

 

1,561 

 

1,602 

 41.6%  

 

42.6%  

% 

42.5%  

% 

42.4%  

% 

41.8%  

% 

42.1%  

%  居住系サービス利用者 
214 

 

222 

 

252 

 

262 

 

264 

 

266 

 6.1%  

 

6.3%  

% 

7.1%  

% 

7.3%  

% 

7.1%  

% 

7.0%  

%  施設サービス利用者 
766 

 

775 

 

805 

 

841 

 

906 

 

912 

 22.0%  

 

21.9%  

% 

22.5%  

% 

23.3%  

% 

24.3%  

% 

24.0%  

%  サービス未利用者 
1,053 

 

1,033 

 

996 

 

976 

 

1,004 

 

1,025 

 30.3%  

% 

29.2%  

% 

27.9%  

% 

27.0%  

% 

26.8%  

% 

26.9%  

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 標準的居宅サービス利用者 

居住系以外の居宅サービス利用者の合計（ここでは、介護予防支援・居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、看護小
規模多機能型居宅介護の各サービス利用者の合計としている） 

〇 居住系サービス利用者 

認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の各サービス利用者の合計 

〇 施設サービス利用者 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護の各サービス利用者の合計 

〇 サービス未利用者 

要介護認定者から、施設サービス利用者、居住系サービス利用者、標準的居宅サービス利用者を減じたもの（重複利用
があるので参考値、マイナスとなる場合は０としている）  

1,053 1,033 996 976 1,004 1,025

766 775 805 841 906 912

214 222 252 262 264 266

1,447 1,506 1,516 1,531 1,561 1,602
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（３）居宅サービスの見込量 

居宅サービスは、要介護１～５の人に提供される介護給付、要支援１・２の人に提供される予

防給付の２つに分かれます。サービス見込量の推計にあたっては、サービス提供実績及び要介護

（要支援）認定者数の推計値等を基に今後の見込量を推計しました。居宅サービスの提供強化に

伴い、今後もサービス利用量は増加すると見込んでいます。 

 

■居宅サービス（介護給付）の見込量（続く） 

居宅サービス（介護給付） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

訪問介護       

実人数（月平均） 257 225 226 228 228 228 

延べ回数（月平均） 3,766.3 3,679.00 3,637.60 3,617.40 3,617.40 3,617.40 

保険給付費（年間、千円） 141,813 137,859 136,160 135,297 135,297 135,297 

訪問入浴介護       

実人数（月平均） 36 37 39 41 38 39 

延べ回数（月平均） 180.2 199 213.7 223.5 205.8 210.6 

保険給付費（年間、千円） 26,148 29,045 31,206 32,639 30,059 30,761 

訪問看護       

実人数（月平均） 111 116 117 119 119 119 

延べ回数（月平均） 520.9 617.3 617.6 623.3 623.3 623.3 

保険給付費（年間、千円） 46,278 50,595 50,790 51,189 51,189 51,189 

訪問リハビリテーション       

実人数（月平均） 32 38 39 39 39 40 

延べ回数（月平均） 386.4 406.3 414.7 414.8 414.8 420.7 

保険給付費（年間、千円） 14,074 14,888 15,208 15,207 15,207 15,459 

居宅療養管理指導       

実人数（月平均） 65 47 46 46 46 46 

保険給付費（年間、千円） 4,077 3,936 3,878 3,878 3,897 3,897 

通所介護       

実人数（月平均） 538 527 528 530 536 554 

延べ回数（月平均） 4,503.2 4,581.80 4,642.60 4,693.80 4,763.60 4,924.70 

保険給付費（年間、千円） 429,550 435,031 439,283 442,926 447,046 462,270 

通所リハビリテーション       

実人数（月平均） 211 207 209 211 209 216 

延べ回数（月平均） 1,471.0 1,419.50 1,420.50 1,430.30 1,412.90 1,459.70 

保険給付費（年間、千円） 145,297 142,694 143,553 144,222 142,033 146,744 

短期入所生活介護       

実人数（月平均） 159 135 131 131 128 135 

延べ日数（月平均） 1,281.0 1,208.80 1,189.50 1,182.50 1,142.90 1,215.00 

保険給付費（年間、千円） 112,379 110,897 108,913 108,319 104,238 110,874 
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■居宅サービス（介護給付）の見込量（続き） 

居宅サービス（介護給付） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

短期入所療養介護（老健）       

実人数（月平均） 18 17 17 17 17 16 

延べ日数（月平均） 109.8 105.8 105.4 105.4 105.4 99.6 

保険給付費（年間、千円） 14,015 13,547 13,494 13,489 13,489 12,644 

短期入所療養介護（病院等）       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

延べ日数（月平均） 0.0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

短期入所療養介護（介護医療院）       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

延べ日数（月平均） 0.0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

福祉用具貸与       

実人数（月平均） 684 703 705 711 707 731 

保険給付費（年間、千円） 105,432 108,449 108,803 109,887 107,442 111,056 

特定福祉用具購入費       

人数（月平均） 15 14 14 14 14 16 

保険給付費（年間、千円） 3,469 3,422 3,422 3,422 3,422 3,930 

住宅改修費       

人数（月平均） 8 10 10 10 10 10 

保険給付費（年間、千円） 7,156 8,051 8,051 8,051 8,051 8,051 

居宅介護支援       

実人数（月平均） 1,106 1,165 1,165 1,171 1,194 1,232 

保険給付費（年間、千円） 195,103 209,836 209,791 210,657 214,646 221,573 
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■居宅サービス（予防給付）の見込量 

居宅サービス（予防給付） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

介護予防訪問入浴介護       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

延べ回数（月平均） 0.0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護       

実人数（月平均） 9 10 11 11 11 11 

延べ回数（月平均） 43.9 42.8 50.6 50.6 50.6 50.6 

保険給付費（年間、千円） 2,587 2,433 2,819 2,819 2,819 2,819 

介護予防訪問リハビリテーション       

実人数（月平均） 7 9 9 9 9 9 

延べ回数（月平均） 87.5 103.3 104.1 104.1 104.1 104.1 

保険給付費（年間、千円） 3,148 3,743 3,776 3,776 3,776 3,776 

介護予防居宅療養管理指導       

実人数（月平均） 3 2 2 2 2 2 

保険給付費（年間、千円） 261 312 312 312 312 312 

介護予防通所リハビリテーション       

実人数（月平均） 71 67 65 65 66 67 

保険給付費（年間、千円） 27,266 25,568 24,854 24,854 25,326 25,582 

介護予防短期入所生活介護       

実人数（月平均） 10 9 9 9 9 9 

延べ日数（月平均） 63.8 57.6 57 57 57 57 

保険給付費（年間、千円） 3,774 3,285 3,242 3,242 3,242 3,242 

介護予防短期入所療養介護（老健）       

実人数（月平均） 1 1 1 1 1 1 

延べ日数（月平均） 2.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

保険給付費（年間、千円） 241 309 309 309 309 309 

介護予防短期入所療養介護（病院等）       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

延べ日数（月平均） 0.0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（介護医療院）       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

延べ日数（月平均） 0.0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与       

実人数（月平均） 191 197 205 206 211 213 

保険給付費（年間、千円） 13,231 14,009 14,576 14,652 15,004 15,127 

特定介護予防福祉用具購入費       

人数（月平均） 4 4 4 4 4 4 

保険給付費（年間、千円） 1,018 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 

介護予防住宅改修費       

人数（月平均） 4 4 4 4 4 4 

保険給付費（年間、千円） 3,784 3,928 3,928 3,928 3,928 3,928 

介護予防支援       

実人数（月平均） 245 255 263 270 277 280 

保険給付費（年間、千円） 13,061 13,728 14,166 14,543 14,919 15,082 
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地域密着型居宅サービスは、認知症や中重度の要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地

域や自宅での生活が継続できるよう、地域の特性や事情に即した柔軟なサービス提供が可能なサ

ービスです。 

地域密着型サービスの推計にあたっては、サービス提供実績及びその整備状況等を基に今後の

見込みを推計しています。 

 

■地域密着型居宅サービス（介護給付）の見込量 

地域密着型居宅サービス（介護給付） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護       

実人数（月平均） 0  0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0  0 0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護       

実人数（月平均） 0  0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0  0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護       

実人数（月平均） 176 192 208 209 209 209 

延べ回数（月平均） 1,510.2 1,682.60 1,800.80 1,800.30 1,800.30 1,800.30 

保険給付費（年間、千円） 157,889 177,756 190,299 190,340 190,340 190,340 

認知症対応型通所介護       

実人数（月平均） 25 26 26 26 26 27 

延べ回数（月平均） 215.0 242.6 242.6 242.3 242.3 256.4 

保険給付費（年間、千円） 29,280 32,864 32,882 32,833 32,833 34,704 

小規模多機能型居宅介護       

実人数（月平均） 83 82 84 86 86 86 

保険給付費（年間、千円） 189,066 197,014 201,549 205,236 205,236 205,236 

看護小規模多機能型居宅介護       

実人数（月平均） 0 0 0 0 0 0 

保険給付費（年間、千円） 0 0 0 0 0 0 

■地域密着型居宅サービス（予防給付）の見込量 

地域密着型居宅サービス（予防給付） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

介護予防認知症対応型通所介護       

実人数（月平均） 1 1 1 1 1 1 

延べ回数（月平均） 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

保険給付費（年間、千円） 238 257 257 257 257 257 

介護予防小規模多機能型居宅介護       

実人数（月平均） 4 4 4 4 4 4 

保険給付費（年間、千円） 3,991 4,151 4,153 4,153 4,153 4,153 
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（４）居住系サービスの見込量 

居住系サービスは、サービス提供実績、本市及び近隣市も含めた整備計画、入居希望者の状況

等を基に今後の見込みを推計しています。 

利用ニーズの増加や提供強化に伴い、今後、サービス利用量は増加すると見込んでいます。 

 

■居住系サービス（介護給付、予防給付）の見込量 

居住系サービス（介護給付・予防給付） 

（地域密着型を含む） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

特定施設入居者生活介護       

実人数（月平均） 71 74 98 105 105 105 

保険給付費（年間、千円） 156,996 174,136 230,976 246,972 246,972 246,972 

認知症対応型共同生活介護       

実人数（月平均） 115 114 120 123 123 123 

保険給付費（年間、千円） 340,039 347,267 365,836 374,866 374,866 374,866 

地域密着型特定施設入居者生活介護       

実人数（月平均） 31 31 31 31 33 35 

保険給付費（年間、千円） 67,153 67,877 67,915 67,915 72,567 76,198 

介護予防特定施設入居者生活介護       

実人数（月平均） 10 10 12 15 15 15 

保険給付費（年間、千円） 7,730 9,148 10,503 13,009 13,009 13,009 

介護予防認知症対応型共同生活介護       

実人数（月平均） 4 3 3 3 3 3 

保険給付費（年間、千円） 9,987 8,586 8,591 8,591 8,591 8,591 
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（５）施設サービスの見込量 

介護保険施設サービスは、サービス提供実績、本市及び近隣市も含めた整備計画、入所希望者

の状況等を基に今後の見込みを推計しています。 

第８期計画では、新規の施設や介護医療院等への転換の整備計画、介護保険施設以外の高齢者

向け施設状況を踏まえて利用者の見込みを推計しています。 

 

■施設サービス（介護給付）の見込量 

施設サービス（介護給付） 

（地域密着型を含む） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

介護老人福祉施設       

実人数（月平均） 333 334 334 334 368 368 

保険給付費（年間、千円） 1,033,961 1,067,994 1,075,134 1,088,006 1,197,761 1,197,761 

介護老人保健施設       

実人数（月平均） 371 365 367 369 400 406 

保険給付費（年間、千円） 1,151,264 1,163,328 1,169,959 1,176,166 1,277,903 1,295,525 

介護医療院       

実人数（月平均） 62 63 91 125 138 138 

保険給付費（年間、千円） 240,641 246,801 353,259 483,869 541,555 541,555 

介護療養型医療施設       

実人数（月平均） 15 13 13 13   

保険給付費（年間、千円） 56,788 50,941 50,970 50,970   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護       

実人数（月平均） 48 49 49 49 54 53 

保険給付費（年間、千円） 161,865 166,700 166,793 166,793 183,707 180,002 
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４ 介護給付費等対象サービスの事業費の見込み 

介護給付費等対象サービスの事業費の見込みは、次のとおり見込んでいます。 

標準給付費見込額は、令和３年度が 5,447,738千円（54.4億円）、令和５年度が 5,871,570

千円（58.7億円）と見込んでいます。 

 

■介護給付費等の見込み 

（年間、千円） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

標準給付費見込額 5,326,306 5,447,738 5,665,552 5,871,570 6,117,198 6,200,892 

介護給付等保険給付費総計 4,920,050 5,051,484  5,270,709  5,458,693  5,696,500  5,754,190  

 

在宅サービス 1,693,626 1,748,706  1,770,773  1,781,536  1,779,569  1,819,711  

居住系サービス 581,905 607,014  683,821  711,353  716,005  719,636  

施設サービス 2,644,519 2,695,764  2,816,115  2,965,804  3,200,926  3,214,843  

その他費用 406,256 396,254 394,843 412,877 420,698 446,702 

 

特定入所者介護サービス費 272,975 252,428 242,247 250,382 255,140 270,902 

高額介護サービス等費 121,310 130,995 139,234 148,581 151,404 160,764 

高額医療合算介護サービス費等 8,444 8,853 9,282 9,732 9,917 10,530 

審査支払手数料 3,527 3,978 4,080 4,182 4,237 4,506 

 

また、地域支援事業費見込額は、令和３年度が 244,160 千円（2.4 億円）、令和５年度が

256,427千円（2.5億円）と見込んでいます。 

 

■地域支援事業費の見込み 

（年間、千円） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

地域支援事業費総計 238,728 244,160 250,041 256,427 249,755 216,694 

 

介護予防・日常生活支援総

合事業 
126,851 128,752 130,691 132,668 125,356 109,177 

包括的支援事業（地域包括

支援センターの運営）及び

任意事業費 

81,155 82,161 83,220 84,335 84,771 73,267 

包括的支援事業（社会保障

充実分） 
30,722 33,247 36,130 39,424 39,628 34,250 

 

標準給付費見込額と地域支援事業費総計の合計は、令和３年度が 5,691,898 千円（56.9 億

円）、令和５年度が 6,127,997千円（61.2億円）と見込んでいます。 

 

（年間、千円） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

見込値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 

合 計 5,565,034 5,691,898 5,915,593 6,127,997 6,366,953 6,417,586 

 

標準給付費見込額 5,326,306 5,447,738 5,665,552 5,871,570 6,117,198 6,200,892 

地域支援事業費総計 238,728 244,160 250,041 256,427 249,755 216,694 
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５ 介護保険料の見込み 

（１）保険料設定の基本的考え方 

① 費用負担の構成 

介護給付費等に係る費用のうち、１割（一定以上所得者は２割、特に所得が高い場合は３割）

はサービスを利用した本人が負担し、９～７割が保険から支払われます。保険から支払われる９

～７割は、その半分を国、県、市が公費で負担し、残り半分を 65歳以上の第１号被保険者（市

が保険料を徴収）と 40歳以上 64歳以下の第２号被保険者（医療保険と一緒に徴収）が支払う

保険料で負担します。 

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、全国での人口比によって定められます。第１

号被保険者の負担割合は、第５期計画では 21％でしたが、高齢化の進行に伴い、第６期計画で

は 22％、第７期計画・第８期計画では 23％となります。第８期の保険給付費と地域支援事業費

の負担の内訳は、下図のとおりです。 

 

■保険給付費、地域支援事業費の財源構成 

 

《保険給付費の財源構成》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地域支援事業費の財源構成》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※居宅給付費 ：施設等給付費以外の保険給付費 

※施設等給付費：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護に

係る給付費 

※保険給付費、介護予防・日常生活支援総合事業における国の負担割合には、調整交付金（５％全国平均値）が含まれる  

国

20.0%

都道府県

17.5%

市町村

12.5%

第２号

保険料

27.0%

第１号

保険料

23.0%

施設等給付費

国

25.0%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号

保険料

27.0%

第１号

保険料

23.0%

介護予防・日常生活支援総合事業費

国

38.5%

都道府県

19.25%

市町村

19.25%

第１号

保険料

23.0%

包括的支援事業費及び任意事業費

国

25.0%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号

保険料

27.0%

第１号

保険料

23.0%

居宅給付費
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② 負担能力に応じた保険料負担の考え方 

介護保険制度においては、各保険者が保険料区分の多段階化を行い、被保険者の負担能力に応

じた保険料の設定を行うこととされています。 

本市の第６期計画の介護保険料では、国が示す標準段階（9段階）を 11段階に細分化し、第

７期計画では、第６期計画の 11 段階から、従前の第 10 段階（400 万円以上 900 万円未満）

の層を３つに分けたうえで、13 段階に細分化、多段階化を行い、所得階層にきめ細かく対応し

た保険料設定を行いました。第８期計画においても、13段階を引き継ぐものとします。 

また、介護給付等保険給付費は一定以上所得者の利用者負担の見直し、その他費用のうち特定

入所者介護サービス費は資産等を勘案した見直しを行い、補正したものとしています。 

 

③ 介護給付費準備基金の取り崩し 

第１号被保険者の保険料は、概ね３年間を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければ

ならないとされており、各保険者では中期的に安定した財源確保を可能とする観点から、介護給

付費準備基金を設置しています。 

第７期計画の保険料設定にあたっては、この介護給付費準備基金を活用し保険料上昇を抑制し

ました。第８期計画においても基金を適切に活用し、第７期計画までに積み立てた介護給付費準

備基金３億 5千万円（令和２年度末見込み）から、2億 8,800万円の取り崩しを行い、第１号

被保険者保険料額の上昇幅の抑制を図ります。 

 

 

（２）第１号被保険者の保険料算出の仕組み 

政令により定められた保険料収納必要額は、次式によって算出します。 

 

保険料収納必要額 

 ＝（  介護給付費等標準給付費見込額  ＋ 地域支援事業費見込額 ） 

   × 0.5 × 0.46 

 ＋（  市町村特別給付等見込額     ＋ 調整交付金相当額 

   ＋  財政安定化基金拠出金見込額  ＋ 財政安定化基金償還金 

   ＋  審査支払手数料差引額     ＋ その他介護保険に要する費用 ） 

 －（  介護・予防給付費負担金     ＋ 調整交付金見込額 

   ＋  介護給付費交付金       ＋ 第７期介護給付費準備基金取崩額 

   ＋  財政安定化基金取り崩しによる交付額 

   ＋  補助金その他介護保険に要する費用のための収入額 ） 

※注 0.5：被保険者が負担する費用の割合、0.46：第１号被保険者の割合（全国ベース） 
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第８期計画の３年間の介護保険の事業費から第１号被保険者の保険料必要収納額は、次のよう

になります。 

なお、第８期計画では、介護給付費等標準給付費及び地域支援事業に関する事業量・事業費、

第１号被保険者の保険料は、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムを活用して算出し

ました。 

 

■第１号被保険者の保険料必要収納額 

（単位：千円） 

項番 内 容（計算式） 金 額 

(a) 標準給付費見込額 16,984,860 

(b) 地域支援事業費 750,627 

(b1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 392,110 

(b2) 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 249,716 

(b3) 包括的支援事業（社会保障充実分） 108,801 

(c) 合 計             (a)+(b) 17,735,487 

(d) 第１号被保険者負担分相当額   ((a)+(b))×23％ 4,079,162 

(e) 調整交付金相当額        ((a)+(b1))×5％ 868,849 

(f) 調整交付金見込額        ((a)+(b1))×本市の実際の割合(約 8.9％) 1,541,792 

(g) 市町村特別給付費等 0 

(h) 財政安定化基金拠出金見込額   (c)×0.0％ 0 

(i) 財政安定化基金償還金 0 

(j) 介護給付費準備基金取崩額 288,000 

(k) 審査支払手数料差引額 0 

(l) 市町村相互財政安定化事業負担額 0 

(m) 市町村相互財政安定化事業交付額 0 

(n) 保険料収納必要額 (d)+(e)-(f)+(g)+(h)+(i)-(j)+(k)+(l)-(m) 3,118,219 

※調整交付金見込額の率は、３年間の平均値です。 
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（３）介護保険料 

第１号被保険者の保険料算出により、第８期計画の保険料基準月額は、第７期計画と同額の

5,480円となります。 

なお、介護給付費準備基金取崩額がない場合は、保険料基準月額は、5,986円であり、介護給

付費準備基金の取り崩しによって、月額 506円の軽減となります。 

 

■第１号被保険者の介護保険料(基準月額） 

第６期 

平成 27～平成 29年度 

(2015～2017） 

第７期 

平成 30～令和２年度 

(2018～2020） 

第８期 

令和３～５年度 

(2021～2023） 

4,980 円 5,480 円 5,480 円 

 

 

本市の第８期計画の所得段階別の保険料は、次のようになります。 

■第１号被保険者の所得段階別の保険料(第８期） 

段 階 対 象 者 保険料率 保険料月額 保険料年額 

第１段階 

生活保護を受けている人 

世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けてい

る人、世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収

入額と合計所得金額を合わせて 80万円以下の人 

基準額 

×0.45 
2,466 円 29,592円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額

と合計所得金額を合わせて 80 万円を超え 120 万円以下

の人 

基準額 

×0.7 
3,836 円 46,032円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額

と合計所得金額を合わせて 120万円を超える人 

基準額 

×0.7 
3,836 円 46,032円 

第４段階 

市町村民税課税者がいる世帯で、本人が市町村民税非課

税及び前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて

80 万円以下の人 

基準額 

×0.85 
4,658 円 55,896円 

第５段階 

市町村民税課税者がいる世帯で、本人が市町村民税非課

税及び前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて

80 万円を超える人 

基準額 

×1.0 
5,480 円 65,760円 

第６段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万

円未満の人 

基準額 

×1.2 
6,576 円 78,912円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万

円以上 200万円未満の人 

基準額 

×1.3 
7,124 円 85,488円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万

円以上 300万円未満の人 

基準額 

×1.5 
8,220 円 98,640円 

第９段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万

円以上 400万円未満の人 

基準額 

×1.7 
9,316 円 111,792円 

第 10 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万

円以上 500万円未満の人 

基準額 

×1.85 
10,138円 121,656円 

第 11 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万

円以上 700万円未満の人 

基準額 

×2.0 
10,960円 131,520円 

第 12 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 700 万

円以上 900万円未満の人 

基準額 

×2.15 
11,782円 141,384円 

第 13 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 900 万

円以上の人 

基準額 

×2.30 
12,604円 151,248円 
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第７章 公平・公正な介護保険事業の運営 
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第７章 公平・公正な介護保険事業の運営 
 

１ 要介護認定について 

要介護認定調査については、認定調査の公平・公正さを高める観点から、新規申請に係る認定

調査については市が直接調査し、更新申請及び区分変更申請に係る認定調査については、市が直

接実施するか、市内の指定居宅介護支援事業者等に委託することとします。市は、認定調査が適

正に実施されるよう研修会等を実施し、利用者からの不満等を把握することにも努めていきます。 

なお、介護施設との認定調査委託契約締結については、原則として行わない方針とします。具

体的には、次のとおりとします。 

 

・要介護認定（更新）申請者が介護保険施設に入所している場合の認定調査は、市または同一法

人以外の指定居宅介護支援事業者が行うことを基本とします。 

・要介護認定（更新）申請者が施設に入所していない場合（病院等に入院している場合も含む。）

は、指定居宅介護支援事業者に委託しますが、数回に１回は市が直接または同行して調査する

ことに努めます。 

・市内の指定居宅介護支援事業者に委託する範囲は会津圏域内（福島県会津保健福祉事務所所管

内）とするとともに、ケアプランを作成した介護支援専門員には、その利用者の認定調査を行

わせないこととします。 

・引き続き、研修等を通して認定調査員の資質の向上に努めます。 

 

２ 介護認定審査会について 

本市の介護認定審査会は、喜多方地方広域市町村圏組合において実施されています。 

更新認定有効期間の上限は 36か月となっていましたが、令和３年４月より、上限は 48か月

に制度改正される予定です。 

 

３ 介護給付等費用の適正化について 

第７期計画期間より、介護給付の適正化のために行う介護給付適正化事業の主体的な取り組み

と目標を設定し、取り組んできました。 

また、調整交付金の算定にあたっては、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の

点検等、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付通知の主要５つの取組を勘案することとされて

います。 

介護給付の適正化に関する事項については、介護保険事業の運営に関することではありますが、

別途５章 99ページに「介護給付適正化計画」として記載しています。 
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４ 低所得高齢者に対するサービス等 

低所得の高齢者が、必要とするサービスを利用することができるよう、国の施策にあわせて実

施するとともに、喜多方市独自の施策を実施し負担軽減を図ります。 

 

① 居住費・食費の自己負担限度額 

介護保険施設を所得の低い方が利用する場合に、その利用が困難とならないよう、所得に応じ

た利用者負担段階が設定され、所得水準の比較的低い方の負担軽減を図っています。 

 

② 高額介護サービス費 

介護サービスの円滑な利用を図るため、高額介護（予防）サービス費を給付します。これは、

介護（予防）サービス費の自己負担分について、所得水準に応じ負担段階を設け負担軽減を図る

ものです。 

 

③ 高額医療・高額介護合算制度 

医療保険及び介護保険両制度において、自己負担額が著しく高額となった場合に、利用者負担

を軽減するため、一定の上限額を超える部分について、高額医療合算介護（予防）サービス費の

給付を行います。当該給付は、利用者の自己負担額の比率に応じ、医療保険者と介護保険者の按

分により給付することになります。 

 

④ 介護保険サービス利用料助成制度（喜多方市独自） 

介護保険サービス利用促進のため、また、低所得者の負担軽減のため、所得段階区分第１、第

２及び第３段階に属する方（生活保護受給者を除く）が、ケアプランに基づき利用した法定居宅

サービスに係る利用者負担額の 30％を助成する事業を引き続き実施します。 

 

⑤ 社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業 

低所得者のうち特に生計が困難である方で、一定の要件を満たす方が、社会福祉法人の提供す

るサービスを利用した場合において、利用者負担額の 25％（利用者負担第一段階の方は 50％）

を軽減する事業を実施し、サービスの利用促進及び利用者の負担軽減を図ります。 
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５ 相談・援助・苦情について 

介護保険制度においては、介護が必要となった場合には、被保険者または家族等が申請するこ

とにより保険者（市）から要介護認定を受け、利用者とサービス提供事業者が締結する契約に基

づき、サービスを受けることができます。 

その内容に不服がある場合、要介護認定に関する不服審査については県の介護保険審査会が行

い、介護サービスに関する苦情処理については、福島県国民健康保険団体連合会が取り扱うこと

となっています。また、利用者に最も身近な相談窓口として、高齢福祉課が、介護保険全体に対

する相談、援助、苦情等の対応にあたります。 

要介護認定の結果に対して苦情、疑問、不服等がある場合は、その認定を受けた方や家族に対

し、市個人情報保護条例及び情報公開条例の規定により、要介護認定に使用した情報を開示する

とともに、丁寧な説明を行うこととします。 

介護保険対象外の方も含め、より気軽に相談等ができるよう、地域包括支援センター等に相談

窓口を設け、高齢者に関する様々な相談に応じます。また、市内にある薬局・薬店は、介護サー

ビス等に関する相談を受ける「まちかど相談薬局」を設置しています。さらに、地域における身

近な相談者である民生児童委員との連携を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



‐130‐ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 計画の推進体制及び推進管理 
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第８章 計画の推進体制及び推進管理 
 

１ 計画の推進体制 

（１）進行管理のための組織体制 

本市の介護保険事業については、定期的に喜多方市介護保険運営協議会において審議すること

で計画に基づき適正に進められているか進行管理していきます。 

また、本市においては、喜多方市介護保険運営協議会の委員が喜多方市地域包括支援センター

運営協議会の委員、喜多方市地域密着型サービス運営委員会の委員も兼ねることとしていること

から、地域包括支援センターの定期的な点検を行い、その運営に関して適切に評価していくとと

もに、地域密着型サービスの適正な運営の確保を図るため、地域密着型サービスの運営の進行管

理も行います。 

喜多方市介護保険運営協議会においては、市民や関係団体の意見を十分に反映できるよう、透

明性を確保することに努めます。議事については公開制とし、希望する市民の傍聴を認めるとと

もに、議事録も公開することとします。 

令和７（2025）年に向けた地域包括ケアシステムの推進にあたっては、地域の関係者と合意

形成していく場として、既に実施されている「認知症施策連携会議」「在宅医療・介護連携会議」

「地域ケア会議」「生活支援支え合い会議」などを活用していきます。 
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２ 計画の推進管理 

介護保険運営協議会を定期的に開催し、本計画の進行管理にあたります。 

本計画においては、計画期間における取組を設定するとともに、その達成状況を評価するため

の目標についても設定しました。高齢者の自立支援・重度化防止に資すると考えられる取組を進

めていくために、プロセス（過程）とアウトカム（成果）それぞれに目標を設定しました。 

平成 30年度より、市町村や都道府県の自立支援・重度化防止等に関する取組を推進するため

の保険者機能強化推進交付金が創設され、また、令和２年度には、保険者による介護予防及び重

度化防止に関する取組についてさらなる推進を図るため、新たな介護予防・健康づくり等に資す

る取組に重点化した介護保険保険者努力支援交付金が創設されました。 

本市においても、県の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を

活用し、地域の実情の把握や課題の分析、評価を図るとともに、高齢者の自立支援・重度化防止

等に向けた必要な取組や新たな独自事業への積極的な展開を含めて、各種施策の一層の強化を図

ります。 

本計画期間の令和３年度から令和５年度においての進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクル

に沿って、計画の達成状況を年度ごとに評価、分析、課題の抽出、見直しを実施することとしま

す。 

また、社会情勢の変化や新たな国の施策、近隣市や市内の動向などに柔軟に対応し、必要に応

じ見直しをしていきます。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐlan 
計画 

Action 
見直し 

Check 
点検・評価 

指標や 

取組内容の決定 

取組内容や 

施策の見直し 

Do 
実行 

取組状況のチェック 

指標の達成状況の

評価 

計画に基づく 

取組内容の実施 
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参考資料 
 

１ 認知症自立度（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準）について 

(平成５年 10月 26日老健第 135号  改正 平成 18年４月３日老発第 0403003号 

厚生労働省老人保健福祉局長通知) 

ランク 判断基準 みられる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は

家庭内及び社会的にほぼ自立している。 
－ 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行動

や意志疎通の困難さが多少みられても、

だれかが注意していれば自立できる。 

－ 

 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 
たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管

理などそれまでできたことにミスが目立つ等 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 
服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との

対応などひとりで留守番ができない等 

Ⅲ 

日常生活に支障を来すような症状・行動

や意志疎通の困難さがみられ、介護を必

要とする。 

－ 

 

Ⅲa 
日中を中心として上記Ⅲの状態がみられ

る。 

着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・

時間がかかる 

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘

徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、

不潔行為、性的異常行為等 

Ⅲb 
夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられ

る。 
ランクⅢa に同じ 

Ⅳ 

日常生活に支障を来すような病状・行動

や意志疎通の困難さが頻繁にみられ、常

に介護を必要とする。 

ランクⅢに同じ 

Ｍ 

著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤

な身体疾患がみられ、専門医療を必要と

する。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状

や精神症状に起因する問題行動が継続する状態

等 
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２ 介護等対象サービスの実績及び見込み 

■介護サービスの見込み 

実人数（人）、延べ回数・日数（月平均、回・人）、保険給付費（年間、千円） 

 
平成 30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

実績値 実績値 見込値 計画値 計画値 計画値 参考値 参考値 

（１）居宅サービス 1,142,004 1,156,352 1,206,684 1,232,550  1,293,737  1,315,498  1,308,342  1,339,144  

 訪問介護 

実人数 226 229 257 225  226  228  228  228  

延べ回数 3,896.8 3,913.5 3,766.3 3,679.0  3,637.6  3,617.4  3,617.4  3,617.4  

保険給付費 131,256 138,338 141,813 137,859 136,160 135,297 135,297 135,297 

 訪問入浴介護 

実人数 38 36 36 37  39  41  38  39  

延べ回数 184.9 181.8 180.2 199.0  213.7  223.5  205.8  210.6  

保険給付費 25,919 25,658 26,148 29,045  31,206  32,639  30,059  30,761  

 
訪問看護 

実人数 87 90 111 116  117  119  119  119  

 延べ回数 489.1 504.4 520.9 617.3  617.6  623.3  623.3  623.3  

 保険給付費 38,470 40,226 46,278 50,595  50,790  51,189  51,189  51,189  

 
訪問リハビリテーシ

ョン 

実人数 22 29 32 38  39  39  39  40  

 延べ回数 294.8 385.1 386.4 406.3  414.7  414.8  414.8  420.7  

 保険給付費 10,919 14,140 14,074 14,888  15,208  15,207  15,207  15,459  

 居宅療養管理指導 
実人数 45 44 65 47  46  46  46  46  

 保険給付費 4,323 3,924 4,077 3,936  3,878  3,878  3,897  3,897  

 
通所介護 

実人数 495 512 538 527  528  530  536  554  

 延べ回数 4,179.9 4,356.3 4,503.2 4,581.8  4,642.6  4,693.8  4,763.6  4,924.7  

 保険給付費 391,573 406,239 429,550 435,031  439,283  442,926  447,046  462,270  

 
通所リハビリテーシ

ョン 

実人数 200 209 211 207  209  211  209  216  

 延べ回数 1,367.8 1,437.3 1,471.0 1,419.5  1,420.5  1,430.3  1,412.9  1,459.7  

 保険給付費 133,128 139,065 145,297 142,694  143,553  144,222  142,033  146,744  

 

短期入所生活介護 

実人数 170 167 159 135  131  131  128  135  

 延べ日数 1,297.0 1,295.8 1,281.0 1,208.8  1,189.5  1,182.5  1,142.9  1,215.0  

 保険給付費 118,269 116,837 112,379 110,897  108,913  108,319  104,238  110,874  

 
短期入所療養介護

（老健） 

実人数 29 22 18 17  17  17  17  16  

 延べ日数 190.3 130.3 109.8 105.8  105.4  105.4  105.4  99.6  

 保険給付費 23,999 16,764 14,015 13,547  13,494  13,489  13,489  12,644  

 
短期入所療養介護

（病院等） 

実人数 0 0 0 0  0  0  0  0  

 延べ日数 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 保険給付費 0 0 0 0  0  0  0  0  

 
短期入所療養介護

（介護医療院） 

実人数 0 0 0 0  0  0  0  0  

 延べ日数 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 保険給付費 0 0 0 0  0  0  0  0  

 福祉用具貸与 
実人数 606 639 684 703  705  711  707  731  

 保険給付費 100,078 100,917 105,432 108,449  108,803  109,887  107,442  111,056  

 特定福祉用具購入費 
人数 13 12 15 14  14  14  14  16  

 保険給付費 3,202 3,353 3,469 3,422  3,422  3,422  3,422  3,930  

 住宅改修費 
人数 9 10 8 10  10  10  10  10  

 保険給付費 8,713 9,182 7,156 8,051  8,051  8,051  8,051  8,051  

 
特定施設入居者生活

介護 

実人数 69 65 71 74  98  105  105  105  

保険給付費 152,155 141,709 156,996 174,136  230,976  246,972  246,972  246,972  
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実人数（人）、延べ回数・日数（月平均、回・人）、保険給付費（年間、千円） 

 
平成 30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

実績値 実績値 見込値 計画値 計画値 計画値 参考値 参考値 

（２）地域密着型サービス 978,225 980,879 945,292 989,478 1,025,274 1,037,983 1,059,549 1,061,346 

 
定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 
実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

地域密着型通所介護 

実人数 180 183 176 192  208  209  209  209  

 延べ回数 1,482.0 1,544.3 1,510.2 1,682.6  1,800.8  1,800.3  1,800.3  1,800.3  

 保険給付費 153,912 162,315 157,889 177,756  190,299  190,340  190,340  190,340  

 
認知症対応型通所介

護 

実人数 22 21 25 26  26  26  26  27  

 延べ回数 228.5 167.9 215.0 242.6  242.6  242.3  242.3  256.4  

 保険給付費 33,076 23,606 29,280 32,864  32,882  32,833  32,833  34,704  

 小規模多機能型居宅

介護 

実人数 88 90 83 82  84  86  86  86  

 保険給付費 212,482 214,189 189,066 197,014  201,549  205,236  205,236  205,236  

 認知症対応型共同生

活介護 

実人数 121 119 115 114  120  123  123  123  

 保険給付費 347,354 351,248 340,039 347,267  365,836  374,866  374,866  374,866  

 
地域密着型特定施設

入居者生活介護 

実人数 32 31 31 31  31  31  33  35  

保険給付費 74,417 70,598 67,153 67,877  67,915  67,915  72,567  76,198  

 
地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

実人数 49 47 48 49  49  49  54  53  

保険給付費 156,984 158,923 161,865 166,700  166,793  166,793  183,707  180,002  

 
看護小規模多機能型

居宅介護 

実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

（３）施設サービス 2,364,015 2,464,844 2,482,654 2,529,064 2,649,322 2,799,011 3,017,219 3,034,841 

 介護老人福祉施設 
実人数 349 336 333 334  334  334  368  368  

保険給付費 1,060,379 1,041,438 1,033,961 1,067,994  1,075,134  1,088,006  1,197,761  1,197,761  

 介護老人保健施設 
実人数 356 361 371 365  367  369  400  406  

保険給付費 1,110,684 1,146,790 1,151,264 1,163,328  1,169,959  1,176,166  1,277,903  1,295,525  

 介護医療院 
実人数 0 53 62 63  91  125  138  138  

 保険給付費 0 215,646 240,641 246,801  353,259  483,869  541,555  541,555  

 介護療養型医療施設 
実人数 49 16 15 13 13  13    

 保険給付費 192,952 60,970 56,788 50,941  50,970  50,970    

（４）居宅介護支援 
実人数 1,035 1,057 1,106 1,165  1,165  1,171  1,194  1,232  

保険給付費 181,017 189,510 195,103 209,836  209,791  210,657  214,646  221,573  

介護サービス保険給付費合計（Ａ） 4,665,261 4,791,585 4,829,733 4,960,928  5,178,124  5,363,149  5,599,756  5,656,904  
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■介護予防サービスの見込み 

実人数（人）、延べ回数・日数（月平均、回・人）、保険給付費（年間、千円） 

 
平成 30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

実績値 実績値 見込値 計画値 計画値 計画値 参考値 参考値 

（１）介護予防サービス 57,624 62,439 63,040 63,834 65,418 68,000 68,824 69,203 

 
介護予防訪問入浴介

護 

実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

延べ回数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
介護予防訪問看護 

実人数 13 13 9 10  11  11  11  11  

 延べ回数 69.2 63.0 43.9 42.8  50.6  50.6  50.6  50.6  

 保険給付費 3,847 3,487 2,587 2,433  2,819  2,819  2,819  2,819  

 
介護予防訪問リハビ

リテーション 

実人数 4 7 7 9  9  9  9  9  

 延べ回数 30.8 68.7 87.5 103.3  104.1  104.1  104.1  104.1  

 保険給付費 985 2,361 3,148 3,743  3,776  3,776  3,776  3,776  

 介護予防居宅療養管

理指導 

実人数 2 1 3 2  2  2  2  2  

 保険給付費 333 196 261 312  312  312  312  312  

 介護予防通所リハビ

リテーション 

実人数 75 73 71 67  65  65  66  67  

 保険給付費 29,179 28,362 27,266 25,568  24,854  24,854  25,326  25,582  

 
介護予防短期入所生

活介護 

実人数 12 13 10 9  9  9  9  9  

 延べ日数 61.0 69.8 63.8 57.6  57.0  57.0  57.0  57.0  

 保険給付費 3,920 4,880 3,774 3,285  3,242  3,242  3,242  3,242  

 
介護予防短期入所療

養介護（老健） 

実人数 1 1 1 1  1  1  1  1  

 延べ日数 1.4 2.6 2.8 3.4  3.4  3.4  3.4  3.4  

 保険給付費 160 231 241 309  309  309  309  309  

 
介護予防短期入所療

養介護（病院等） 

実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

 延べ日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
介護予防短期入所療

養介護（介護医療院） 

実人数 0 0 0 0 0 0 0 0 

 延べ日数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 保険給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸

与 

実人数 150 154 191 197  205  206  211  213  

 保険給付費 10,941 11,574 13,231 14,009  14,576  14,652  15,004  15,127  

 介護予防福祉用具購

入費 

人数 4 5 4 4  4  4  4  4  

 保険給付費 849 1,209 1,018 1,099  1,099  1,099  1,099  1,099  

 介護予防住宅改修費 
人数 5 5 4 4  4  4  4  4  

 保険給付費 4,321 4,373 3,784 3,928  3,928  3,928  3,928  3,928  

 
介護予防特定施設入

居者生活介護 

実人数 5 8 10 10  12  15  15  15  

保険給付費 3,089 5,766 7,730 9,148  10,503  13,009  13,009  13,009  

（２）地域密着型介護予防サービス 5,022 7,317 14,216 12,994 13,001 13,001 13,001 13,001 

 
介護予防認知症対応

型通所介護 

実人数 1 1 1 1  1  1  1  1  

 延べ回数 0.3 2.9 2.2 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  

 保険給付費 29 297 238 257  257  257  257  257  

 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

実人数 3 3 4 4  4  4  4  4  

 保険給付費 2,390 2,717 3,991 4,151  4,153  4,153  4,153  4,153  

 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

実人数 1 2 4 3 3  3  3 3 

 保険給付費 2,603 4,303 9,987 8,586  8,591  8,591  8,591  8,591  

（３）介護予防支援 
実人数 216 227 245 255  263  270  277  280  

保険給付費 11,539 12,118 13,061 13,728  14,166  14,543  14,919  15,082  

介護予防サービス保険給付費合計（Ｂ） 74,185  81,874  90,317  90,556 92,585 95,544 96,744 97,286 

         

総給付費（Ａ＋Ｂ） 4,739,446 4,873,459 4,920,050 5,051,484 5,270,709 5,458,693 5,696,500 5,754,190 
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■地域支援事業費の見込み（事業別） 

（年間、千円） 

 

平成 30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和７年度 

（2025） 

令和 22年度 

（2040） 

実績値 実績値 見込値 計画値 計画値 計画値 参考値 参考値 

介護予防・日常生活支援総合事業 123,082 125,444 126,851 128,752 130,691 132,668 125,356 109,177 

 

介護予防・生活支援サービス事業 96,980 98,996 100,413 101,920 103,458 105,027 96,573 80,498 

一般介護予防事業 26,102 26,448 26,438 26,832 27,233 27,641 28,783 28,679 

包括的支援事業(地域包括支援セン

ターの運営)及び任意事業 
82,089 81,393 81,155 82,161 83,220 84,335 84,771 73,267 

 包括的支援事業 

(地域包括支援センターの運営) 
65,211 63,635 61,831 61,831 61,831 61,831 62,151 53,717 

 任意事業 16,878 17,758  19,324 20,330 21,389 22,504 22,620 19,550 

  介護給付適正化事業 1,404 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 

  家族介護支援事業 2,377 2,693 2,626 2,774 2,929 3,093 3,110 2,659 

  その他の事業 13,097 13,635 15,268 16,126 17,030 17,981 18,080 15,461 

包括的支援事業（社会保障充実分） 21,160  22,238 30,722 33,247 36,130 39,424 39,628 34,250 

 

在宅医療・介護連携推進事業 4,605 3,226  3,037 3,067 3,098 3,129 3,145 2,718 

生活支援体制整備事業 8,240 10,678  15,841 18,217 20,950 24,092 24,217 20,930 

認知症初期集中支援推進事業 4,649 4,662  4,675 4,722 4,769 4,817 4,842 4,185 

認知症地域支援・ケア向上事業 3,180 2,772  6,344 6,407 6,472 6,536 6,570 5,678 

認知症サポーター活動促進・地域

づくり推進事業 
0  0  163 165 166 168 169 146 

地域ケア会議推進事業 486 900 662 669 675 682 685 593 

地域支援事業費合計 226,331 229,075 238,728 244,160 250,041 256,427 249,755 216,694 

  



‐142‐ 

３ 計画の策定経過及び介護保険運営協議会 

（１）計画の策定経過 

年月日 内 容 

令和２年５月 25日～ 

６月 24日 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

 対 象 者：令和２年３月１日現在、65歳以上の方で、要介護認定

を受けていない方及び要介護認定を受け在宅で過ご

されている要支援１・２の方 

 配 布 数：13,706件 

 有効回収数：10,023件  有効回収率：73.1％ 

 

在宅介護実態調査の実施 

 対 象 者：令和２年３月１日現在、65歳以上の方で、要介護認定

を受け在宅で過ごされている要介護１～５の方 

 配 布 数：1,540件 

 有効回収数：  794件  有効回収率：51.6％ 

令和２年５月 29日 第１回 喜多方市介護保険運営協議会 

・喜多方市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定スケジュー

ルについて 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

・在宅介護実態調査について 

令和２年８月 19日 第２回 喜多方市介護保険運営協議会 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果につ

いて 

令和２年 10月 30日 第３回 喜多方市介護保険運営協議会 

・第７期介護保険事業計画の評価について 

・第８期介護保険事業計画骨子（案）について 

・第８期介護保険事業計画期間中における施設整備計画（案）につい

て 

令和２年 12月 25日 第４回 喜多方市介護保険運営協議会 

・喜多方市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）につい

て 

令和３年２月 15日～ 

３月１日 

パブリックコメントの実施 

令和３年３月 23日 第５回 喜多方市介護保険運営協議会 

・パブリックコメントの結果について 
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（２）喜多方市介護保険条例（抜粋）及び喜多方市介護保険運営協議会規則 

 

○喜多方市介護保険条例（抜粋） 

（介護保険運営協議会） 

第11条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、市長の諮問

に応じ、介護保険に関する基本的な事項及び地域包括支援センター（法第115条の46第１項に

規定する地域包括支援センターをいう。）の運営に関する事項を審議するため、喜多方市介護

保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員15人をもって組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 被保険者を代表する委員 ５人 

(２) 事業者を代表する委員 ５人 

(３) 学識経験を有する委員 ５人 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行

うものとする。 

７ 協議会は、審議のために必要とするときは、市長に協議の上、被保険者その他の者の出席を

求め、意見を聴取することができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

○喜多方市介護保険運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、喜多方市介護保険条例（平成18年喜多方市条例第165号）第11条第２項

の規定に基づき、喜多方市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代

理する。 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、市長の諮問に応じ会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新

たに組織された協議会の最初に開催される会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。  
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５ 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとす

る。 

（会議録） 

第４条 会長は、書記をして次の事項を記載した議事録を調整させ、会長が指定した２人以上の

出席委員とともに、これに署名しなければならない。 

(１) 諮問事項の表示 

(２) 開会の期日及び場所 

(３) 出席した委員の氏名及び種別 

(４) 出席した関係者等の氏名及び職業 

(５) 審議の経過 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。 

（経費） 

第６条 協議会の経費は、毎年度喜多方市介護保険特別会計の定めるところによる。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

この規則は、平成18年１月４日から施行する。 

附 則（平成27年３月24日規則第５号） 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 
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（３）喜多方市介護保険運営協議会委員名簿 

選出区分 所属等団体名 氏 名 備 考 

一般公募 

第１号被保険者代表 大野  恒夫 会 長 

〃 佐藤 ツヤ子  

〃 上野  康男  

第２号被保険者代表 加藤  雅子  

〃 佐藤  聖子  

事業者代表 

喜多方医師会 飯 塚  卓  

会津薬剤師会喜多方方部 星  陽 子  

指定居宅介護支援事業者 遠藤  正子  

指定サービス提供事業者（在宅） 齋藤  己義  

指定サービス提供事業者（施設） 角田  竜一  

学識経験者 

喜多方市老人クラブ連合会 五十嵐  智  

喜多方市民生児童委員連合会 田中  芳行  

喜多方市社会福祉協議会 遠山  権司 職務代理者 

喜多方市障がい者相談支援事業所 穴澤  寿子  

太極拳ゆったり体操指導者 佐々木 洋子  

（順不同、敬称略） 
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４ 用語解説 

用 語 説 明 

【あ】  

一般介護予防事業 第１号被保険者のすべての人を対象にした、生活機能の維持または向上を図

るための事業。生活機能の維持や向上に向けた取組で、介護予防の基本的な知

識を普及したり、地域への積極的な参加やボランティアなどの育成などを支援

しています。 

ｅラーニング パソコンやタブレット、スマートフォンを使ってインターネットを利用して

学ぶ学習形態のことで、教材コンテンツを使用した学習を指します。 

教材コンテンツは、静止画、映像（動画）、音声、テキスト（文章）を組み

合わせて構成されたマルチメディア教材で、視覚や聴覚など複数の感覚に同時

に訴えかけることで学習効果のアップを促します。 

ＮＰＯ 

（エヌ・ピー・オー、民

間非営利組織） 

ボランティア活動やメセナに代表される営利を目的としない、各種の公益活

動や市民的活動を行う組織・団体のことをいいます。近年、我が国においても

社会福祉や教育・文化・スポーツ、国際交流・協力など多様な分野の活動が広

がっています。 

平成 23年６月の特定非営利活動促進法の改正により、20分野の活動が規定

されています。 

【か】  

介護医療院 平成 29 年度に廃止（令和６年度までを移行期間とする）が決定した介護療

養型医療施設の主な転換先として、平成 30 年４月より創設された要介護者向

けの介護施設で、介護療養型医療施設が持つ「医療」、「介護」、「生活支援」に

加え、「住まい」の機能を持った長期療養を目的とした施設のこと。 

介護給付 被保険者が要介護状態の場合に受ける保険給付であり、以下のものがありま

す。 

１．居宅サービスの利用（居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費） 

２．地域密着型介護サービスの利用（地域密着型介護サービス費、特例地域密

着型介護サービス費） 

３．特定福祉用具の購入費（居宅介護福祉用具購入費） 

４．住宅改修費（居宅介護住宅改修費） 

５．居宅介護支援の利用（居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計

画費） 

６．施設サービスの利用（施設介護サービス費、特例施設介護サービス費） 

７．自己負担が高額な場合（高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス

費） 

８．低所得者の施設利用の際に居住費や食費が一定の基準額を超える場合（特

定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費） 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

要介護者または要支援者からの相談に応じるとともに、心身の状況に応じて

適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サー

ビス事業者及び介護保険施設等との連絡調整を行います。 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、

理学療法士、作業療法士、管理栄養士、介護福祉士などの専門職で、実務経験

を有している人を対象に、都道府県が試験・研修を行い、その修了者に資格が

与えられます。介護支援専門員は要介護者等が自立した日常生活を営むのに必

要な援助に関する専門的知識及び技術を有する人で、介護支援サービス機能の

要となることから、その倫理性や質が求められてきます。介護保険法の改正に

より、更新制度が設けられることとなりました。 
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用 語 説 明 

介護報酬 介護保険制度において、サービス提供者や介護保険施設が介護サービスを提

供した場合に、その対価として支払われる報酬をいいます。医療保険における

診療報酬に対応する言葉です。 

提供されるサービスごとに、サービス提供者の種類及び要介護度ごとに細分

化されています。また、地域加算や提供するサービスの内容・時間帯による加

算など、各種の加算があります。 

介護保険施設 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設をいい

ます。 

介護保険審査会 介護保険の保険者が下した行政処分に対し、被保険者からの不服申立の審

理・裁決を行うため、都道府県に設置が義務づけられた第三者機関。 

介護予防事業 介護保険制度の中では、介護保険本体の給付として導入される新介護予防給付

と、市町村の地域支援事業として実施される介護予防事業に整理されます。 

介護療養型医療施設 

（療養病床等） 

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする要介護者のための医療施設

で、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお

ける介護その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を行います。 

介護療養型医療施設については、平成 29 年度末をもって廃止される予定で

したが、６年間の延長がなされることとなりました。 

なお、要介護者に対して「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介

護）」を一体的に提供する施設として、新たに「介護医療院」が創設されます。 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護者が入所して、施設サービス

計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。 

介護老人保健施設 状態が安定している要介護者が在宅復帰できるよう、施設サービス計画に基

づいて、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必要な医療、

日常生活上の世話を行います。 

居宅介護支援、介護予防

支援 

居宅介護支援は、居宅要介護者が居宅サービス、地域密着型サービス、その

他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉

サービスの適切な利用等をすることができるよう、居宅要介護者の依頼を受け

て、心身の状況、置かれている環境、居宅要介護者及び家族の希望等を勘案し、

利用する居宅サービスの種類及び内容や担当者等を含めた居宅サービス計画

を作成するとともに、居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保

されるよう、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等との

連絡調整、その他の便宜の提供を行います。また、居宅要介護者が介護保険施

設や地域密着型介護老人福祉施設への入所を要する場合にあっては、介護保険

施設や地域密着型介護老人福祉施設への紹介、その他の便宜の提供を行いま

す。 

介護予防支援は、居宅要支援者が介護予防サービス、地域密着型介護予防サ

ービス、その他の介護予防に資する保健医療サービスまたは福祉サービスの適

切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員が、居宅要

支援者の依頼を受けて、心身の状況、置かれている環境、居宅要支援者及びそ

の家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、

担当者等を定めた介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービ

ス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予

防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等との連絡調整、

その他の便宜の提供を行います。 

居宅介護支援は指定居宅介護支援事業者が、また、介護予防支援は地域包括

支援センターが主として作成します。 
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用 語 説 明 

看護小規模多機能型居

宅介護 

（旧複合型サービス） 

平成 23 年６月に成立した改正介護保険法により新設されたサービスです。

居宅要介護者に対して、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所

生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応

型訪問介護、認知症対応型通所介護または小規模多機能型居宅介護を２種類以

上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多

機能型居宅介護の組み合わせその他の居宅要介護者について一体的に提供さ

れることが特に効果的かつ効率的なサービスの組み合わせにより提供される

サービスをいいます。 

居宅サービス、介護予防

サービス 

居宅サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活

介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介

護、福祉用具貸与をいいます。 

介護予防サービスは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防

訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリ

テーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予

防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具

販売をいいます。 

居宅療養管理指導、介護

予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、居宅要介護者について、病院、診療所または薬局の医

師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行います。 

介護予防居宅療養管理指導は、居宅要支援者について、介護予防を目的とし

て、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅

を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 

ケアプラン 

（介護サービス計画） 

ケアプランは、要介護者・要支援者の心身の状況や置かれている環境、本人

や家族の希望等を踏まえ、課題、目標、サービスの内容について決められるも

の。在宅の介護サービス計画は、①健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、

②利用するサービス等の種類・内容・担当者、③提供日時、④各サービスの目

標と達成期間、⑤サービス提供上の留意事項、⑥本人の負担額を内容とします。

在宅の介護サービス計画は、利用者個人が作成することもできますが、指定居

宅介護支援事業者に依頼して、ケアマネジメント（居宅介護支援）サービスを

利用して作成することもできます。ケアマネジメントサービスを利用する場合

は、①地域のサービス内容や料金の情報提供を受け、②原案が作成され、③サ

ービス担当者による会議（ケアカンファレンス）等を通じた原案の検討を経て、

④利用者に対する内容の説明と文書による合意によって決定され、⑤必要に応

じてその後変更が行われます。 

ケアマネジメント 

（ケアマネジメントシ

ステム） 

要介護認定の後、介護支援専門員等によって行われる「課題分析、サービス

計画作成、サービス提供、サービスのモニタリング、再評価」の一連の活動を

指します。要介護者等のサービス利用者が、そのニーズを満たす保健医療福祉

サービスを適合させるために、サービス利用者とその家族へのケアサービス提

供のマネジメントを行うことによって社会資源が効率的・効果的に利用され、

費用対効果が上がることもねらいとします。 
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軽度認知機能障害 

（ＭＣＩ） 

物忘れが主たる症状であるが、日常生活への影響はほとんどなく、認知症と

は診断できない状態のこと。 

軽度認知障害は正常と認知症の中間ともいえる状態で、その定義は下記のと

おりです。 

１．年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障がいが存在する 

２．本人または家族による物忘れの訴えがある 

３．全般的な認知機能は正常範囲である 

４．日常生活動作は自立している 

５．認知症ではない 

記憶力に障がいがあって物忘れの自覚があるが、記憶力の低下以外に明らか

な認知機能の障がいがみられず、日常生活への影響はないか、あっても軽度の

ものである場合ですが、軽度認知障害がある人は年間で 10～15％が認知症に

移行するとされており、認知症の前段階と考えられています。 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種で、無料または低額な料金で、高

齢者を入所させ、給食その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とす

る施設です。 

主に収入の少ない人（収入が利用料の２倍程度以下）で身寄りのない人また

は家庭事情により家族と同居が不可能な人を対象とする軽費老人ホームＡ型、

家庭環境、住宅事情により居宅において生活が困難な人（自炊ができない程度

の健康状態にある人を除く）を対象とする軽費老人ホームＢ型、介護利用型軽

費老人ホーム（ケアハウス）の３種類があります。 

介護保険の適用については、軽費老人ホームの居室は居宅に含まれることか

ら、入所者が要介護者または要支援者に該当すれば訪問介護等の居宅サービス

が受けられるほか、一定条件を整えれば特定施設入居者生活介護等を行うこと

もできます。 

高額介護サービス費 要介護者等が居宅サービスや施設サービスを利用して保険給付を受け、支払

った自己負担額が一定の基準額を超えた場合に、要介護者については高額介護

サービス費が、また、要支援者については高額介護予防サービス費が支給され

ます。超えた分が払い戻されることにより負担が一定額を上回らないよう自己

負担額の軽減が図られます。 

高額医療合算介護サー

ビス費 

医療保険と介護保険によって、医療費や介護サービス費の一部を負担すれ

ば、医療や介護を受けられますが、１回ごとの自己負担は軽くても、長期間に

わたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありま

せん。 

これまでも、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて

自己負担を軽くする制度（高額療養費、高額介護サービス費など）がありまし

たが、平成 20 年４月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」

は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負

担の軽減を図る制度であり、介護保険側では高額医療合算介護サービス費とい

います。 

行動・心理症状 

（ＢＰＳＤ） 

認知症の中核症状（記憶障がい、見当識障がい、言語障がい、実行機能障が

い、失行、失認）に付随して発生する二次的な症状のことで、周辺症状とも呼

ばれています。妄想、うつ・アパシー（意欲が低下して引きこもりがちになる

状態）、徘徊、暴力や興奮などの症状で、本人の行動や心理状態によって現れ

方が異なります。 

【さ】  

サービス付き高齢者向

け住宅 

高齢者単身・夫婦世帯が安心して暮らせる賃貸等の住まい。安否確認サービ

ス、生活相談サービスが必須のサービスとしてあるほか、介護・医療・生活支

援サービスが提供・併設される場合があります。一定条件を整えれば特定施設

入居者生活介護等を行うこともできます。 
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財政安定化基金 保険者である市町村の介護保険特別会計の財源に不足が生じた場合に、一般

会計から特別会計への繰入れを回避するため、介護保険財政の安定化に必要な

費用を交付・貸与することを目的として、都道府県が設置する基金（積立金）

のこと。 

施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院

をいいます。 

市町村特別給付 介護保険において介護給付と予防給付のほかに、要介護状態の軽減もしくは

悪化の防止または要介護状態となることの予防に資する保険給付として、市町

村が条例で定める保険給付をいいます。介護給付と予防給付に対して「横出し

サービス」といわれます。費用は原則として第１号被保険者の保険料によって

賄います。 

住宅改修費、介護予防住

宅改修費の支給 

廊下や階段に手すりを取り付けるといった、工事を伴う軽易な改修が対象で

す。 

具体的には、①廊下や階段、浴室やトイレなどの手すりの取り付け、②段差

の解消、③滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更、④引き戸などへ

の扉の取替え、⑤和式便器から洋式便器への取替え、⑥上記①から⑤のために

必要な工事があります。 

主任ケアマネジャー 介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格を有し、居宅介護支援事業所のケ

アマネジャーに対するケアプラン作成技術の指導等、地域包括的ケアマネジメ

ントの中核的な役割を担う専門職で一定の研修を終了した人。 

就労的活動支援コーデ

ィネーター（就労的活動

支援員） 

役割がある形での高齢者の社会参加等の促進のため、就労的活動の場を提供

できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とのマッチ

ングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする人。 

小規模多機能型居宅介

護、介護予防小規模多機

能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は、小規模な拠点で通所を中心に、利用者の選択に

応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービ

スを提供します。 

介護予防小規模多機能型居宅介護は、介護予防を目的として、一定の期間に

わたり、小規模な拠点で通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービ

スや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを提供します。 

市町村特別給付 第１号被保険者の保険料を財源として、要介護者・要支援者に対し、市町村

が条例で定めることにより行う、法律で定められた保険給付以外の独自の給付

のこと。 

自立支援に資するケア

マネジメント 

これまでのケアマネジメントは、お世話型であり本人の根本的な課題解決に

なっておらず、介護サービスを提供することが却って生活の不活発を助長する

結果となり、要介護度の重度化のおそれがあるとするもの。これに対して、自

立支援に資するケアマネジメントでは、むやみに介護サービスを投入すればよ

いとするのではなく、本人の現在置かれている根本的な原因に対して的確なア

セスメントを行い、残存機能の維持・向上・悪化の防止の観点から必要なサー

ビスを投入しようとするもの。 

シルバー人材センター 定年退職後等で長期の就職することは望まないが、長年の経験と能力を活か

して働く意欲を持つ高齢者の方が集まり会員として登録し、県や市、民間事業

所、家庭等から高齢者にふさわしい仕事を受け、各人の希望や能力に応じた仕

事をすることにより、地域社会の発展に寄与することを目的として活動してい

る公益法人。 

審査支払手数料 都道府県の国民健康保険団体連合会が行う、介護報酬の請求審査・支払行為

に対して、保険者（市町村）が当該連合会に支払う対価のことです。 
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人生会議 

（ＡＣＰ） 

もしものときのために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族

等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のことです。 

生活支援コーディネー

ター 

新しい総合事業において、地域の支え合いの体制づくりを推進するための地

域資源の開発やネットワーク構築等の役割を担う人をいいます。 

成年後見制度 認知症性高齢者や知的障がい者、精神障がい者等で、主として意思能力が十

分でない人を対象として、その人の財産がその人の意思に即して保全活用さ

れ、また、日常生活の場面において、主体性がよりよく実現されるよう、財産

管理や日常生活での援助をする制度です。後見類型（判断能力を欠く）、保佐

類型（判断能力が著しく不十分）、補助類型（判断能力が不十分）の３類型が

あります。 

【た】  

第１号被保険者 市内に住所を有する 65 歳以上の方をいいます。ただし、第１号被保険者が

介護保険施設に入所するために住所を変更した場合は、変更前の市町村の被保

険者となります（住所地特例）。第１号被保険者の保険料は、政令に定める基

準に従って市町村が定めた保険料率により算定します。 

第２号被保険者 市内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の医療保険加入者をいいます。第２

号被保険者の保険料は市町村では徴収せず、加入する医療保険者が介護保険料

を徴収します。 

短期入所生活介護、介護

予防短期入所生活介護

（特別養護老人ホーム

などのショートステイ） 

短期入所生活介護は、居宅要介護者について、特別養護老人ホームや老人短

期入所施設に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話や機能訓練を行います。 

介護予防短期入所生活介護は、居宅要支援者について、特別養護老人ホーム

や老人短期入所施設に短期間入所して、介護予防を目的として、一定の期間に

わたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を

行います。 

短期入所療養介護、介護

予防短期入所療養介護 

（老人保健施設や医療

機関などのショートス

テイ） 

短期入所療養介護は、居宅要介護者について、介護老人保健施設や介護療養

型医療施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練

その他必要な医療、日常生活上の世話を行います。 

介護予防短期入所療養介護は、居宅要支援者について、介護老人保健施設や

介護療養型医療施設に短期間入所して、介護予防を目的として、一定の期間に

わたり、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日

常生活上の支援を行います。 

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』

や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会のこと。 

地域ケア会議 高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に

進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法のことで、高齢者の個

別課題の分析を積み重ねることから地域に共通した課題を明確化し、課題解決

に必要な資源開発や地域づくり、計画への反映などの政策形成につなげていき

ます。 

地域支援事業 被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等とな

った場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援するために実施する事業です。地域支援事業には、大きく分

けると、介護予防事業（介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）

に移行）、包括的支援事業、任意事業の３つがあります。詳細は本編を参照し

て下さい。 
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地域包括支援センター 地域支援事業の包括的支援事業、また、新予防給付の介護予防支援等の事業

を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的とする施設です。地域包括支援センター１か所につき、保健師（主に介護予

防ケアマネジメントを担当）、社会福祉士（主に地域支援の総合相談・権利擁

護を担当）、主任ケアマネジャー（主に包括的継続的マネジメントの支援を担

当）が各々１名以上ずつ配置され、チームアプローチにより取り組みます。詳

細は本編を参照して下さい。 

地域密着型サービス、地

域密着型介護予防サー

ビス 

地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護をい

います。 

地域密着型介護予防サービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防

小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいいます。 

地域密着型通所介護 居宅要介護者について、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターに

通所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練

を日帰りで行います。平成 28 年度より、通所介護のうち定員 18人以下のもの

が地域密着型通所介護に移行し創設されました。 

地域密着型特定施設入

居者生活介護 

有料老人ホームなどの特定施設のうち入居定員が 29 人以下の小規模な介護

専用型特定施設に入居する要介護者について、地域密着型特定施設が提供する

サービスの内容や担当者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

特別養護老人ホームのうち入所定員が 29 人以下の小規模な施設に入所する

要介護者について、地域密着型施設サービス計画（地域密着型介護老人福祉施

設に入所している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容や担

当者等を定めた計画をいいます）に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

チームオレンジ 地域で暮らす認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポータ

ーを結びつけるための令和元年度より開始した取組で、近隣の認知症サポータ

ーがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援等を行

います。認知症の人もメンバーとして参加します。 

調整交付金 市町村間の介護保険の財政力の格差を調整するために国が交付するもので、

国が負担する給付費の 25％（施設給付費は 20％）のうち５％が、第１号被保

険者の年齢階級別分布状況、所得分布状況等を考慮し、調整して配分されます。 

通所介護 

（デイサービス） 

通所介護は、居宅要介護者について、特別養護老人ホームや老人デイサービ

スセンターに通所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話、機能訓練を日帰りで行います。 

介護予防通所介護は、居宅要支援者について、介護予防を目的として、特別

養護老人ホームや老人デイサービスセンターに通所して、一定の期間にわた

り、日常生活上の支援等を行う共通的なサービスと、その人の目標に合わせた

選択的サービス（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビ

ティ等）を日帰りで行います。 

なお、従来の介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業（総合

事業）に移行しました。 
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通所リハビリテーショ

ン、介護予防通所リハビ

リテーション 

（デイケア） 

通所リハビリテーションは、居宅要介護者について、介護老人保健施設や病

院・診療所に通所して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助け

るために、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを日帰りで行

います。 

介護予防通所リハビリテーションは、居宅要支援者について、介護老人保健

施設や病院・診療所に通所して、介護予防を目的として、一定の期間にわたり、

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを日帰りで行います。 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

平成 23 年６月に成立した改正介護保険法により新設されたサービスです。

居宅要介護者に対して、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて、居宅において

介護福祉士などが入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行

うとともに、看護師などにより行われる療養上の世話または必要な診療の補助

を行うものです。 

特定施設入居者生活介

護、介護予防特定施設入

居者生活介護 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームやケアハウスに入居している要

介護者について、特定施設が提供するサービスの内容や担当者等を定めた計画

に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機

能訓練、療養上の世話をします。 

介護予防特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームやケアハウス（介護専

用型特定施設を除きます）に入居している要支援者について、介護予防を目的

として、特定施設が提供するサービスの内容や担当者等を定めた計画に基づき

行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練、

療養上の世話をします。 

特定入所者介護サービ

ス費 

低所得者が施設サービス、短期入所サービスを受けたとき、食事の提供に要

した費用、居住または滞在に要した費用について、一定の基準額を超えた場合

に、要介護者については特定入所者介護サービス費が、また、要支援者につい

ては特定入所者支援サービス費が支給されます。 

特定福祉用具購入費、特

定介護予防福祉用具購

入費 

特定福祉用具購入費は、居宅要介護者について、福祉用具のうち入浴または

排せつの用に供するもの等を都道府県の指定を受けた販売事業者から購入を

した場合に、購入費を保険給付します。 

特定介護予防福祉用具購入費は、居宅要支援者について、福祉用具のうち介

護予防に資するものであって、入浴または排せつの用に供するもの等を都道府

県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費を保険給付しま

す。 

具体的には、腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフ

トのつり具があります。 

【な】  

日常生活圏域 市町村の住民が日常生活を営んでいる地域として地理的条件、人口、交通事

情その他社会的上条件、介護給付対象サービスを提供するための施設の整備そ

の他の条件を総合的に勘案して定める区域。 

認知症 後天的な大脳の器質的障がいのため、一度獲得された知能が低下した状態。

脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症などの種類が

あります。日常生活に支障が生じるまでの記憶障がい、判断機能などの進行的

な低下があります。また、人によって差がありますが、幻覚、妄想、徘徊、異

食、過食、攻撃的行動、不安、抑うつなどの症状もあります。 

認知症対応型共同生活

介護、介護予防認知症対

応型共同生活介護 

（グループホーム） 

認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症の状態にある人につ

いて、共同生活を営むべき住居において、スタッフの介護を受けながら、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。 

介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者（要支援２に限ります）で

あって認知症の状態にある人について、共同生活を営むべき住居において、ス

タッフの介護を受けながら、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の支援、機能訓練を行います。 
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認知症対応型通所介護、

介護予防認知症対応型

通所介護 

認知症対応型通所介護は、居宅要介護者であって認知症の状態にある人につ

いて、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターに通所して、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を日帰りで行います。 

介護予防認知症対応型通所介護は、居宅要支援者であって認知症である人に

ついて、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターに通所して、介護予

防を目的として、一定の期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の支援、機能訓練を日帰りで行います。 

認知症施策推進大綱 令和元年６月に認知症施策推進関係閣僚会議において厚生労働省がとりま

とめたもので、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生

活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら｢共生｣と

｢予防｣を車の両輪として施策を推進していくことを基本的考えとした方針。 

【は】  

福祉用具貸与、介護予防

福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、居宅要介護者について、福祉用具（日常生活上の便宜を図

るための用具、機能訓練のための用具であって要介護者等の日常生活の自立を

助けるためのもの）の貸与を行います。 

介護予防福祉用具貸与は、居宅要支援者について、介護予防を目的として、

福祉用具の貸与を行います。 

具体的には、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、

体位変換器、手すり（工事を伴わないもの）、スロープ（工事を伴わないもの）、

歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具を除

きます）、自動排泄処理装置があります。介護保険法の改正により、要支援１・

２及び要介護１の人には、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ず

れ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具を

除きます）、また、要支援１・２及び要介護１～３の人には、自動排泄処理装

置については、原則として保険給付の対象となりません。 

フレイル 

（虚弱） 

加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態を

表す“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語で、要介護

状態に至る前段階として位置づけられ、身体的脆弱性のみならず精神・心理的

脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障がいや死亡を

含む健康障がいを招きやすいハイリスク状態のこと。 

訪問介護 

（ホームヘルプサービ

ス） 

訪問介護は、居宅要介護者であって、居宅（軽費老人ホーム、有料老人ホー

ムその他の施設における居室を含む）に介護福祉士やホームヘルパーが訪問し

て、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行います。 

介護予防訪問介護は、居宅要支援者であって、居宅（軽費老人ホーム、有料

老人ホームその他の施設における居室を含む）に介護福祉士やホームヘルパー

が訪問して、介護予防を目的として、一定の期間にわたり、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の支援を行います。 

なお、従来の介護予防訪問介護は、介護予防・日常生活支援総合事業（総合

事業）に移行しました。 

訪問看護、介護予防訪問

看護 

訪問看護は、居宅要介護者について、居宅（軽費老人ホーム、有料老人ホー

ムその他の施設における居室を含む）に看護師等が訪問して、療養上の世話、

必要な診療の補助を行います。 

介護予防訪問看護は、居宅要支援者について、居宅（軽費老人ホーム、有料

老人ホームその他の施設における居室を含む）に看護師等が訪問して、介護予

防を目的として、一定の期間にわたり、療養上の世話、必要な診療の補助を行

います。 

  



‐155‐ 

用 語 説 明 

訪問入浴介護、介護予防

訪問入浴介護 

訪問入浴介護は、居宅要介護者について、居宅（軽費老人ホーム、有料老人

ホームその他の施設における居室を含む）に訪問入浴車などが訪問して、浴槽

を提供して入浴の介護を行います。 

介護予防訪問入浴介護は、居宅要支援者について、居宅（軽費老人ホーム、

有料老人ホームその他の施設における居室を含む）に浴室がない場合や、感染

症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合に限定して、

介護予防を目的として、一定の期間にわたり、居宅に訪問入浴車などが訪問し

て、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

訪問リハビリテーショ

ン、介護予防訪問リハビ

リテーション 

訪問リハビリテーションは、居宅要介護者について、居宅（軽費老人ホーム、

有料老人ホームその他の施設における居室を含む）に理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士が訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助け

るため、理学療法、作業療法、その他のリハビリテーションを行います。 

介護予防訪問リハビリテーションは、居宅要支援者について、居宅（軽費老

人ホーム、有料老人ホームその他の施設における居室を含む）に理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士が訪問して、介護予防を目的として、一定の期間にわ

たり、理学療法、作業療法、その他のリハビリテーションを行います。 

保険給付 介護保険法による保険給付には、以下の３つがあります。 

１．被保険者の要介護状態に関する介護給付 

２．被保険者の要支援状態に関する予防給付 

３．要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予

防に資する保険給付として条例で定める市町村特別給付 

保健師 厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事し 

ます。 

【や】  

夜間対応型訪問介護 居宅要介護者について、24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間、定期

的な巡回訪問や通報システムにより、居宅に介護福祉士やホームヘルパーが訪

問して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行います。 

有料老人ホーム 老人福祉施設である特別養護老人ホーム等の老人ホームの入所要件に該当

しない高齢者や、自らの選択によりその多様なニーズを満たそうとする高齢者

を対象とする民間の入所施設です。サービスの内容は契約によって決められま

すが、一般的には、食事、相談、助言、健康管理、治療への協力、レクリエー

ションなどのサービスが提供されます。介護を必要とする状態になった場合

は、その施設で終身介護をする場合やそうでない場合など様々なタイプがあり

ます。なお、利用料は全額自己負担になります。介護保険法では有料老人ホー

ムは、原則として居宅サービスとして位置づけられます。なお、一定条件を整

えれば特定施設入居者生活介護等を行うこともできます。 

ユニバーサルデザイン ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべ

ての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無等にかかわらず、最

初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいい

ます。 

要介護者 次のいずれかに該当する人をいいます。 

１．要介護状態である 65歳以上の人 

２．要介護状態にある 40歳以上 65歳未満の人であって、その要介護状態の原

因である身体上または精神上の障がいが加齢に伴って生ずる心身の変化

に起因する一定の疾病（「特定疾病」といいます）によって生じたもので

あるもの 
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要支援・要介護状態 身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生

活における基本的な動作の全部または一部について、一定の期間にわたり継続

して、常時支援・介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の

程度に応じて定められる区分（要支援１、要支援２の２区分及び要介護１から

要介護５までの５区分）のいずれかに該当するものをいいます。 

要介護度 

（要介護状態区分） 

要介護状態を介護の必要の程度に応じて定めた区分のことをいいます。要介

護認定等基準時間（介護の手間を表す指標）に基づき、その状態が定められて

います。 

要支援は、要支援１と要支援２の２区分、また、要介護は、部分的介護を要

する状態から最重度の介護を要する状態まで、要介護１から要介護５までの５

区分になっています。 

要介護認定 介護給付を受けようとする被保険者の申請によって、その要件となる要介護

者に該当すること及び該当する要介護度（要介護状態区分）について、全国一

律の基準に従って市町村が行う認定を指します。心身の状況等に関する認定調

査の結果と疾病や負傷の状況に関する主治医意見書に基づき、介護認定審査会

において審査判定が行われ、その結果に従い、市町村が要介護認定を行います。

要支援認定の申請であっても審査判定の結果、要介護に該当する場合には要介

護認定が行われます。認定によって介護保険の給付の額が決定するという点

で、極めて重要な手続きであるため、公正かつ的確に実施されなければなりま

せん。 

養護老人ホーム 老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種です。概ね 65 歳以上の人であっ

て、身体上、精神上または環境上の理由及び経済的理由により、居宅において

養護を受けることが困難な人を入所させて、養護することを目的とする施設で

す。入所者本人の負担能力、扶養義務者の負担能力に応じて費用徴収が行われ

ます。 

予防給付 被保険者が要支援状態の場合に受ける保険給付であり、以下のものがありま

す。介護給付と比べると、施設サービスが給付対象とならない点で異なります。 

１．介護予防居宅サービスの利用（介護予防サービス費、特例介護予防サービ

ス費） 

２．地域密着型介護予防サービスの利用（地域密着型介護予防サービス費、特

例地域密着型介護予防サービス費） 

３．介護予防福祉用具の購入費 

４．介護予防住宅改修費 

５．介護予防支援の利用（介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計

画費） 

６．自己負担が高額な場合（高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防

サービス費） 

７．低所得者の施設利用の際に居住費や食費が一定の基準額を超える場合（特

定入所者介護予防サービス費、特例特定入所者介護予防サービス費） 

【ら】  

リハビリテーション 

（機能訓練） 

疾病や障がいによって失われた生活機能の回復を図るため、機能障がい、能

力障がい、社会的不利への治療プログラムによって人間的復権を目指す専門的

技術及び体系のことをいいます。機能訓練（リハビリテーション）には、医学

的、心理的、職業的、社会的分野などがありますが、生活機能障がいがある人

の人間的復権を図るためには、それら諸技術の総合的推進が大切です。介護保

険においては、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションがありま

す。 

医療保険でもリハビリテーションが行われますが、医療保険では、急性期の

状態に対応し、主として身体機能の早期改善を目指したリハビリテーションを

行うのに対して、介護保険では、維持期の状態に対応し、主として身体機能の

維持及び生活機能の維持向上を目指したリハビリテーションを行います。 
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